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 １番  穴 井 則 之           ２番  佐 藤   毅 
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町 民 課 長  河 津 頼 子    教育委員会事務局長  穴 井 康 治 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） おはようございます。 

本日の出席議員は１０名でございます。定足数に達していますので、ただいまか

ら令和４年第３回南小国町議会定例会を開会いたします。 

それでは、本日の議会を開きます。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（平野昭夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、８番、穴井千秋議

員、９番、森永一美議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

今定例会の会期については、去る９月６日に議会運営委員会が開かれ、本日から

２０日までの８日間とし、その間の会議日は、本日、１４日、１５日、２０日に開

き、１６日は休会と決定しております。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、会期については、そのように決定をされまし

た。 

一般質問につきましては、議会運営委員会で審議の結果、本日に決定されており

ますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、一般質問の期日については、そのように決定

をされました。 

なお、先の議会運営委員会におきまして、今定例会の一般質問をケーブルテレビ

にて放映することに決定しております。よって、撮影のため、ケーブルテレビ関係

者の議場への入場を許可しております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 一般質問 

○議長（平野昭夫君） 日程第３、一般質問を行います。 

一般質問につきまして、先の議会運営委員会での決定事項がありますので、御報

告をいたします。 
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質問が２つある場合ですが、１つずつ分けて行います。１回目の質問を発言台で

行い、２回目、３回目は自席で質問をいたします。２つ目も１回目の質問は再度発

言台でお願いをいたします。あとは同様に自席で行うことといたします。 

それでは、一般質問をただいまから行います。 

２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ２番、佐藤です。通告に基づき、質問をさせていただきます。 

１点目です。まず、グループホーム森園の施設の譲受けについてです。 

現在、小国町社会福祉協議会さんにおいて管理運営が行われている森園地区にあ

りますグループホーム森園です。この施設の南小国町、本町や南小国町社会福祉協

議会への売却の話が上がっているように伺っております。福祉課や社協において買

取り後の利用について協議が行われているようにも聞いております。 

今後、高齢者が増えていく状況にある中で高齢者も一人一人生活状況や体の状態

も違いますし、シニア世代の介護予防や認知症対策、生活困窮や社会的孤立・孤独

などと高齢者を取り巻く多くの課題解決に取り組まなければならない現状にあるか

と思います。 

この施設の場所というのが地域福祉センターりんどう荘の近くにあり、仮に購入

し、活動拠点として利活用が進めば、地域福祉のより一層の充実を図ることができ、

最適な施設、必要な重要な施設になると考えられます。この購入を行い、今後、地

域福祉のために利活用、運営することについて、町長として、また社会福祉協議会

の会長としての町長のお考えをお聞きしたいと思います。お願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ２番議員の御質問にお答えをいたします。 

グループホーム森園は、認知症と診断された高齢者専用の共同生活施設として、

平成２３年４月に開設されました。認知症の高齢者が家庭的な環境と地域住民との

交流のもと、自立した日常生活を送ることを目的に食事の用意や掃除、洗濯などの

日常生活における家事などを職員のサポートを受けながら少人数のグループで生活

する施設で、９名分の個室を備え、食堂やリビング、キッチンなどの共用スペース

で入居者や職員が協力して家事をしたり趣味の時間を楽しんだりするなど、一般住

宅と大きく異ならない生活環境が特徴となっております。 

開設当時は、民間の営利法人によって運営されておりましたが、慢性的な人材不

足や法人の人材の高齢化のため、平成３０年度に事業譲渡の手続に入り、社会福祉

法人小国町社会福祉協議会が土地・建物と従業者を含めて事業を引き継ぎ、平成３

１年４月より施設の運営を行っております。事業を引き継いで３年が経過しました

が、地理的な面や人員体制の確保、すぐに居室が埋まらないといった利用者の伸び
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悩みなど安定した経営につながらないといった課題もあり、小国町社会福祉協議会

から今後の運営について相談が寄せられました。 

具体的には、同法人が運営する障がい者グループへの用途変更、また現在の施設

を町内の福祉法人等へ事業譲渡という案が考えられましたが、町としては、高齢者

施設としての役割を担う重要な施設であると考え、最も近くで高齢者福祉事業を運

営する南小国町社会福祉協議会へ施設の利活用について協議を打診し、これまで何

度か協議を重ねてまいりました。協議の中では様々な視点での施設の可能性を模索

し、小規模多機能型居宅介護や有料老人ホーム、認知症対応型デイサービスなど多

くのアイデアが出てまいりました。現在、社会福祉協議会内で職員からのアイデア

を募るアンケート調査を行っており、集計結果につきましては次回協議を行う予定

としております。 

しかしながら、資金の確保や人材の確保などクリアしなければいけない課題もあ

り、もし施設を購入するとしましたらまとまった資金が必要となることから、この

点につきましては町としても最大限の支援を行ってまいりたいと考えております。

また、現在の施設につきましては９名の方が入居し生活をされており、今すぐ退去

いただくわけにはまいりませんので、今後のスケジュール調整等は小国町社会福祉

協議会とも協議を重ねてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 答弁、ありがとうございます。 

この件に関しましては、当然、小国町社協さんという相手方がありますし、向こ

うも回答期限的なものも求められているものではないかなと思いますので、今答弁

ありましたように、今後の利活用に関して、人員だとか、財政的な購入の資金だと

か、いろいろと問題が出てくるかとは思いますけれども、ぜひ町長の決断でいい方

向に向かうようにしていただきたいと思います。 

私は、昨年９月の一般質問のときに、シニア世代を含めた支援体制の整備への取

組ということで質問をさせていただきました。そのときに、町長から「子育て関係

や生活困窮者の自立支援を含めた総合的なワンストップ型の総合包括センターの設

立を目指す」という答弁をいただいたと思います。その計画に向けてグループホー

ムの施設を譲り受け、地域福祉の向上のためにも利活用すべきではないかなと私個

人的には思うところでございます。仮に譲受けができたとして、社協の事業や活動

にも今後大いに役立つものになるんじゃないかなと思うところです。 

施設を譲り受けた後、どのように利活用を考えているのか、社協のほうで少し話

を聞きました。これはあくまでも局長の個人的な計画案ではありましたけれども、
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まず、現在、地域福祉センターりんどう荘で行っている通所介護サービスですね、

デイサービスの利用者のうち、特に運動機能の訓練とかを重視しない利用者につい

ては、グループホーム森園の施設を利用して、デイサービスを行っていく。そして、

現在のデイサービスに加えて、りんどう荘内に運動器具等を整備して、通所のリハ

ビリテーションや介護予防教室を行いたいと考えてもいるようでした。 

また、グループホーム森園の中では、当然、今、認知症の利用者さんが利用して

いるわけですから、宿泊施設としても十分な設備は備えているものだと思いますし、

そう考えると、ショートステイとか、そういうものにも対応できるのではないかと

いうことを検討もされておられました。町内でショートステイができるようになれ

ば介護サービスの充実にも当然つながりますし、介護する人の負担というのも小国

町の老健とかに行かなくても、町内でできるということになれば負担軽減にも当然

つながるものだと思います。 

それから、多世代型のスポーツジムとしての利用やｅスポーツの利用施設として

可能性を探られているようでもありました。 

あくまでもこれは局長の個人的な私案ではありましたけれども、人員とか予算と

か裏づけがあるものでは全くありません。あくまでこういうことができたらいいな

という思いをはせられておられました。 

ただ、この話を聞いたときに、私的には非常に今後の社会福祉・地域福祉におい

て興味深いものを考えているなと思ったところでございます。高齢者だけじゃなく

して、全世代に目を向けた利活用の計画が盛り込まれている。そこは、スポーツジ

ムだとか、ｅスポーツだとかいう目新しいものを展開するところに社協の中でも考

えがはせられているというところは非常に興味深いし、今後、町としても重要な取

組になるのかなというところだったんです。 

現在のデイサービスを利用しておられる方においても、当然介護の状態にも差が

ありますし、リハビリや運動機能とか、そういう維持向上に前向きな利用者におい

てはデイサービスの幅が広がる計画になっていると思います。また、ｅスポーツ、

最近よくマスコミ等で取り上げられて、認知症予防や発症リスクが減少される効果

等もあるようで、高齢者のｅスポーツというのは楽しみながら行えて、趣味となり

ますので、認知症の予防には期待ができるということが介護予防の一翼を担うもの

になる事例として挙げられております。 

個人的に期待する部分ですけれど、今、りんどう荘で行っているデイサービスを

グループホーム森園で行うことによって、りんどう荘内に空いたスペースができま

すので、そこをスポーツジムやｅスポーツなどのいろんな世代で利用できる場所と

して可能性を探っているというところは、りんどう荘の活用の可能性を非常に高め
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るものじゃないかなと思います。今現在のりんどう荘というのは、若者や現役世代

にはあまり関係のない施設になっている部分があるので、そこにスポーツジムがで

きるということになれば、今、町民の若者の中でスポーツジムというのは町にあっ

たらいいな施設の一つになっていると思うんです。これができることにより、町民

の健康維持においても、また町民の幸福度向上にもつながるものには間違いない施

設になるんじゃないかなと思います。りんどう荘内にトレーニング器具を置いてい

ただくと、世代間の交流も生まれて、地域福祉センターりんどう荘の存在意義はま

だまだ増すものになるんじゃないかなと考えるところです。 

非常にわくわくする運営計画を聞きまして、ぜひグループホーム森園を譲り受け

て、社協において利活用を進めていただきたいと思うところでございますが、町と

してはどのような考えをお持ちになっているのか、また今申し上げた計画について

の御意見を福祉課長にお聞きしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ただいまの御質問にお答えをいたします。 

今、佐藤議員、そして社協の局長が言われたお話と福祉課もある程度同じような

考えではあるんですけれども、もしグループホーム森園の施設を引き継ぐというこ

とになれば、初めに考えたのが小規模多機能施設で２４時間３６５日のサービスが

できるということで、この町に今必要な部分というのはそういうものなのかなとい

うことも考えました。 

ただ、人員を集めること、そういうところにいろんな問題もございますので、そ

のほかに考えたところでいきますと、今言われたような機能訓練、リハビリですね、

その部分が、今、南小国町に少し足りない部分で、小国町のほうにお客さんが流れ

ているという部分もありますので、その機能を持つサービスをできればとも思って

おります。 

あとは、ｅスポーツですね、健康増進に子供たちとの多世代交流と、そういうも

のもその中には入ってきますので、非常にいいのではないかと。美里町では８割の

方が高齢者の方で注意力が改善したとか、その中の７７歳の女性の脳の検査をした

ときに脳の改善が見られるとか、いろんな形で載っておりますので、そういうこと

も今後は考えていきたいと思います。 

ただ、作業療法士とか、理学療法士とか、いろんなスタッフを集めることもとて

も必要になってきますので、そのあたりはどうなるかというところで、今後協議し

てやらなければ、まだ結論は出ないというところで今考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 
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○２番（佐藤 毅君） 新しい取組をするときというのは、いろいろな障害といいます

か、人員だとか資金だとか出てくるのは当たり前のことですので。ただ、これをや

ろうとする意思決定をなるべく早くしていただいて、そういう諸問題に取り組む時

間を設けていただいて、町民の福祉向上につながることでもあるので、早く結論を

出していただきたいと思うところです。 

先日、熊日新聞の読者のひろばの若者コーナーで本町の高校３年生の投稿が掲載

されておりましたので、一部要約して紹介させていただきたいと思います。 

「将来の夢は、社会福祉士になること。地元で社会福祉のブランディングをした

い。地元で育つ中で多くのボランティア活動に参加してきた。多くの場面で社会福

祉協議会、社会福祉が関わっていて、そのおかげで生活が豊かになっていることに

気づいた。小さいときの遊びや教育で社会福祉に関わり、そのことが自己形成にも

つながった。社会福祉の大切さを広め、社会全体で地域活性化を行いたい。社会で

生きづらさを感じる人が減るよう活動できる社会福祉士になりたい。」という投稿

でございました。 

あくまで要約していますので、全文は紹介しておりませんけれど、非常に本町の

社会福祉・地域福祉を担っている社会福祉協議会の事業や活動、また町の活動・事

業等が各世代の町民に伝わり、実を結び、その結果が次世代を担う子供たちまでつ

ながっているんだなということを感じまして、非常に感動する投稿だったなと私個

人的には思っております。 

そんな夢を持つ子供たちがぜひ地元で活躍できる場所、職場というのも確保する

ことも今後大きな大事なことになってくるんだろうと思います。 

そこで、もう１点、これは御提案なんですけれども、次のＪＡの跡地の利活用に

関する話にもつながるんですけれども、地域福祉センターりんどう荘とグループホ

ーム森園と、その近くには温泉館きよらがあります。ここの一帯を南小国町の福祉

拠点として一体的に整備できたならばどうだろうかと考えて、御提案させていただ

いています。 

観光農園施設がありますが、その一帯を高齢者の居住環境として整備して、高齢

者向けの賃貸住宅が仮に整備できたならば、近くには温泉設備もあります。施設も

ありますし、福祉センターがあります。りんどう荘があります。そういうことを考

えれば多様なサービスが近隣で受けられると、そしてそれも安心して生活が送れる

場所になるのは間違いないはずです。 

そういうことを考えると、ＪＡの跡地の利用について、以前のアンケートでも御

意見が多く上がっていました高齢者向けの福祉施設をりんどう荘周辺で整備できれ

ば、ＪＡ跡地においてその分の選択肢というものが削られて、また違った方向でＪ
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Ａの跡地の活用が図られるんじゃないかなと思ったところです。 

そういった観点からも、ぜひグループホーム森園を譲り受けていただいて、今の

認知症のグループホームとしてではなく、町の今求めている地域福祉の活動ができ

る場所として、拠点として使えるように購入をお願いして、なおかつ、りんどう荘

一帯の福祉拠点としての整備開発ということができたならば、また南小国町の地域

福祉というのがより向上して、安心に生活する拠点づくりというのができるのでは

ないかと思いますけれど、町長、いかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

まずは、今、小国町の社協から打診があっているという状況でもございまして、

そちらを協議しているところでございますけれども、そういったところで、まず町

が仮に購入をしたとしたときには、一旦公募をしなくてはいけないかなと思います。

その施設に関して、社協だけではなくて、ほかの福祉事業に携わっている方々だっ

たりとか、そういったところで公募しながら、じゃあ、誰に委託するのかといった

ところを最終的に決定していくような多分流れになってくるというところで御理解

いただければと思います。 

先ほどあのエリアを一体的に福祉のエリアとして利活用したらどうだろうかとい

うお話もありましたけれども、私もそれも一つの選択肢だと理解しておりまして、

やはり温泉館もございますし、りんどう荘があるといったところで、もちろん急傾

斜地区域だったりとか、そういったところの配慮はしなければならないかと思いま

すけれども、ああいう施設が近隣にあることによって、住民の方々、特に高齢者を

含めてもそうかもしれませんけれども、安心感が多分生まれるのではないかなと思

いますし、入浴もそちらで入っていただければ、もちろん温泉館きよらの相乗効果

にもつながってくるといったところもございますし、そういった機能訓練だったり

とか、どういった事業を、もし仮に譲り受けたときにやっていくかは分かりません

けれども、そういったところでそういった施設が身近にあるということは住民にと

っては非常にメリットだろうと思いますので、私としてもそれは一つの大きな選択

肢であると認識をしているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） １問目の質問はこれで終わりたいと思います。 

２問目の質問をよろしくお願いいたします。 

○２番（佐藤 毅君） 最後、グループホームに関しては、町民の整備されるといいな

というアンケート結果の中で高齢者施設とフィットネスジムというものがありまし

たので、そういうものを踏まえると、一体的に森園地区にもってくるというのは有
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りかなと思いますので、ぜひ前向きに御検討をいただければと思います。よろしく

お願いします。 

では、通告に基づき、２つ目の質問をさせていただきます。農協跡地の再開発に

向けての動きについてです。 

「農協の跡地はどうなると」と、多くの町民から声を聞くことがあります。令和

３年１２月に質問させていただいたときには、「令和４年度いっぱいは情報収集、

情報共有の時間となる。町民アンケートも再度行う。」と答弁をいただきました。

農協跡地利活用検討委員への専門家の増員も行い、委員会での議論もお願いしてお

りました。 

今現在、町民の一番の関心事だと思います。今後、町民アンケートは実施するの

か、また検討委員会での議論はどうなっているのか、お尋ねします。また、議論の

内容についても、町民に知ってもらう機会をつくるべきではないかと思いますが、

今現在の状況、今後の予定がどうなっているのか、お尋ねいたします。お願いしま

す。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ２点目の質問に対して答弁をさせていただきます。 

農協跡地については、議員がおっしゃるとおり、町民の方々にとって大きな関心

事であると思います。 

まず、前回のアンケートの上位の結果は、スーパーマーケット、公園、高齢者向

け福祉施設、屋内スポーツ競技場やフィットネスジムといったものでした。ただし、

回答をいただいた８３％が５０歳以上であったため、年代での偏りがあったものと

推測されます。次回アンケートを行うときには、各年代の偏りがないような形で実

施したいと考えております。また、前回はどのような施設が整備されるとよいかと

いったような白紙の状態での投げかけでしたが、今回に関しては、何を目的とする

のかや、整備することで何が実現するのかを整理した上で実施することが望ましい

と考えます。それらの点は、検討委員会に諮りながら進めたいと思います。 

検討委員会に関しては、これまでに３回、令和２年１月２０日が第１回目です。

その次が令和２年３月２７日、そして３回目が令和２年８月２８日の３回行ってお

りますが、これからが大切な時期になってくると思われます。議論の内容に関して

は、ホームページや広報誌などを通じて周知していきたいと考えております。併せ

て、委員の増員に関しても外部有識者を招聘することで客観的立場から的確なアド

バイスが期待されますので、情報を集めたいと思います。 

ＪＡ跡地に関しては、町として重要な場所であり、町の大きな財源が必要となる

かもしれませんし、これまでにないような民間の投資を呼び込むことになるかもし
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れません。また、先ほどの質問にもあった高齢者福祉施設の将来の方向性や、後で

質問のある公共施設の今後の在り方なども勘案しながら進める必要があります。そ

ういった意味では、ＪＡ跡地の開発が将来の負の遺産にならないよう時間をいただ

きながら進めたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 町民アンケートの実施について幾つか確認をさせていただきた

いと思います。 

まず、実施の時期はいつ頃を考えているのか。調査対象が、前回が多分全町民向

けにやりましたけれど、ただ、回答いただいて回収できた部分に偏りがあるという

ことですので。ただ、そう言われても、町として重要なものではあると思うので、

今回も全町民に対して行うのか、それとも世代別を抽出したような形で行うのか。

仮に抽出したときというのは、アンケートの全体対象となる件数は何件を思ってい

て、やるのかというところをお尋ねしたいと思います。また、アンケートをやった

ら、当然いつからやれば、いつまでに回収、回答を求めるでしょうから、その回答

の時期はいつ頃になるのか。また、その結果の公表についてスピーディにやってい

ただきたいと思いますし、その公表はどういうふうにやろうとしているのか。また、

アンケートの内容は分かりませんけれども、最終的にアンケートの中身で一番施設

としてこういうものをつくってほしいというものが当然順位をつけますからそうい

うふうになると思いますけれど、そうなった場合にそのものを建設する方向でいく

のか。ですから、このアンケートが持っている意味というのが非常に重要になって

くるとは思いますけれども、そういう意味でアンケート結果を最大限に反映する形

で開発が行われるのか、お尋ねをしたいと思います。 

それと、もう１点、町民向けのアンケートは非常にありがたいんですけれど、役

場内では職員さん向けに、もしくは各課局の中で、今後の町を考えたときにこうい

う施設があったらいいなとか、こういう場所が必要だとか、用意したほうがいいと

いう庁舎内での意見聴取というのは行わないのか。これは、私個人的に思うに、今

後のやっぱり南小国町を支える今の役場の職員さんたちの意見聴取はぜひやってい

ただきたいと思うんです。その中には、また多様な考えがあるのではないかなと、

私らが思いつかないようなものを思っている職員もいるんじゃないかと思います。

ですから、ぜひ役場内職員さん、若手・中堅職員の意見の聴取というのも行ってい

ただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） アンケートの時期及び回答の期限というのが大体近い質問なの
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かなと思いますので、まずはそこをお答えさせていただきたいと思います。 

まずは、先ほど答弁の中でも申し上げましたとおり、ある程度これまで過去にや

ったアンケートの白紙のような状況ではなくて、ある程度一定の方向性は示すべき

だろうと思いますし、そうしないとあまり意味がないアンケートになってしまうん

じゃないかなと思っておりますので、そういったところをこちらで試案も含めてま

とめながら検討委員会の皆様方とも協議して、そちらをできれば早い時期のほうが

いいのはいいんですけれども、まずは年内に実施するような形、また回答の時期も

できれば年内にある程度回答がもらえるような形で対応できればと考えております。 

また、アンケートの方法に関しましては、全ての方々に取るのではなくて、やは

りある程度世代を区切って、その世代ごとに対して送付をしていくという形をとら

せていただきます。どのくらいの数になるのかということははっきりとは、すみま

せん、まだ協議しなくてはいけないので何とも言えませんけれども、やっぱりある

程度の世代ごとの御意見を聞ければなと考えております。 

また、公表の方法に関しましては、ホームページだったりとか、あとは広報誌と

いうものが、もちろんケーブルテレビもあろうかと思いますけれども、そういった

ところの文字放送だったりとか、そういったところでこういう回答が来ましたとい

ったところを公表できればと思っております。 

アンケートの内容は、またこちらで精査する必要があろうかと思いますので、先

ほど申し上げたような形で、ある程度大きな目的を示しながら、前回とは異なった

取り方ができればなと現在のところ考えているところでございます。 

あと、その結果を踏まえるのかという点に関しましてでございますが、この点に

関してはやっぱりどうしても全てを踏まえることはもちろん正直できませんので、

例えば民間に力を借りなくてはできないこともございますし、じゃあ、果たして民

間の方があの立地というところに進出するのかと、またこれだけ４,０００人弱の

人口規模の町に進出するのかといったところもございますので、全ての結果を踏ま

えることはもちろんできないといったところで考えております。もちろんそういっ

たところに関しては、こういったアンケートの結果が上位にはきたけれども、こう

こうこういう理由で、ここはどうしても実現が難しいといったところも公表する必

要があるのかと思います。 

また、最後に職員向けのアンケートも必要ではないかといったところも、おっし

ゃるとおり、職員というのはまたこれからの世代を担っていく若い人材が多くいま

すので、そういったところにもいろいろなアンケートのようなことをやるべきだろ

うと思いますし、またいろいろなよその自治体とか、そういったところの知見も広

く持っているかと思っておりますので、そういったところはまた職員は職員でやる
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必要はあろうかと思っております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ありがとうございます。 

アンケートの実施対象というのが世代別になるということで、総合計画が町民１,

０００人当たり各年代別１２５人ずつですか、そうするとちょうど１,０００人に

なるみたいだったので、そういう形で今やられているんですか。だったと思います。

もう終わりましたか。ちょうどそうなったと思います。その中で、総合計画は、あ

とは人口分布によってその比率を引き直すか、そういう形で意見の集約をまとめる

という、調査結果を出すということでしたので、町長も多分そんな形になるのかな、

幅広い意見を集約する部分においてはそういう形になっていくのかなと思います。 

そのときに、ぜひお願いしたいのは、対象となった方は、そのアンケートの内容

が当然目に届くわけですから、ただ、それが対象から漏れた方たちというのは当然

そのアンケートがどういう形で行われているのか、どういう質問がされているのか、

設問がされているのかというのが分からないと思いますので、ぜひこれも町民に向

けてケーブルテレビ等を使って表に出していただきたいと。こういうアンケートを

抽出した対象者に行っていますよと、そして漏れた方には内容をこういう形でアン

ケートを実施していますというふうに開示をしていただきたいなと思います。その

中で、町民、取り残さず、意見がある方もおられるかも、当然対象にならなかった

方からも意見を逆にいただくこともあるかと思いますので、ぜひそういう取組とい

うのはしていただきたいなと思います。 

もう１点は、最後のほうに民間事業者の話が出ましたので、以前のときも当然こ

れは、公設というか、民間事業者を使って開発をされるという意見を町長はずっと

言われていますので、アンケートの結果が出た後、どうでしょう、複数の民間業者

にこういう施設をつくって、運営をしてくれないかという公募をかけて、開発に関

してプレゼンみたいなものを実施するというのも、広く公平性もあっていいんじゃ

ないかなと思うわけです。それが、そうすると利活用検討委員会の中でもいろいろ

と議論されるでしょうけれど。ただ、委員さんの中ではそこで決まったものが最終

答申として出されて、それが本当によかったかと、後でいろいろな形になる可能性

もありますので、それよりも町としてアンケートに基づいてこういうものをつくっ

ていただきたいと、つくることによって民間業者さんが応札してくれるならば、そ

れに向かってプレゼンしたり競争してもらうことによって開発に対して透明性もあ

るんじゃないかなと思いますので、そういうやり方も考えていただきたいと思いま

すけれど、いかがでしょうか。 
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○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

まず、アンケートの内容をアンケートの対象とならない方にお示しするといった

ことは必要だと思います。こういった内容でアンケートを取らせていただきますと

いったところで、じゃあ、どういうふうな意見も言いたいけれども、意見の場がな

いということもあろうかと思いますので、例えばそういったところをパブリックコ

メントみたいな形でアンケートの対象者以外の方は、町のホームページにパブリッ

クコメントを寄せるようなスペースをつくったりとか、そういったところもできる

のかなと考えておりますので、対象となる人にはもちろん送付されますし、対象と

ならない方にはこういったアンケートを取らせていただいております、もし何か御

意見がございましたら、こちらのほうまでお寄せくださいとか、そういったところ

も可能かと考えております。 

また、多分最終的には、今おっしゃったような形で公募型のプロポーザルみたい

な形になって、金額は大体これぐらいの金額で、こういうことを目的にして、ここ

の開発をやりたいと思うというところで事業者に投げて、その事業者が、だったら

この上限額ではここまでできますよとか、こういう民間事業者を引っ張ってくるこ

とができますよとか、そういったところの提案をいただくというところは、多分そ

ういう流れになっていくんだろうなと私は思っておりますので、そういったプロセ

スとしてはある程度目的を示したような形でアンケートを取らせていただきながら、

その意見を踏まえて結果を周知していく。周知していった中で、もちろん検討委員

会とかも協議していただきながら、できるもの、できないものが多分出てくるかと

思いますけれども、その中でまた民間事業者等に募って、公募型のプロポーザルを

行いながら、その提案で一番よかったところを選んでいくという形の流れに大体大

きな流れとしてはなるのかなと考えているところでございますので、そういったプ

ロセスもしっかりと慎重に、また周知していければと考えております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） これで、佐藤毅議員の一般質問は終了いたします。 

消毒をいたします。 

引き続き、一般質問を行います。 

４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ４番、井上でございます。 

私たちの町、将来について、少しお尋ねしたいと思います。 

私たちの町の宝は、景観であり、自然がもたらす恵みだと思います。その中で、

後継者不足、人口減少、いろんな面から大事な農地という問題がなかなか管理でき
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ない状態にあるんじゃないかなと思います。やはり日本の産業の基本である農業と

いうのは非常に大事な部分だと思います。先達からいろいろ引き継いだこの土地を

いかにして私たちが守れるのか、これは喫緊の課題になっていると思います。 

それで、執行部にお尋ねしたいのは、私たちのこの南小国の町は将来どのように

なっているのか。それと、人口減少だとか、農家の担い手不足、その他いろいろ諸

問題を抱えております。これは、かなり前から言われたことだと思います。その対

策があれば教えていただきたいと思います。 

その後、私どもから提案として、先達から長い歴史の間に培われたこの土地、農

地をこの時代において減少させるということは、歴史への冒瀆とは言いませんけれ

ど、何かしっかりここで守るべき私たちの責務があるんじゃないかなと思います。

そのために、できれば官民と言わずに、全体で一体化した何か再生機構がつくれな

いかなというのを常々考えております。そのあたりもいい意見で議論していきたい

と思いますので、一つよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ４番議員の御質問にお答えします。 

農業を取り巻く環境は、国内の少子化による人口減少、高齢化による担い手不足

に加え、飼料や燃料、肥料等、資材の価格の高騰により厳しい状況にあります。そ

のような中、６月議会において飼料・燃料費高騰対策補助金を予算計上し、御承認

いただいたところです。 

その後、政府与党が農家支援のための補助金制度創設の検討に入ったことが一部

報道で報じられたため、予算の執行を見合わせておりましたが、国の補助金制度の

概要が明らかになったことから、南小国町燃料費等高騰対策事業補助金として９月

１日より補助金の受付を開始しております。 

このような対策については、本町だけでは課題解決できるものではなく、県や国

との連携を取り、対策を取っていかなければ解決できるものではないと考えており

ますが、そのほかにも本町の営農体系の整備を進める必要もあるかと思います。 

本町の営農体系としては、家族経営が主であり、本町の農業を支えているところ

です。しかし、横軸である家族経営による農業生産のみでは、担い手不足に対して

対処できません。縦軸である組織、議員のおっしゃる農業再生機構、これは俗に言

う農業公社と思われますが、そこへ展開することで家族経営のみでは対処できない

担い手不足等諸問題の解消につながると考えます。 

今後の農業を考える会では、南阿蘇村の農業公社、南阿蘇村農業みらい公社の活

動について学ぶために先進地視察を計画しておりましたが、コロナの影響により、
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まだ実施できていない状況です。コロナの状況を見て、視察を実施し、本町で公社

を設立した場合の在り方も協議・検討していきたいと思います。 

また、組織への展開としては、営農組合の法人化も期待されるところであり、現

在、波居原営農組合が法人化に向けて話合いを行っています。町としても担当職員

を会議に派遣する人的支援や、国や県の機械購入に対する補助金の支援など、法人

化への後押しを行っています。 

横軸の家族経営も継続できるよう支援していきながら、縦軸である組織への展開

も広げていけるよう支援を行ってまいります。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。 

全て答えが出てしまったんですけれど、先ほど営農という横軸に対して、やはり

縦軸というのがどうしても必要かなと思います。最近、縦軸もしっかりしているん

ですけれど、実際この縦軸の実行部隊というのがないんです。それがなくして、た

だ構想だけ、それと思いだけではどうしても手遅れになってしまうものですから、

その実行部隊をいかにしてつくるのか、ここが早急に喫緊に今要求されているんじ

ゃないかなと思います。 

確かに国の政策もいろいろあります。でも、土地とか農業というのは、日本が農

耕民族として発展した歴史の中で、常に縦軸というのは、当時の荘園制度であり幕

府というのが管理して、営農者をしっかり守ってきたと思います。中の問題はいろ

いろありましたけれど、それが現代においては少し薄れてしまっているんじゃない

か。国も一生懸命になってやっているのは分かります。でも、現実にどうしてもそ

ぐわない面が多いんじゃないかなと思います。 

そこで、我々からそういう縦軸と横軸の関係をしっかり構築して、逆に国にこう

いう提案があるんだということを、まして農業なんていうのは地域差がありますの

で、北海道と九州とは環境が違いますし、いろいろ方法論が違います。だから、と

にかく今大事なことは、縦軸をどのようにつくるのか。これができれば実行部隊を

早急にやって、まず農地の管理をきちんとしていくということがどうしても大事な

ことかなと思います。そこに初めて営農という横軸が発展していくと思います。 

先ほど言いましたように、確かに日本の農業というのは、近代においては一代制

だったんです。ただ、それを法人化していくということは非常に大事だと思います

けれど、ただ法人がやればいいのかというだけの問題でもなくなると思います。そ

のあたりをどのように管理していくのか。これをぜひ決めていきたいと思いますし、

農林課長、いろいろ今度お考えがあると思いますので、御答弁をいただきたいと思
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います。よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（河本孝博君） 貴重な御意見、ありがとうございます。 

町長の答弁の中にもありましたけれども、まず南小国町では家族経営が主である

というところでありますけれども、議員のおっしゃる縦軸、法人とか、そういった

ところが非常に重要な部分になってくるかと思います。 

これも町長の答弁の中にありましたが、今現在、波居原地区におきまして、これ

は十数年なかなか進んでは止まり、進んでは止まりと、地元の方々も大変御苦労を

いただいておりますけれども、これがようやく、今、実を結ぼうとしております。

そういった中でも、担当職員、今は月に１回もしくは２回程度、波居原の公民館に

出向いて、また県の職員の方、それからＪＡの担当の職員の方も行かれております。

もちろん地元の方々も多数お見えになって、法人の内容の最終段階を今詰めている

段階でございます。 

それから、町長のこれも答弁にありましたけれども、国や県の補助金を活用しま

して、できるだけ地元の方々の思いに全て沿っているかというとなかなか難しいん

ですけれども、今できる範囲の中で補助制度を活用して機械購入等を進めておりま

す。この中身につきましては、いろいろと御意見もいただいておりますので、今、

国もしくは県の補助金をもらったときに、町の補助金が同時には使えない状況でご

ざいますので、今後、法人化を進めていくという町の姿勢を強く示す上には、この

あたりはもう少し中身を精査して、地元の方が、今後、ほかの波居原地区以外のと

ころでも法人化をやってみようという意欲のある方が出られる場合に、その後押し

になるような補助金制度に中身を見直してまいりたいと思います。 

それから、組織化するに当たりまして、今現在、南小国町の若者、もちろん若い

世代の方も町内に戻ってきていただいて、就農していただいておりますので、そう

いった方々への補助制度もございますけれども、なかなかそれにも限界があるので

はないかと考えておりまして、これは熊本県の農業公社が昨年から開催していると

いう熊本県新規就農支援センターが開催する就農・就業相談会、これが８月６日に

ございました。熊本城ホールでございましたので、本町の職員も出向きまして、ま

た農業委員の方々数名にも参加いただきまして、実際に数名の方と相談が完了して

おります。今回相談会をしたことで、やはり南小国町としても足りない部分が幾つ

か問題というか、課題が見えてまいりましたので、そのあたりは、今後ほかの町村

の相談会の仕組みとか、やり方とか、そういったものをいろいろと聞きながら、よ

り一層相談会に来ていただけるような体制づくりも進めてまいりたいと思っており

ます。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） ありがとうございます。 

前向きで本当に皆さん一体化して取り組んでいて、頑張っていることなんですけ

れど、この前、ある前市長さんが遊びに来られて、よく話すんです。縦軸と横軸と

いう部分の話をしているんですけれど、横軸が民間であれば、縦軸がどうしても公

的機関になってしまう。そうしますと、これは根本的に発想の違いというのか、構

造的な違いがあるんです。といいますのは、横軸である民間は、仕事に就いた時点

から就職でもあるんですけれど、ゼロで加算式なんです。仕事をやった結果によっ

て、２０年、３０年になったときに何ポイントその人ができたかというのが民間の

評価方式なんです。ところが、公的機関が全てそうとは言いませんけれど、公的機

関はどうしても入庁したときから１００点をいただくわけです。そして、いかに失

敗をしないかという、基本的に減点方式で仕事をなさっていくという、これが全て

とは言いませんけれど、そういう構造的なまだ仕組みがあるんじゃないかな。だか

ら、ぜひ農業再生機構は、そのあたりを取り外して、お互いに加算式でできるよう

な仕組みがつくれないのか。当然公務員として、公的機関としてやる人には減点式

も大事なことですけれど、あるプロジェクトに対しては加算式で一体化して進むと

いうことで初めてものが進むんじゃないかなと思いますけれど、そのあたりいかが

でございますか。最後の質問になります。答弁がなければ結構でございますけれど、

そういう考えのもとに、ぜひ再生機構を進めていただきたいと思います。それもか

なり荒れ地が増えておりますので、早急に立ち上げていけたらと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（河本孝博君） すみません、今の議員の御質問に私が答弁になるのかどう

か分かりませんけれども、民間と公的機関との考え方の違いというのは、今おっし

ゃったとおりかなと思っております。 

農業を一から始めていただくためにいろいろとこちらも考えておりまして、すみ

ません、今の議員の答弁になるかどうか分かりませんけれども、新たにもう一つ考

えておりますのが、起業型の地域おこし協力隊というのがございますけれども、こ

の仕組みに農業を取り入れることができないかということで今進めております。こ

れに話がいった発端は、先日から、これは林業のほうなんですけれども、ほかの町

村に視察に行きまして、林業関係でうまく好循環になっている地域がございました

ので、まずは林業でその話が出たんですけれど、じゃあ、農業でもやってみようと。

先ほどの答弁でも申し上げましたけれど、地元の若者が帰ってくるというのにもや



－ 21 － 

はり限界があるというところで、じゃあ、よそからどうやって就農につなげていく

か、そういったときに起業型地域おこし協力隊が活用できるのではないかというこ

とで担当のほうで今計画を練っております。 

考えますところが、３年後には新規就農のコーディネートができるコーディネー

ターになっていただくというのが目標というところでしておりまして、先ほども申

し上げましたけれど、新規就農相談会とかに行っても、結局それは私たち役場職員

が行くことでありまして、お答えするのにも限度があるというところから、じゃあ、

どういうふうにしたらいいかとなったときに、そうやって就農に携わってこられた

方が自分の体験も話していただいて、より身近に感じていただけるのではないかと

いうところになりました。そのためには、新規就農コーディネーターに最終的にな

っていただくということで、令和５年の導入に向けまして、今年度中から準備を進

めてまいらなければなりませんので、今、企画書を作成して進めているところであ

ります。先ほども申しましたけれど、農業、それから、今、林業もそういった形で

進めておりますので、今までにない形でありますけれども、新たな形で担い手の部

分で活用していきたいと考えております。 

すみません、答弁にならなくて、申し訳ございません。 

○議長（平野昭夫君） これにて、井上議員の一般質問を終わります。 

１１時２０分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０３分 

再開 午前１１時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

一般質問を引き続き行いたいと思います。 

９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ９番、森永です。通告に基づきまして、２つ質問させていただ

きます。 

まず、１点目は、観光関連産業の未来に向けた動きをということで質問させてい

ただきます。 

観光庁の令和５年度の予算概算要求を見ていますと、観光立国の復活に向けた施

策の推進が上げられております。地方経済、雇用を支える観光立国の復活を図り、

地方創生を進めるための取組を強力に推進するとの内容でした。地域の魅力向上と

持続可能な観光地域づくり、観光産業の高付加価値化など様々な角度から観光産業

を盛り上げるための事業がひもづいておりました。 
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本町に目をやりますと、町内生産額２３１億円に占める観光関連産業の割合は４

４％と本町の産業の中で最も高いウエイトを占めております。観光関連産業は、経

済、雇用の大きな役割を担っているものの、現状、人手不足が深刻化しており、事

業者さんによってはサービスの見直しや供給制限も起こっております。これは、企

業の売上げや成長のみならず、町の税収等にも影響するものと考えます。一般的に

観光関連産業は、生産性向上の伸びしろがある、効率化できることも多々あるとも

言われておりますが、人が介在することでサービスが成り立つ部分が大きく、人材

の確保は切り離すことができない重要な課題です。本町が抱えます少子高齢化、生

産人口の減少といった人口問題を考慮しますと、将来は人手不足が一層深刻化する

のではないかと思われます。町としても未来を見据えた施策を用意する必要がある

と考えます。 

そこで、以下２点について伺います。 

まず、１点目は、人手不足の今後の対策についてです。事業者さんごとの努力は

もちろん重要ですし、既になさっていることと思いますが、町として全体的にスケ

ールメリットを生かして動くことも必要だと考えます。現状の取組を含め、お尋ね

いたします。 

２点目は、観光基本計画の策定についてです。町全体を観光地と捉える本町にお

きましては、取り組む内容は多岐にわたるかと思います。一過性の対応に終始する

のではなく、将来を見据えた計画があることで、今年度は○○を強化するために○

○をする、次年度はこれをする、と計画的に取り組み、関わる全ての人が見て分か

る属人化しないものが必要だと考えます。長期的な視野で町内全体を見渡し、観光

関係者等が共通の目的や役割を共有しながら観光基本計画の策定、推進に取り組む

ときに来ているかと考えます。 

以上、２点についてお尋ねをいたします。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ９番、森永議員の御質問にお答えをいたします。 

町内の観光関連産業のみならず、商工業や農業、林業など、あらゆる産業で人手

不足、人材不足は深刻な問題となってきています。人口減少、特に労働力人口の減

少など、人材自体の不足に加え、年間を通してではなく、時期により必要とする働

き手の数が違うといったそれぞれの産業や事業者特有の事情も人材確保を困難にし

ていると推測されます。ほかにも働き手や雇用する事業者それぞれが求める条件が

異なるなど様々な課題もあるかと思います。 

このような人材不足に関する様々な問題や課題に対応するため、昨年度より人材

還流促進及びデータバンク構築・利活用事業を実施し、根本的な課題の特定及びそ
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の対処方法を探り、制度を設計する中で本年度より仕事コンビニの仕組みを本格的

に活用することとしており、仕事の調査、切り出し、トライアルの実施、本格運用

に向け取り組んでいるところです。観光関連産業に特化したものではありませんが、

この事業によって働き手と雇用する事業者の求める条件をすり合わせるなど、両者

がマッチングして少しでも人材不足が解消できるよう効果的な取組を進めてまいり

ます。 

また、観光基本計画につきましては、町の総合計画を基本としながら、観光に関

する全体の目的や方向性、取り組む施策、事業を行政、観光協会、民間事業者それ

ぞれの取組も踏まえ、その内容を明確にし、全体で共有するためにも策定する必要

性があると感じております。今後、必要とされる施策、事業など、計画内容につい

ては、観光協会等関係機関と十分に協議・検討しながら、策定に向け取組を進めて

まいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 答弁、ありがとうございます。 

まず、観光基本計画についてですけれども、最近では観光関係の補助金の要綱な

どを見ていましても、地域一体となった計画や取組が求められているものが多いな

と感じています。もちろんこの質問をするに当たって、きっと関わるであろう観光

協会さんにも話はしておりますが、もちろん一部の組織だけではなく、町全体とし

て将来を見据えた全体的な計画が必要ということで、そのためには計画策定にもも

ちろん協力をしますということでした。また、私の身近な方が観光協会におります

が、聞いたら、やはりほかの自治体さんでも既に何件か計画の策定なども着手した

こともあるということで、そういうお手伝いもしていたということでしたので、ぜ

ひ一緒に取り組めたらなという話もしておりました。ただ、あくまで町としての計

画という話でした。観光協会が主体とかではなく、どこかの旅館組合が主体とかで

はなく、町としてのビジョンを策定したいという話でしたので、ぜひ一緒に取り組

んでいただけたらと思っております。もちろん一朝一夕にすぐ出来上がるものでは

ないかと思いますが、早めに始動するということが大切かと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

そして、人材確保に向けてですけれども、町長おっしゃったように、観光業のみ

ならず、ほかの産業でも非常に深刻な人材不足というのは、人手不足、労働力不足

というのは私も聞いております。現状、町とＳＭＯさんとで仕事コンビニというの

を取り組まれているかと思いますが、この成果というのはいかがかなと思っており

ます。もちろんまだ始動し始めて、ヒアリングの段階だったり説明会の段階だった
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りではあるかと思いますが、私自身、事業者さんとお話をする機会がありますけれ

ども、認知度が非常に低いなと感じております。もったいないなというのをとても

思っています。初めての取組ですので、周知をもっと全体に見える化もしていただ

きたいですし、対象となる事業者さんへの周知は徹底していただけたらと思ってお

ります。 

あと、もう１点、これは１点御提案になるんですけれども、２０２０年１２月の

一般質問でも私も一度御提案差し上げた内容にはなりますけれども、都会で困窮さ

れているひとり親世帯の方、特にシングルマザーの方を対象に仕事を含めた移住を

呼びかけてはどうかと考えております。観光業は、女性も活躍しやすい産業です。

宿泊施設であれば従業員寮もありますので、寝泊まりができる場所があります。温

泉があれば清潔に過ごせます。賄いもあればおなかが減ったというひもじい思いも

せずに済みます。 

そして、何よりこの取組というのは、子供の貧困問題の解消につながると考えて

います。日本における子供の貧困は１３％です。７人に１人が相対的貧困と言われ

ております。医療・食事・学習・進学、この面で特に不利になると言われておりま

す。この４つの医療・食事・学習・進学という面に関して、本町では医療費も１８

歳まで無償化をしております。また、保育園から中学校までは町内産の野菜をふん

だんに使った、おいしくて栄養バランスのいいお給食も提供いただいております。

おなかいっぱい食べることができます。また、学習面でも少人数ゆえの目の行き届

く教育環境にあります。これは、１人の保護者としても大変ありがたく感じている

ところです。今月号の広報でも発表されていましたが、全国学力学習状況調査の結

果も県内でも高い数値でした。特に中学生は全国上位の自治体と同等の結果という

ことで発表されておりました。また、貧困層で特に不利になると言われているのが

習いごとですが、本町であればきよら塾が小学校３年生から中学校３年生まで通う

ことができますし、わくわくクラブでは体育系・文化系と非常に充実した内容であ

ります。それぞれに年間８００円ずつで通うことができます。小国高校もあるので、

進学の心配も少なくて済みます。保育園から高校まで親もとで暮らすことができる。

親は働ける。仕事がある。収入がある。子供は親と一緒に安心して暮らせる。勉強

もできる。これは、南小国ならではの環境だと考えています。 

ネックになるのは、きっと引っ越しの費用とか移動費など初期の費用かと考えま

す。そこで、例えばその費用を町が融資をする、貸出しをする、一部補助をするな

ど、そういった対応ができればどうかと考えております。南小国町として全国に働

きかけるときではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 
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○まちづくり課長（宮﨑智博君） ありがとうございます。貴重な御意見もあり、参考

にさせていただきたい部分もあるかと思います。 

まず、基本計画についてですけれども、議員がおっしゃるように、一朝一夕でで

きるものではございませんし、まずは関係者、観光協会、旅館組合それぞれの関係

者を含め、いろんな御意見を伺いながら作成していかなければならないと思います

し、また町としての方向性を示すとともに、やはりそれぞれが担うべき役割とかい

うものもうたっていくべきではないかなとも考えておりますので、多少お時間をい

ただきながら作成に向けて取組を進めてまいりたいと考えております。 

また、仕事コンビニ、人材還流の人材確保についてですけれども、こちらも最初

取組の中でいろいろ業者説明とか呼びかけを行いましたが、なかなか参加者が伸び

悩んだということが実情ではございますし、現状まだ本格運用というのは年明けか

らというところで計画を進めておりますが、その中で現在トライアルという形で２

社を実際トライアルで実施してみようということで事業を進めているところでござ

います。そういった実際お試しでする中でこういったことができますとかいうとこ

ろをまたお示しできれば、もう少し事業者の方にも御理解が進むかと思います。ま

た、広報周知にしてもまだまだ不十分な面がありますので、そういったところは取

り組んでまいりたいと思っています。 

方向性としては、取りあえずなかなか移住定住というのは一朝一夕にまた進むも

のではございませんので、何度か町内もしくは小国郷内、通勤圏内で確保できる人

材を確保するとともに、やはり長時間では無理だけれども、この短時間だったら仕

事が可能なんだけれどという部分があれば、その仕事を長時間ではなくて、ある程

度短時間に切り分けられないかとかいうところを事業者と十分話をしながら、仕事

の切り分けと、そこに対して可能な人材が配置できないかというところが仕事コン

ビニのメリットではないかなと思っておりますので、そういったメリットを十分生

かしながら、事業がスムーズに実施できるように、また取組を進めてまいりたいと

考えております。 

また、先ほどの単身で子育てをされている方々の移住定住を進めてはどうかとい

うところではございますけれども、こちらも呼びかけを行うとともに、やはり受入

態勢というものも非常に必要となってくるかと思います。まだまだ移住定住に私も

関わらせていただいた中で移住定住というのを進めるというのは非常にハードルが

高いなという部分は感じておりますし、しかしながら、これを進めていかなければ

将来というものが、また人材確保、また人口の減少を食い止めるというところも非

常に重要な問題でございますので、この課題に向けて一歩ずつではありますけれど

も、取組を進めていくとともに、やはり単身世帯もしくは子育て世帯が南小国町に
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魅力を感じるような施策を、これはまちづくり課だけではなくて、各課にまたがっ

たいろんな施策を充実させることによって魅力がさらに上がってくると思いますの

で、そういった連携を取りながら移住定住施策を進めていきたいと。その中で、や

はり単身者向けのアピールができるような内容もこちらのほうで提示ができるよう

な資料なり何なりをそろえて、移住定住のイベントとか、そういう相談会とかがあ

りましたら、そういう機会に提示ができるような形で準備は進めたいと考えており

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 御答弁、ありがとうございます。 

先ほど課長がおっしゃった移住となると、やはり少しハードルを高く感じたりす

るのかなというのは私も感じているところです。ただ、町内であれば宿泊施設なん

かは特に派遣の社員さんなども多くいらっしゃいますし、そういった一環としても

一つ、派遣じゃないですけれども、派遣に似たような仕組みとして何かあればどう

かなというのを今感じたところです。 

また、私自身も実際に子育てをする中で子育て中の方々とお話をする中で、やは

り学校の魅力というのは、移住というか、町を選ぶときの基準としてとても大きい

と思っています。 

前に、小学校のほうで市原小学校に娘が通っておりますけれども、そこで授業参

観をしていただきまして、そのときに１年生のクラスであれば、子供は１１名なん

です。そこに対して、担任の先生と支援員の先生と２名で見てくださっているので、

とても手厚く見ていただいて、子供をたくさん褒めてくださるんです。その様子を

見た保護者の方は涙をされる方もいらっしゃるほど、とっても恵まれた環境だよね

ということで話をされていました。 

また、コロナ禍においては、本人が体調が悪くなくても、どうしても休まなきゃ

いけないというときも出てくることが増えていますけれども、そういったときのフ

ォロー態勢というのもしっかり手厚くされております。保護者の方からは、この学

校ということを一つの売りに移住というのも訴えられるんじゃないのという、そう

いう話も出ているほどです。 

なので、移住定住という今までの型にはまったものというよりも、南小国らしい

形で何か進展ができたらなというのを考えております。その選択肢の一つとして、

仕事コンビニという新しい働き方というのもあっていいのかなと私も感じておりま

す。特に私も旅館で仕事をしていたことがあるんですけれども、旅館の仕事となる

とやはり２４時間体制です。それを全部まるっとお願いというよりも、仕事を細分
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化して、ここのできるところを選んでねというやり方というのはとても新しいなと

感じております。ぜひこれ結果を出すためにも積極的にまずは事業者さんに呼びか

けをしていただきたいと思います。事業者さんの雇用、採用の選択肢の一つとなる

ように積極的な広報をお願いしたいところであります。 

そして、すみません、話が前後しますけれども、先ほどひとり親世帯という話を

しましたが、今、熊本県内のひとり親家庭は、２０２２年度、今年度で２万７,０

００世帯だそうです。２０１５年は２万２,０００世帯でしたので、この７年で５,

０００世帯増えているというところです。やはりひとり親世帯だと、どうしても相

対的な貧困層になりやすいというのがありますので、何か県内の２万７,０００世

帯の中で１人でも２人でも安心して学校に行ける、おなかいっぱい食べられるとい

う子供たちが増えたらなと思っております。 

南小国町が、今、世の中の問題の解消に解決をお手伝いできるときではないかと

考えておりますので、ぜひ共に前向きに進めていければと思っております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育長、お願いします。 

○教育長（岩切昭宏君） 森永議員さんに褒めていただきまして、大変ありがとうござ

います。 

町長さんが地域創生というところを打ち出しながら、まちづくりを進めていらっ

しゃるところで、教育の部分で地域創生に、特に人口減少に歯止めをかけるという

ところを教育の分野でどう進めていけばいいのかと、そう考えたときに、南小国の

よさをシャワーのごとく子供たちに浴びせていく、これが南小国に将来、自分たち

もしっかり貢献したいという気持ちや、南小国で働きたい、南小国のまちづくりに

参加したいという、そういう子供たちを増やすことにつながるというところで、今、

先生たち全員で取り組んでいるところです。 

今度１１月に研究発表会もありますけれども、将来の南小国町の担い手を育てる

というのを研究テーマにしながら、仮説も立てながら研究を進めているところです。

その一つに、先ほどの少人数の指導というか、これは南小国で今いろいろ統合しな

がら人数を各校で増やしていくような取組がありますが、今、熊本県でよく言われ

ているその一つが、誰一人取り残さない教育、学習を保障するというのが一番の課

題になっているところですが、やっぱり４０人の子供たちがいる中で誰一人取り残

さないというのはかなり大変なことでありますし、教員が不足しているという、そ

ういう状況の中で、今、南小国の少人数で一人一人を大切にする、この教育は絶対

に大事なことだと思うし、南小国がやはり誇れる部分でもあると思っているところ
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です。 

森永議員さんがおっしゃったように、教育の充実を図りながら、一人一人を大事

にした教育を今後も進めていって、それがまた南小国の一つのアピールになれるよ

うに努めていきたいなと思っているところです。ありがとうございました。 

○議長（平野昭夫君） ほかに答弁者はいないですね。 

それでは、１問目の森永議員の質問はこれで終了させていただきます。 

１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時４７分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

引き続き、一般質問を行いますが、その前に森永一美議員が資料の配付とパネル

の提示を求めておりますので、許可をいたしました。 

それでは、９番、森永一美議員、２番目について質問をしてください。 

それでは、よろしくお願いします。 

○９番（森永一美君） ９番、森永です。通告に基づきまして、２つ目の質問をさせて

いただきます。 

認知症の早期発見に向けてということで質問させていただきます。 

日本における高齢者６５歳以上の認知症患者数は、２０２０年時点で６０２万人

です。認知症の前段階とされる軽度認知機能障害、本日はこちらＭＣＩと通称させ

ていただきます。このＭＣＩの方が４００万人とも推計されております。２０２５

年には認知症患者数だけで７００万人前後に達し、高齢者の４人に１人は認知症も

しくはＭＣＩになるだろうとも言われております。認知症は、誰もがなり得るもの

であり、とても身近な存在です。 

厚生労働省でも令和元年に認知症対策を強化するための大綱を決定しております。

その内容は、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指そうと

いう共生、共に生きる共生と、認知症の発症を遅らせ、進行を穏やかにしようとい

う予防の２軸からなります。予防は、あくまでも認知症にならないのではなく、認

知症の発症を遅らせようという考え方です。 

一部の原因によるものを除いて、認知症を完全に治す方法は今のところありませ

んが、お薬やリハビリ、適切なケアなどを行うことによって、進行を遅くしたり、

症状を軽くしたりすることができると、様々な研究データにより示されています。

進行を遅らせることができれば、御家族は病状が進行したときに備えられますし、
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介護態勢の準備も進められます。御本人も穏やかに生活できるのではないかと思わ

れます。認知症予防、治療には早期発見、対応が有効的であるからこそ、このＭＣ

Ｉの早期発見に注力してみてはいかがかと考えます。 

皆様のお手元に今配付をいたしました同じ資料になります。御覧ください。こち

らのパネルも同じなんですが、こちらは健常な状態から認知症への移行をシンプル

にまとめたものになります。ＭＣＩというところは、健常な状態と認知症、認知症

も軽度から中度、重度と移行していくわけですが、健常な状態と認知症と言われる

状態の間にあるのがＭＣＩと言われる状態です。日常生活に困難を来す程度ではな

いものの、認知機能の低下が起きており、放置すると症状が進み、認知症へと移行

してしまう可能性が高い状態です。 

日本神経学会の研究データでは、ＭＣＩの状態から何もしなければ１年間で１

０％、５年間で４０％の方が認知症を患うと言われております。また、その一方で、

ＭＣＩの状態からですと、健常状態への回復も１年間で１６％から４１％の割合で

見込めると示されております。回復する可能性が１６％から４１％あるというのが

日本神経学会の公表されている数値になります。したがいまして、認知症の対策と

しまして、まずはＭＣＩの早期発見に注力できればと考えます。 

以上を踏まえて、２点について伺います。 

まず、１点目は、高齢者向けにＭＣＩのチェックシートの活用を導入してはどう

でしょうかという質問です。早期発見に向けての一つの手段がチェックシートの活

用だと考えます。高齢者といいますと、６５歳です。現役でお仕事をされている方

や体力もおありな元気な方も多いと思います。しかし、全国的なデータでは、６０

代後半、６５歳から６９歳の約３％の方は認知症と言われております。お体は元気

でも、認知機能が低下していることも十分に考えられます。したがいまして、認知

機能が気になる方だけではなく、全ての高齢者に対してチェックシートを活用して

みてはいかがでしょうか。 

そして、２点目は、認知症、特にＭＣＩの周知の活動についてです。現在も町内

で認知症に関する様々な広報、啓蒙活動を行っておられますが、早期発見、早期受

診のためにもＭＣＩについての啓蒙活動が一層できればと考えます。やはり大半の

方は医療従事者でなく、一般の方だと思いますが、何かちょっといつもと違うなと

思って、病院など必要な機関で診療してもらったときには、大概認知症が軽度から

中度に進行していたりするそうです。中度が割りかし多いとも聞いていますので、

移行した状態ではなく、移行する前、回復する可能性も十分に考えられる段階での

早期発見を促すためにも啓蒙活動というのは必要かと考えております。例えば、Ｍ

ＣＩが疑われる代表的な症状ですとか、早期発見と対応が症状の改善につながるこ



－ 30 － 

と、予防の有効性などを広報やケーブルテレビ等も活用し、シンプルにお知らせす

ることにより、自覚のなかった方々が早期の相談や診断、治療へとつながるのでは

ないかと考えます。 

以上、２点、ＭＣＩの早期発見について答弁を求めます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ９番議員の御質問にお答えをいたします。 

認知症は、議員がおっしゃるとおり、早期発見、早期治療が有効でございます。

高齢化等に伴う認知症の方の増加への対応が課題となっている中、病気が理解でき

る時点で何らかの対応をすることで、本人が将来のことをゆっくり考える時間を持

つことができたり、介護認定等で本人を支援する体制を整えることができるのでは

ないかと考えています。 

まず、１つ目の御質問の早期発見に向けて、高齢者向けにＭＣＩチェックシート

の活用でございますが、対象者の把握としては、本人や御家族、御近所の方、民生

委員や社会福祉協議会などから情報提供をいただくことに加え、介護保険被保険者

となる６５歳到達時や後期高齢者医療制度に移行する７５歳到達時の説明会での包

括職員や保健師の面接を行っていくことを考えております。 

現在、地域包括支援センターで町の認知症ケアパス（これは状態に応じたサービ

スの流れをまとめたもので、ＭＣＩチェックシートも含まれております）を作成予

定でございますので、今後、各世帯への配付や、６５・７５歳到達時の説明会の通

知を送付する際に同封し、説明会参加者に提出していただき、結果の精査により、

まずは介護予防教室等への参加を促していきたいと考えております。 

続きまして、２つ目の御質問、認知症、ＭＣＩの認知度を高める周知活動につい

てでございます。認知症への理解を深めるための周知や啓発は、本人とその家族の

方が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためにもとても重要だと考えており、

先ほど申しました町の認知症ケアパスが出来ましたら、各世帯へ配布し、早期発見

のために活用していただきたいと思っております。 

また、現在、町で行っております認知症サポーター養成講座は、町の小学５年生、

中学１年生にも行っておりますので、ＭＣＩチェックシートの話も盛り込みながら

正しい知識を持っていただき、地域の高齢者の変化に気づき、早期に相談窓口へつ

ながることを期待しております。 

今後も関係機関と連携を深め、認知症の方が早期に適切な支援や医療につながる

よう努めてまいります。 

以上でございます。 
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○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 答弁いただき、ありがとうございます。また、本町担当課さん、

また関係機関さん等々が非常に連携をして、深く考えていただいて取り組もうとさ

れていることに深く感謝と敬意を申し上げます。ありがとうございます。 

私のほうでこの質問をするに当たりまして、一番懸念したのが、コロナ禍で人と

なるべく会わない、また外にもあまり出ないという期間が長く続いたと思います。

これによって、認知症というのはこれからますます増加するのではないかというの

が非常に個人的にも懸念しているところであります。認知症は、御本人はもちろん

ですけれども、その御家族、御近所の方、御親戚の方等もやはり受け入れるのが難

しかったりするとも聞きますので、何かしら早期に発見ができて、少しでも進行を

穏やかにすることができればなと考えております。 

まず、質問に入りまして、チェックシートですけれども、大津町さんが既にここ

数年間実施されていたということですので、お話を伺ってきましたので、参考まで

に述べさせていただきます。 

大津町さんでは、６５歳・７０歳・７５歳のお誕生日月を迎えられた方、全ての

町民に対してチェックリストを郵送で送られているということでした。返信も各３

世代ともに５０％を超える高い返信率であるということでした。また、年代が高く

なるにつれて、返信率も上がっておられました。返信いただいたものは全て目を通

して、点数が気になる方にはフォローの電話を入れたり、訪問したり、体操や運動

教室、もの忘れ相談等、必要な機関への紹介もされていました。中には、年間で数

例とはおっしゃっていましたけれども、結構進行した状態の方もいらっしゃって、

疾患医療センターなどにもつなぐこともあるとおっしゃっていました。 

御担当の方に、チェックリストを導入されて、どうですか、よかったですかと尋

ねてみましたら、話すきっかけ、接点を持つということができるのがとてもよかっ

たとおっしゃっていました。やはり認知症というのは早期発見が重要でありますが、

例えば疾患医療センターなども大津町さんでいうと、近くの大きい病院が予約をす

るのに２、３か月は待つということでした。これが、例えば御本人の体調が悪いと

かで一回キャンセルした場合は、最長６か月ぐらい待つことになりますので、少し

でも早い段階で対象の方との接点を持てるというのは重要だなということでお話を

いただいています。 

また、大津町さんのことなんですけれども、町の広報でも毎年９月に認知症の特

集というのを組んでおられました。今月号も表紙をめくって、すぐのところ、冒頭

に６ページにわたって特集を組まれておりまして、柔らかい雰囲気の身近な表現で

認知症について分かりやすく特集を組まれていました。なので、町全体に対して広
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く周知をしつつ、対象となる方には積極的に接点づくりをされるという取組でした。 

もちろん南小国町は職員さんの数も違いますし、状況も違いますので、南小国ら

しい手法というのもあるかと思いますが、ぜひ参考までにしていただけたらと思っ

ております。 

認知症の社会的な費用というのが国内全体では１４.５兆円とも言われています。

非常に膨大な社会的コストですが、こういった施策を通して、対象者の方のほんの

一部の方だけでも早期発見、治療につなぐことができれば、医療費、介護費の抑制

効果もあると考えます。そして、何よりも早期の発見と治療は、御本人と御家族の

より豊かな生活にもつながるものなので、認知症ケアパスの導入というのはお願い

をしたいところです。ぜひよろしくお願いをします。 

こういうのは本当にできることで、もしかしたら１人でも２人でも早期に分かる

ことで健常な状態に戻る方がいらっしゃるかもしれないというところですので、取

り組む価値と合理性というのはあるかと考えます。ぜひ取り組んでいただきたいと

思っております。ここに関しまして、福祉課長、何かありましたら御答弁いただけ

たらと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ただいまの御質問にお答えをいたします。 

大津町でされておりますＭＣＩチェックシートの配布とその後の流れも、南小国

町でも認知症に特化して行っているわけではございませんけれども、同じような形

での相談体制というのはやっているところでございます。 

今、答弁にもありましたように、包括の職員が町にそぐったパンフレット、認知

症ケアパスというパンフレットを現在作っております。大津町もそうですけれど、

いろんな町村で作っているケアパスというパンフレットはありますけれども、やは

り現場の職員が高齢者の方にお話を聞きますと、いろんな情報が入っていて分かり

づらいと。今、議員さんがおっしゃったとおり、ＭＣＩチェックシートに特化した

ものを作るともっと確かに分かりやすいというのもありますけれども。ただ、認知

症の場合は、早期発見というものだけではなくて、先ほど話にもありましたけれど

も、住民の方がどれだけ理解するかというところがもう一つの重要なところになり

ますので、町民の方が理解できるパンフレット、そしてＭＣＩチェックシートの内

容がきちんと入ったパンフレット、それを町民の方に町にそぐったものを作って、

お配りをしたいと思っております。 

確かに早期発見で早く分かれば、投薬治療、生活環境の改善などで病状の進行を

遅らせるとか、そういうこともできますので、町長の答弁にありましたように、認

知症サポーター養成講座等も小学生、中学生にも併せて行っております。今後も、
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民生委員さんとか、役場職員とかも養成講座に出ていただいて、理解を深めていく

という活動もしていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 答弁いただき、ありがとうございます。 

私も包括の職員さんたちとお話しする機会もありますが、非常に南小国に根差し

たといいますか、とても深く人間関係まで御存じ、家族構成等も深く御存じの方々

が活躍いただいていますので、ぜひケアパスというのも分かりやすい表現で、町全

体が認知症に対して理解が少しでも深まって、思いやりがあるといいますか、南小

国の方はとても思いやりがありますが、認知症に対して一歩進められたらなと思っ

ています。認知症になっても、私ちょっと認知症だったんだよねと言えるぐらいの

環境になるといいなと思っています。ぜひまたよろしくお願いをしたいところです。 

今月、９月は世界アルツハイマー月間でもあります。認知症になっても、ならな

くても、子供でも、御高齢の方でも、南小国町に住む全ての人がその人らしく、い

きいきと暮らせる社会であることを願いまして、私の一般質問を終えさせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

○議長（平野昭夫君） 答弁はいいですか。 

以上で、森永一美議員の一般質問を終わります。 

消毒をいたします。 

引き続き、一般質問を行います。 

３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 通告に基づきまして、質問をさせていただきます。 

まずは、町主催のスマホ教室の開催ができないかということであります。 

携帯各社の３Ｇサービスが相次いで終了し、４Ｇ、５Ｇへの移行が進められてい

ます。そんな中、高齢者を中心に、いわゆるガラケーという携帯の所持の町民も多

数おり、今後、変更の手続や携帯電話の買換えなど店頭へ出向く必要があります。 

しかし、交通弱者や高齢の方は、携帯ショップまで行くのにも大きな負担を強い

られております。スマホの所有者も操作に慣れていない町民も多く、これからの町

民サービスや災害情報の収集など日頃の生活には必要なツールになっております。

そんな負担を軽減するためにも、携帯会社と連携して町民対象に出張店舗やスマホ

の使い方教室を開催できないか、お伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ３番議員の御質問にお答えいたします。 

携帯電話、特にスマートフォンは、今や人々の生活において最も身近なツールに
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なっており、新型コロナの影響により幅広い分野でオンラインによるサービスが加

速する中、スマートフォンの普及率は年々増加の一途をたどっています。 

このような情勢を踏まえ、町では先月から南小国町ＬＩＮＥの運用を開始し、行

政情報の配信や災害時における防災情報をリアルタイムに町民に伝えることが可能

なシステムを構築しております。 

議員からの質問にありましたとおり、スマートフォンは今や日常生活に欠かせな

いツールであり、使用方法が分からないために行政情報等の取得ができないといっ

た問題がなるべく生じないようにしなければならないと考えております。 

そのような問題の解消に向けて、行政としましても、特に高齢者を対象とした内

容での町民向けサポートの必要性を感じています。具体的には、電話のかけ方やイ

ンターネットでの検索の仕方、南小国町ＬＩＮＥの受信設定や閲覧方法などです。

現在、携帯ショップなどで実施しているマイナンバーカードのオンライン申請の方

法やマイナポータルの活用方法をテーマとした内容の講習会よりも、さらに初歩的

な内容で実施する必要性があると考えております。サポートの方法としては、反復

かつ継続的な方法での取組が必要となるため、他の市町村での実施状況を調査し、

関係各局と協議を進めたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 大手携帯会社の中で、ＫＤＤＩは既に今年の３月に３Ｇのサー

ビスが終了しております。ソフトバンクにおいては２０２４年１月、ＮＴＴドコモ

に関しては２０２６年３月末をもって全て終了するということで、昨年末のアンケ

ートなんですが、６５歳以上の方を対象にアンケートを取ったところ、４人に１人

が３Ｇのサービスが終了するということを知らなかったと。また、知っている方も

３１％の方が自分の携帯が使えなくなるのか、使えるのか分からないという方がい

たということで、うちの両親もガラケーなんですけれども、以前は、ガラケーは２

００ページ近い分厚い取扱説明書がありますので、その中で自分で調べればある程

度分かるんですが、スマホは、中にヘルプ、自分でいろんな困ったところを入力す

れば解決方法が出てくるんですが、そういった基本的な使い方も分からない高齢者

の方もおられるということで、先ほど町長の答弁の中にありましたように、南小国

町の行政サービスもメールから、８月から全てＬＩＮＥの配信に変わって、非常に

リアルタイムで情報が入ってくるようになりました。これは本当に町民の生活にと

ってはありがたいことなんですけれども、まだスマホを所有していない方は、文字

放送なり、定時の放送を聞いて情報を知るという、町民に情報を発信するにしても

時間差が生じているというところで、今後、スマホに切り替えていく方々が増えて
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いくのではないかと思います。 

その中で、昨年、大分県のある自治体では携帯会社と連携をして、町のほうでそ

ういうスマホ教室を開いて、スマホの切替えの町民が増えた中で優先的に５Ｇの整

備事業を周りの自治体よりも早くその整備が始まったという話を聞いております。

また、郡内近隣の自治体にしても、自治体のほうでスマホ教室等を開いたという新

聞記事も掲載されておりました。 

先ほど質問の中でも言いましたけれども、やはり一番近い携帯ショップまでも車

で約４０分ほどかかります。あとは、大津にしても日田にしても玖珠にしてもやっ

ぱり小１時間、今はあらかじめ予約をしていかないと、非常に待ち時間が長くて、

それからまた携帯の切替え手続をするにも１時間、１時間半かかるという状況で、

携帯のそういう手続にも高齢者の方々は非常に苦労をされているという話を聞いて

おります。 

幸い私は息子がおりますので、分からない部分は息子が操作をしてくれるんです

けれども、一人暮らしの方とか、そういう身近に操作を聞けない方々は、誰かに頼

らざるを得ないと。その中で、個人的にいろいろ聞くよりも、町が先導して、先ほ

ど言われましたように、スマホ教室なり相談会を開いていただければ、町民も気軽

にそういった場を利用できるのではないかと考えます。 

携帯大手３社ありますので、どこかの業者と単独でという部分は難しいかもしれ

ませんが、どこか１社とまずそういう提携をして、ある程度実績が残れば、ほかの

携帯会社も追随して、うちもと手を挙げていただける可能性も出てきますので、今

後こういう行政サービスあたりをスマホ等を中心に発信をしていかれるのであれば、

やはり町主導のそういった基本的なスマホの使い方なり、またはどこかの携帯会社

にお願いをして、例えば庁舎内とか別館に出張の窓口をつくっていただくとか、そ

ういった積極的な働きかけをしていただければなと思っております。 

その中で、阿蘇のドコモショップは、定期的に、これは小国町ですけれども、小

国町の飲食店を借りて、スマホ教室をされたりとか、スーパーで出張窓口をつくっ

て、スマホの手続をされたりとか、そういった業務をされていますので、町が働き

かければ難しい問題ではないのかなと考えます。 

ただ、今後、どれだけ町民の中にスマホの切替えでそういう要望が上がってくる

か分かりませんけれども、やはりそういう老人会あたりの会合等もありますので、

そういった中でいろんな話を伺って、要望があるようであれば、まず動いてみるの

はどうかと思いますけれども、そのあたり何か考えがあればお伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 
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本当これからはそういったところでスマートフォンを利用して、行政情報のサー

ビスのみならず、今やっているような商品券の発行だったりとかというものをデジ

タル化して、スマートフォンでその商品券が届くような形になるともっとスムーズ

になるでしょうし、またあと健康状態の管理だったりとかというのもウェアラブル

なスマートウォッチなのかとか、いろいろなものが開発されておりますので、そう

いったところでアプリを活用して、日頃の健康状態というものを日常的に数値とし

て見ることができるようなＩｏＴと言われるような形でつなげていく意味において

もスマートフォンを普及させていくというのは私は必要だと認識しておりますので、

先ほど申し上げましたけれども、近隣自治体がどういったやり方でやっているのか

といったところも情報収集しながら、今後、町としての対応というものを考えたい

と思います。 

今日、たまたまソフトバンクの方とお話しすることもあったんですけれども、包

括連携協定みたいな感じのものを結ぶことによって、そういったことも可能になる

というお話も伺っておりますし、例えばうちの町でやるには役場でやりますとかと

いうやり方もあるんでしょうけれども、またそこまで来るのにタクシー券を使わな

くてはいけないというデメリットもあったりするかと思いますので、例えばＭａａ

Ｓみたいな感じで大津町とか車で事業者のほうが回って、そこでやっていくような

感じのやり方もやられておりますので、うちの町に合ったやり方というものも考え

ていきたいと思います。いずれにしましても、そういったところの事業所というか、

大手３社だったりとか、そういったところの情報だったりとか、ほかの自治体の情

報というものをまず集めながら、今後どういったやり方ができるのかといったとこ

ろを考えてまいりたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 町のＬＩＮＥでの情報提供は、ケーブルテレビで定期的に設定

の仕方なりを見ながら、言葉で説明しながら、あれはかなり効果があったと思いま

す。そういったケーブルテレビを利用して、基本的な使い方をレクチャーするなり、

あとは、一つは大きな考えなんですが、大人のきよら塾ということも考えていただ

いていいのかなと。例えば、これはスマホだけに限らず、今、パソコンも小国郷に

はパソコン教室というのがありません。退職された方は阿蘇市とかほかの近隣の町

村に行かれて、パソコンの操作を学んで帰って来られるという話を退職された方か

ら聞きましたけれども、今、中学生、高校生も非常に大人以上にそういうパソコン、

タブレットの使用あたりはたけていますので、今、週２回、子供たちを対象に行わ

れておりますが、例えば週に１回、大人のためのきよら塾を開催していただいて、

そういうパソコンやスマホ、タブレットあたりの使い方の勉強会をするのも一つの
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方法ではないかなと思います。今、子供たちの学習能力は非常に上がっております

けれども、私たちから上の世代はほとんどそろばんで育ってきた世代ですので、あ

まりそういう今のようなパソコンやタブレット等に詳しい世代ではありませんので。

ただ、退職された方が次の人生を歩まれるときに、特に私はそういうパソコンとか

に関わるような仕事ではありませんでしたので、いざそういう文書を作るにしても

文字を書くにしてもなかなか思うようにはかどらない状況がありますので、そうい

った部分で携帯に限らず、大人のためのパソコンだけじゃなくて、英会話教室でも

いいと思いますけれども、そういった部分も考えていただいたらいいかなと思いま

すが、教育委員会として何かそういった考えをお持ちかどうかをお伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） 貴重な御意見、ありがとうございます。 

そうですね、実際のところで私の家でもそうなんですが、父親がスマートフォン

に１、２年ほど前に変えたりしたところで、母親はタブレットを持っていたり、そ

ういったところで分かりにくいというのはあるかと思います。やはりパソコンに関

しても同様かとは思いますので、先ほども町長の答弁にもありました大手企業の説

明会は必要かとは思うところですが、私の父親が取扱いの説明会というか、ドコモ

さんのほうにお邪魔して受けたんですけれど、よく分からないと。聞いても、２、

３回行ったんですけれど、やっぱり分からないといったところだったんです。実際

のところが、私の娘たち、小学校とか中学校の長男に聞いたほうが分かったという

か、すぐ身近に聞ける環境というのがあるのがいいのかなというのを私は今感じて

いるところで、聞きやすい環境をつくるためにも、先ほど議員がおっしゃった継続

的にやっていくということが大事かなと感じております。その上で、また地区の中

でもそういうのもあったほうがいいのかなと、身近な御近所の高校生、中学生とか、

逆にそういった子たちにきよら塾のように講師になってもらいながら、聞きやすい

環境、やはりどうしても毎日使ったほうがずっと覚えていくので、そういった環境

を進めていけたらいいなと感じております。 

答弁になっていないかもしれませんが、以上です。 

○議長（平野昭夫君） まちづくり課長が補足でまたやりますので。 

はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 先ほど井野議員からＬＩＮＥの話も出ましたので、

私からも答弁になるかどうか分かりませんけれども、情報発信のツールとしてメー

ルからＬＩＮＥに切り替えまして、数か月たちました。今、６００人を超える登録

者がおられます。その中で、やはりどう広報したらいいかというところで私どもも

非常に頭を悩ませまして、広報誌にも載せましたし、井野議員がおっしゃったよう
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にケーブルテレビでもお流ししております。引き続き、この取組は続けていきたい

と考えておりますが、スマートフォンの使い方についても、スマホ教室をするとと

もに、教室に来られない方を対象として、教室の一環として何か簡単な使い方で、

電話の取り方であるとか、かけ方であるとか、ＬＩＮＥの使い方であるとか、そう

いったところで、取りあえず一通りの使い方ができるような、何か情報発信ができ

ればなと考えておりますが、まだそれがすぐ形にできるかどうかは分かりませんけ

れども、教育委員会がそういったスマホ教室に向けての取組を進めるとともに、う

ちのほうもそういったケーブルテレビでの情報発信というところも併せて取り組ん

でいければと考えております。特にケーブルテレビで放送するとなるとなかなか制

限というか、やれる内容というのは限られてきますので、より詳細な部分はそうい

った部分を活用しながらも、よろしければ、何がしか自主防災組織であるとか、自

治会の会合があったときに、使える方が御高齢の方に教えていただくとか、特に自

主防災組織では情報を得るためにということでＬＩＮＥが今あるので、スマホをお

持ちの方は、これに登録すれば防災情報とかお悔やみとかいろんな情報が町から来

るので、登録してみてはどうですか、そのお手伝いをしますよという形で若い人た

ちに御尽力いただければ異世代間のコミュニティづくりにも貢献できるかと思いま

すので、ぜひそういったところも自治会での取組の一つとして皆さんで取り組んで

いただければなと考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、１番目の一般質問を終わりまして、２番目の一般質

問に移りたいと思います。 

それでは、井野和哉議員、２番目の一般質問をお願いします。 

○３番（井野和哉君） では、続きまして、町の公共施設を今後どう維持をしていくの

かという点についてお伺いいたします。 

町内には多数の公共施設があり、年間多額の維持費がかかっております。施設に

よっては、耐震基準を満たしていないものや、改修、補修が必要なものなど多くの

課題を抱えている施設もあります。町としては５か年計画や長寿命化計画に基づい

て施設の維持整備を行っていると思いますが、今後のことを考えると民間移譲や施

設の整理など思い切った施策も必要ではないかと考えます。町として、今後どう施

設の維持管理を行っていくのか、お伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ３番議員の御質問にお答えをいたします。 

本町が所有します建築系公共施設は、令和４年３月時点で施設数７０施設となっ

ています。これは、平成２６年４月に総務省が示した公共施設等総合管理計画の策
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定等に関する指針をもとに、平成２９年度に公共施設総合管理計画を策定し、令和

３年度に見直しを行ったものです。建築系公共施設のうち、大規模改修が必要とさ

れる築３０年を経過した建物が３７棟、５割を占め、昭和５６年の新耐震化基準以

前に建築された施設は、全体の１３棟、約２割を占めるものとなっています。 

今後、老朽化した施設の安全性や品質を保つためには大規模な改修や更新が必要

となりますが、大きな費用負担となることが懸念されます。本町が所有する建築系

公共施設全てに大規模改修を実施し、現状規模のまま建て替えた場合は、今後４０

年間で２０２億円、年平均５億円の更新費用がかかる試算結果となっています。 

今後の人口減少等による公共施設等の利用需要が変化していくことが予想される

中で現状規模の更新は現実的ではないと考えております。今後、公共施設総合管理

計画及び公共施設個別計画を基本に施設ごとの劣化度調査も行いながら、用途が重

複している施設、稼働率の低い施設などの統合整理を検討するなど、公共施設ごと

に必要性の検証を行い、将来の更新費用削減に向けた取組が必要と考えております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 今、町長が言われたように、町内で７０か所の公共施設を抱え

ているということで、今、金額を聞いて驚いたんですが、現状を維持していくには

年間５億円ずつぐらいはかかるだろうということで、これは非常に町の財政として

も大きな負担になっていくことは間違いないと思います。それにも増して、今、建

設課が抱えている町水道の今後の維持管理の問題であるとか、あとは町道とか、そ

ういった部分の建設関係の維持管理もかなりの金額がかかっていくことが予想され

ます。 

その中で、前回の定例会の際に町長が管理センターはいずれ解体の意向でという

ことで話をされましたけれども、昨年の管理センターの水道光熱費、年間約１４３

万円、大体月に１２万円ずつぐらいの水道光熱費がかかっております。今年度は利

用を停止しておりますけれども、大体７万円から８万円ぐらいの水道光熱費がかか

っているということで、お尋ねしたら、高圧と低圧の電気の契約をしている関係で

非常に電気代がかさんでいるということで、これに附帯のマットのリースですとか

清掃とかいろんな部分を含めれば、今利用を止めている中でもかなりの維持費がか

かっているのではないかと思われます。 

話を聞くと、あれだけの大型の会議施設等が今のところないので、事情を説明し

て了承していただければ利用していただくという方向性みたいなんですが、やはり

これだけ維持経費がかかるのであれば、管理センターの使用を一旦止めるというこ

とも一つは必要ではないのかなと。これ以上無駄な経費を使うより、一旦利用を止
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めて、そういった部分の出費を抑えるということも必要ではないかと思います。 

今日の一般質問にもありましたように、ＪＡの跡地の利用がある程度固まって、

管理センターを含めたような建物ができれば解体して更地にしてということも頭の

中にあるのかもしれませんけれども、あれだけの建物、築４３～４４年たっており

ます。その目的は十分達成したのではないかと思います。私も管理センターをいろ

いろ利用させていただきましたし、やはり人生の門出をあそこでスタートされた町

民の方もおりますので、思い入れや思い出はかなりあると思いますけれども、出費

のほうがかさんで、なかなか財政的に圧迫する部分があるのであれば、思い切った

そういった方法も必要になってくるのではないかと思います。 

そして、学校施設あたりは、町長、教育長おっしゃったように、今の体制を維持

していくということでありますから、３校、中学校１校の４校ですね、これは今後

も今のまま維持をされていくと思いますが、市原小学校の校舎が築５２年近くたち

ます。今、鉄筋コンクリートの耐用年数は７０年ということを総務課長から伺いま

したが、かなり老朽化は否めないのかなと。耐震補強は済んでおりますので、そう

いった面は心配ないかと思いますが、経年劣化によって雨水が内部に染みこんで鉄

筋が腐食をするという、ちょっと色が変わっているような部分も見受けられますし、

阿蘇市内の学校では体育館のそういう外壁が剥がれたと、落下して、大事には至り

ませんでしたけれども、そういった問題も今後出てくるのではないかなと思われま

す。一番懸念しているのは、市原小学校の体育館ですけれども、ここ２、３年、雨

漏りが止まらないということで、管理センターがこういう状況で赤馬場地区の避難

所として、きよらホールか市原小学校の体育館を避難所として設定しているわけで

すけれども、常時バケツがフロアに１０個ほど並んで雨漏りを受け止めているとい

う状況で、これは子供たちの授業にも支障が出ますし、建設当初は県内でも有数の

非常にすばらしい体育館ということで、今から２０年ほど前になりますか、県民体

育祭が阿蘇郡市で行われた際に、市原小学校の体育館はバレーボールの会場として

利用されました。利用者からも非常に好評でしたし、県のバレーボール協会の方の

話を聞くと、やはりこれだけの施設は県内でも珍しいと、県のリーグをもってきて

も十分活用できるようなすばらしい施設であるという話を聞きました。それが、こ

こ数年、非常にこちらも築２０数年たっておりますけれども、やはり早急に改修が

必要なのではないかなと感じております。確かにりんどうヶ丘小学校の校舎の本体

や体育館の屋根の改修など教育委員会関係も非常に今改修に経費がかかっている時

期でなかなか手がつけられない状況なのかなとは思いますけれども、ちょっと話は

ずれるんですが、私、先日、歯を痛めまして、歯医者に行ったら、抜歯したほうが

いいということで抜歯をしたんですが、やはり施設の老朽化は虫歯と一緒で放って
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おくとどんどんどんどん悪くなるばかりで、いずれは大きな痛手を被るような状況

になるのではないか。特に雨漏りはその時点で真下に落ちてくればいいんですが、

骨材等を伝って流れ落ちてくると、その途中の鉄骨がさびたりとか、木材が腐食し

たりとか、例えば今すれば５,０００万円で済む改修費が、２年、３年延びると７,

０００万円、８,０００万円に増額になるということも十分考えられると思います。

特に目に見える部分は目視でできるんですが、屋根裏とか、なかなかその内部まで

調べるようなことはないと思いますので、今後、耐久化を考えるのであれば、早め

早めに手を打っていただいて、早めの改修、そして長くもたせるということを考え

ていただきたいと思います。 

特に町の財政も今のところは安定していまして、基金もかなり積立てがあると思

いますので、これから先のために取っておくのも大事ですけれども、今、投入すべ

き部分にその基金を充てるのも大事なことじゃないかなと思います。補助金とかい

ろんな部分を探しながらの改修計画かもしれませんけれども、自力でできる部分は、

今は無理しても、それが５年後、１０年後に今まで以上の長寿命化につながるので

あれば、やるべき効果は十分出てくると思いますので、そのあたりの見極めを早め

にしていただいて、施設の長寿命化、そして利用される方が本当に気持ちよく利用

されるような施設の整備を行っていただきたいと思いますので、先ほど町長が言わ

れたように、重複するような部分はまとめていって、コンパクトにしていくなりし

て、少しでも無駄な経費を抑えていくと、そしてほかのところにその部分のお金を

回していくような、そういう方策をお願いしたいと思いますけれども、管理センタ

ーは今の状況でしばらくはもっていくのか。そして、小学校の体育館、これは来年

度、再来年度じゃなくて、今年度中にその状況を確認してもらって、ある程度どの

くらいの金額がかかるのか、来年度の予算じゃなくて、今年度中に補正でもして、

今後の災害のためにも早めに対応していただきたいと思いますので、そのあたりを

どうお考えなのかをお伺いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

管理センターに関しましては、やはり耐震強度がないということもございますの

で、私としてもできれば早めに解体というところで考えたほうがいいんじゃないか

と思っております。どうしても今後、ＪＡの跡地とか、そういったところが再開発

になったときは、また今とめてある駐車場というのもなくなってしまうものですか

ら、そういったときのためにもそこにとめられるようなスペースを確保していくと

いう意味においても、そちらのほうがいいのかなと考えているところでございます。 

あと、小学校等の体育館だったりとか校舎というところも結構そうやって傷んで
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いるところが正直ございますので、こちらでまたどれだけひどいのかという調査も

行いながら、優先順位をつけたりとかにはなるのかもしれませんけれども、そのあ

たりは協議させていただきながら対応を取らせていただきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ありがとうございます。非常に前向きな答弁で安心しました。 

先ほども言いましたように、無駄な出費を抑えて、そして有効な予算の使い方、

お金の使い方を今後考えていっていただきたいと思いますので、先ほど町長が言わ

れたように、あまり利用がないような施設は、整理をするなり、または民間にそう

いう希望があれば移譲して利用していただくとか、そういった形をとりながら、町

民の利便性を欠くようなことがあってはいけませんけれども、将来的に経費のそう

いう出費の負担が増していかないような公共施設の在り方、これは今後またいろん

なＪＡの跡地の利用法等も出てくるかと思いますけれども、そういったところで町

民の利用が増えれば、またその分施設も充実していくと思いますし、利用が少なく

て、なかなか風が入れ替わらない、空気が入れ替わらなかったりすれば老朽化も早

くなっていくと思います。常時使っていれば早めに不備が分かると思いますけれど

も、めったに使わなくて利用すれば、こんなもんかなと感じて、例えば多少ドアの

動きが悪かったりとか、そういった部分も気づかないまま老朽化が進んでいく可能

性もありますので、公共施設の利便性、回転率を上げながら、そして少しでも施設

が長続きするように、今後また計画的に施設の維持管理をお願いしたいと思います。

これは、各課もそれぞれいろんな施設を備えていると思いますので、小まめなそう

いう点検等を行って、小さなうちにそういった整備をしていただきたいと思います。 

そして、最後の質問は役場の庁舎なんですが、今年度改修費ということで５００

万円ずつの基金を積み立てていくということで伺いました。役場の庁舎の水道光熱

費が年間約５００万円かかっております。先だって、総務課長に確認したところ、

庁舎の屋根はソーラーパネルを載せるような設計ではないと。別館のほうはそうい

うソーラーパネルを載せても対応できるような設計になっているという話を伺いま

したけれども、年間５００万円、１０年間で５,０００万円ですね。であれば、例

えば電気代のある部分でも、ソーラーパネルを庁舎の屋根に載せて、少しでもそう

いった経費を抑えていく。今、非常に再生可能エネルギーに興味を皆さん持ってお

りますので、例えば町のそういう施設に電気代を少しでも軽減するためにソーラー

パネルを設置するとか、そういった部分も必要になってくるのではないか、そうい

った部分の設備を進めていくのも、また経費削減の一つになっていくのではないか

と考えますけれども、そういったお考え、計画があるのか、お伺いいたします。 
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○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 先ほどお話があったとおり、この庁舎に関しては特段今のとこ

ろ当初から載せる予定ではなかったものですから、どれぐらいの負荷がかかってと

か、そういったところはどうしても建築業者じゃないと分からないという部分もご

ざいますので、そういったところは一回確認をさせていただきながら、ここはもち

ろん日当たりもいいですし、そういった意味でも太陽光というのが一番適切なのか

なとは思いますし、また仮に今後、自然災害の大規模化、激甚化というところを考

えると、そういった蓄電のシステムだったりとかというのももしかしたら必要にな

ってくるのかもしれません。そういったところは建築業者だったりとか関係の業者、

そういったところから情報を集めながら、何かできることがあればまた議会にも御

相談させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

それでは、井野和哉議員の一般質問を終わります。 

２時２０分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時０４分 

再開 午後２時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

引き続き、一般質問を行います。 

８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） ８番議員、穴井でございます。通告に基づきましての一般質問

をさせていただきます。 

町有林の管理的方向性はということと、町有林の森林整備の取組はということで

お尋ねをしたいと思います。 

去る７月１２日の臨時議会におきまして第５７号議案の町有財産の売払いについ

ての議案が提出され、採決により賛成、承認されました。金額的なことだけでなく、

ほかにも問題点を多少含んでいるかなという思いがしましたので、この一般質問に

上げさせていただきました。 

町の財産としての町有林、約２５４ヘクタール、町有林の財産の管理的方向性は

売り払うことも前提に含めましてどのようにお考えをされているのか、お聞きした

いと思います。 

それから、町有林の役割を考えたときに、資産価値だけのことでなく、山林とし
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ての利用価値をどうこうされるのは町有林を所有している南小国町の一つの特権で

はなかろうかと思うわけでございます。林業の改革を先導するのも町有林、すなわ

ち南小国町であろうかと思いますので、町長のお考えをお伺いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ８番議員の御質問にお答えいたします。 

本町の所有する山林のほとんどが生産性のある杉、ヒノキ林となり、全体の約９

割を占めている状況で、その大半が適正伐期齢を迎えており、計画的な森林の更新

が必要となっているところです。 

現在、国が地域の目指すべき森林資源の姿とした森林整備の基本方針は、森林の

有する機能ごとにその機能発揮の上から望ましい森林資源とするものとなっており、

主な機能として、水源涵養機能、山地災害防止機能、土壌保全機能、木材等生産機

能、快適環境形成機能など多岐にわたるもので、気候変動に伴い多発する自然災害

への対策、地球温暖化の要因となっている温室効果ガスを吸収する吸収源として森

林の整備が求められているところです。 

南小国町全体の林野面積は９,２８９ヘクタールで、町の総面積の約８０％を占

めています。その中で直接町が管理する直営林は約２５４ヘクタールで、林野面積

の約３％を占めるものとなります。この基本方針を踏まえ、町有林を従来の町の財

源のみの管理から、水源涵養機能、山地災害防止機能、土壌保全機能、快適環境形

成機能をさらに高める森林と分別し、傾斜が緩やかで地質が安定しており、林道か

らの距離が近く、生産力の高い森林については、木材生産機能を高める森林として

整備していく必要があると考えます。 

また、町と地元で分収契約している部分林、約４８４ヘクタールについても、林

業担い手の減少、高齢化、所有者不明などにより、森林整備の遅れと全伐後の町へ

の返還による町有林の管理面積の増加も懸念されます。広大な町有林を有する本町

においては、前述しました森林資源としての機能を目指した整備には相応の予算が

見込まれます。全てを整備するには時間も予算も必要となり、町単独では限界もあ

りますので、森林経営に意欲のある森林所有者を含め、町民の方々と協力して、町

全体の森林整備のモデルとなるように地域の実情を踏まえた森林整備に取り組む必

要があると考えます。 

このため、今年７月臨時議会に上程した議案につきましても、令和２年７月豪雨

により土砂の流出被害が発生した森林を翌年度に全伐し、水源涵養機能や山地災害

防止機能を高める目的で広葉樹の植林を行い、森林経営に意欲のある隣接森林所有

者への売払いをしたものです。 
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今後の町有林の森林整備につきましては、令和２年４月に策定した南小国町森林

整備計画に掲げています基本的な事項を踏まえながら、町民の皆様及び関係各所と

の連携を図り、本町の有効資源が活用できるよう取り組んでまいります。また、公

用もしくは公共用に利用する予定がなく、特に保有、運用の必要がないと認められ

る場合は、隣接する森林所有者等への売払いも検討していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 大変ありがとうございました。非常に林業に関する詳しいこと

を御答弁くださいまして、誠にありがとうございます。 

今回問題視しているのは、先ほど最後に町長が答弁いたしました深久保の山林の

件についてということが主なんですけれど、これの売払いをしたというのは一つの

条例と一つの要綱があっての決断だったろうと感じております。 

一つの条例というのは、財産の取得又は処分に関する条例でございまして、第３

条の規定により、土地面積が５,０００平米、５反以上の土地であれば議会の採決

を必要とするということがうたわれております。当然、深久保の場合は１万８,９

００平米でございますので、これは完全に議会での議決が必要であるという流れで

ございます。 

売払いに必要な理由といたしましては、７月１２日の臨時議会においても説明を

受けました。将来にわたり公用、公共用に利用する予定がなく、特に保有、運用の

必要がないと認められた町有財産であれば売払いは可能、先ほど町長が発言したと

おりでございますが、臨時議会に上げられたということが私としては問題視かなと

いうことで、例えば本会議の９月の定例議会にどうして上げられなかったのかと。

今回の定例議会に上げれば、深久保の直営林に行って確認等もできたんじゃなかろ

うかという議員さんもいるかと思うわけです。現場を確認すれば、どうしても臨時

議会においても今回の定例議会においてもいろいろな問題視される点が議員さんか

ら発言があったんじゃなかろうかと思います。これは、私の個人的な意見として思

っているわけでございますので、今後こういった議案的なものが発生した場合で議

決的な余裕があれば、本会議の定例会に議案を上げてほしいと私としては感じてい

るわけでございます。 

それから、経済建設常任委員会委員といたしましては、ちょうど現地視察という

ことで伐採の現場を見ております。町有林全体を考えてみますと、件数的なもの、

箇所的なものも非常に多いわけですから、委員会が今確認しているのは全体の３

０％ほどの確認ができているわけでありますけれど、全体的に考えますと、町長も

言っておりましたけれど、売払い処分を考えなければいけない山林はかなり多いよ
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うな感じがいたしております。 

もう一つの要綱ということに入りますけれど、南小国町普通財産処分等事務取扱

要綱というのがあるわけでございますけれど、今回の物件に関しましては、それも

５,０００平米ということで売払いに関してうたわれている要件の中で売っている

ので間違いないということでございますが、最終的な判断的なものは町長がするん

でしょうけれど、町有財産においては評価員さん的な人がいないというのが今実情

でございますので、入会原野あたりの評価員さん、固定資産税あたりの評価員さん

というのはちゃんといらっしゃるわけでございますので、町有財産を売り払うとき

にも町有財産評価員という仮名をつけますけれど、そういった人が必要ではなかろ

うかと思うわけです。その評価員さんによって、アドバイス的なもの、判断の基準

的なものをいただいて、最終的に町長が判断するという形をとるほうがいいんじゃ

なかろうかと思いますけれど、その点についてお伺いをしたいなと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） すみません、この契約につきましては、７月の臨時議会に

上程して承認していただいたわけでございますけれども、実際この買主の方との契

約は６月の定例議会が終わった後に契約をしましたので、本来であれば９月に上程

予定だったんですけれども、７月に臨時議会がございましたので、７月の臨時議会

に上程させていただいたわけでございます。 

それと、普通財産の評価員の設置ということでございますけれども、今回の処分

については、南小国町普通財産処分等事務取扱要綱に定めてある評価の方法でやっ

たわけでございますけれども、普通財産を処分するのに評価員が必要ということで

あれば私たちも今後どうするかというのを検討していきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） できれば評価員さんも必要な状況も出てくるかと思いますので、

御検討のほどよろしくお願いしたいなと思います。 

町有林、先ほど売り払うような状況もあるし、売り払うときには近隣の隣接者の

山主さんあたり、また認証業者さんにお願いをしているという、これも非常にいい

形的なものであるとは思いますけれど、そういった物件が出たときには、一つの方

法として、考え方として、山林に少しでも関心のある方、また山林を育てたいと思

っている方を優先的に、それから町外からの移住者的な人にも山を育ててみたいと

いう人も中にはいるんじゃなかろうかと思いますので、そういった人たちを優先的

に売買譲渡するようなことも非常に大事なことではなかろうかと思うわけでござい

ます。こういう人たちほど熱心に山の手入れ、森林整備をする。できることなら、
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若い人たちに山主さんになっていただいて、森林整備をしていくといったことも非

常に大事なことではなかろうかと思いますので、その点もよろしくお願いをしたい

なと思います。 

それから、森林整備のことで令和４年度の予算におきまして南小国町森林資源解

析業務委託というのが上げられておりました。先だってから回覧板によって町民に

周知するようなパンフレットを用意して、回覧板として回っておりましたが、航空

レーザによる解析システムの活用で森林資源の実態の解析を図ると、そして今後の

林業、森林管理に役立てるための調査であるということがうたわれております。ど

のくらいの解析ができるのか。多少心配的なものもありますけれど、最終的な結果

が全部の山主さんに分かるように解析されることを非常に願うわけでございますが、

このことについて今後の事業の取組方はどのような形で進んでいくのかということ

をお伺いしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（河本孝博君） ただいまの御質問にお答えをいたします。 

先日、９月の広報発送時に回覧ということで「令和４年度南小国町森林資源解析

業務委託森林現地調査について」ということでＡ４、１枚紙を各戸ではなく、回覧

で回させていただきました。お目を通していただいた議員の皆様もいらっしゃるか

も分かりません。 

その内容といたしましては、本年の当初予算で御承認いただきました森林解析業

務委託を８月の当初にプロポーザル方式によりまして業者を選定いたしまして、業

務委託の契約に至っております。現在は現地調査に入る前段階ということで、今、

周知をいたしております。 

業務内容といたしましては、航空レーザ、これは令和２年度に林野庁が行いまし

た森林域における航空レーザ測量業務のデータがございますので、このデータを利

用いたしまして、南小国町町内の森林の解析を行うものとなっております。 

そのためには、実際にはレーザ計測のデータはもちろんですけれども、数十箇所

現地に出向いて、調査員が実際の計測データと現地の差がないかというか、どれだ

け実際合っているかということで現地調査も行うようにしております。そのために、

事前に山主の方々に御迷惑がかからないようにということで、現地調査員が作業服

やヘルメット、腕章を着用して、樹木用の計測機器を使用して、森林内の樹木の高

さや胸高直径などの測定を行いますということで周知をさせていただいたところで

あります。 

最終的には、この森林のレーザ計測データによりまして、今はデータの解析とい

うのも非常に進んでおりまして、上から投影したデータによりまして、樹高ですと
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か、それから樹種、そういったものまでが解析できるというものになっております。

最終的には、今回計測データを用いまして、町の森林資源の実態を解析し、今後の

林業や森林の管理、どこにどう林道を入れるとか、作業道を入れるとか、そういっ

た部分にも非常に役立つものとなっておりますので、今後この調査結果をもとに、

森林組合とも密に話をしておりますので、森林組合がまたこのデータを活用できる

ように今進めておりますので、結果を活用して、森林組合にもぜひどんどん活用し

ていただきたいなと思っているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） 補足説明はありませんね。 

穴井千秋議員の３回目の質問を終わりましたので、これで終了いたしたいと思い

ますが、何か補足説明があるなら執行部からしていただきたいと思います。ないで

すか。建設課はないですか。 

ありませんので、これで穴井千秋議員の一般質問を終わりたいと思います。 

次にいきます。その前に、ケーブルの撤去をお願いいたします。しばらく時間を

いただきます。 

それでは、議案に入ります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第６０号 南小国町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例の制

定について 

○議長（平野昭夫君） 議案第６０号、南小国町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関す

る条例の制定について、町長から提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第６０号、南小国町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関す

る条例の制定について、総務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第６０号、南小国町認可地縁団体印鑑登録及び証明に

関する条例の制定について。 

南小国町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例を別紙のように定める。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。認可地縁団体名で登記している不動産の所有権移転登記をする場合は、

不動産登記令第１６条、不動産登記規則第４８条の規定による印鑑証明書の添付が

必要となり、その発行に新規条例制定が必要なため、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、議会の議決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由

である。 
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次のページをお願いいたします。南小国町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関す

る条例。 

第１条に目的、そして第２条に登録資格、第３条に登録申請の方法、第４条に登

録数、印鑑の数をうたっております。 

第５条、登録申請の不受理として登録できない印鑑が記載してあります。 

第６条、登録申請の確認及び印鑑の登録、登録の申請に当たって地縁団体登録台

帳の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録票の記載事項及び印影と照合するほか、

当該申請書面に記載されている事項について確認と印鑑の登録方法が記載してあり

ます。そして、第２項に確認を行った際に登録する登録内容を記載しております。 

第７条に証明書の交付申請ということで、印鑑登録の証明を受ける者については、

町長に申請して、第２項には印鑑登録証明書交付申請書に登録を受けている印鑑を

押して、自ら申請するということがうたってございます。 

第８条が証明書の交付、第９条が証明の内容としまして内容を記載してあります。 

第１０条が申請の不受理として申請が受け付けられない内容を記載しております。 

あと、第１１条、第１２条とあって、第１３条、第１４条、第１５条、第１６条、

第１７条、第１８条と記載しております。 

認可地縁団体等が保有する資産の処分の際に団体の印鑑証明が必要となることか

ら、印鑑登録から証明書交付までの整備をしたものでございます。 

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するということでございま

す。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。ありま

せんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） 南小国町議会では、新規条例は、委員会に付託をして、審議を

してという形であったかと思いますが、これは直接この本会議で承認を諮るという

ことなんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、議会運営委員長、井上則臣議員。 

○議会運営委員長（井上則臣君） 議会運営委員長の井上でございます。 

おっしゃるとおりでございますけれど、先日の議会運営委員会にかけまして、そ

れを審議した結果、直接本会議にて判断するということで決定しております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） ということでございます。 

はい、３番、井野和哉議員。 
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○３番（井野和哉君） すみません、１年議員で申し訳ないんですが、今後も新規条例

は議運で諮って、委員会付託が必要なければ全てこちらの本会議で審議、承認を進

めていく方針を町議会としてはとっていくという考えでよろしいんでしょうか。２

つ常任委員会はありますけれども、やはり議会としては今までの流れに則って、丁

寧な説明をいただいて、本会議で報告をいただいて、承認をするというのが一番い

い形ではないかと思いますけれども、今回が例外なのか、今後そういう状況があれ

ば全て議運で判断をして決定していくという形で進めていくのか、そちらを確認し

たいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、４番、井上則臣議運長。 

○議会運営委員長（井上則臣君） ごもっともでございます。案件として全てがそうい

う議運で上程するということではございません。委員会付託が当然でございますの

で、これはあくまでも委員会で審議した結果、多数決で決定しております。できれ

ば上程のほうが一番いいかと思いますけれど、必要がない場合のみ委員会において

決定をしております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） 以上です。 

質疑はほかにありませんか。ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようでありますので、これより討論に入ります。本

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第６０号、南小国町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例の制定につ

いての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第６１号 南小国町議会議員及び南小国町長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の制定について 
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○議長（平野昭夫君） 日程第５、議案第６１号、南小国町議会議員及び南小国町長の

選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第６１号、南小国町議会議員及び南小国町長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例の制定については、総務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第６１号、南小国町議会議員及び南小国町長の選挙に

おける選挙運動の公費負担に関する条例の制定について。 

南小国町議会議員及び南小国町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例を別紙のように定める。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。公職選挙法の一部改正による選挙公営制度の適用範囲拡大に伴い、本

町も選挙公営制度を導入するに当たり、公職選挙法第１４１条第８項、第１４２条

第１１項及び第１４３条第１５項の規定に基づき条例で定める必要があるため、地

方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を経る必要がある。これ

がこの議案を提出する理由である。 

次のページをお願いいたします。南小国町議会議員及び南小国町長の選挙におけ

る選挙運動の公費負担に関する条例。 

第１条、趣旨でございます。この条例は、南小国町議会議員及び南小国町長の選

挙における候補者の選挙運動用自動車、選挙運動用ビラ、選挙運動用ポスターの作

成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条でございます。選挙運動用自動車の使用の公営。候補者は、６万４,５０

０円に投票日前日までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無

料で使用することができる。ただし、当該候補に係る供託物が規定により南小国町

に帰属することとならない場合に限るということで、今回から町議会議員の選挙に

も供託金が必要となりますので、この供託金が没収にならない場合は公費で車を無

料で使用することができるということになっております。 

第３条、選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出ということで、前条の規定の

適用を受けようとする者は、道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自

動車運送事業を経営する者（これはタクシーとかハイヤーとかの事業を行っている

人たちでございます）とその間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を

締結し、それを選挙管理委員会に提出するものでございます。 

第４条、選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続といたしまして、次



－ 52 － 

のページで当該一般乗用旅客自動車運送事業者に直接支払いをするということにな

っております。 

第１号といたしまして、タクシーやハイヤーを選挙運動用自動車として使用され

た日について６万４,５００円を限度として支払うこととするというものでござい

ます。 

第２号としましては、当該契約が一般運送契約以外の契約である場合というのが

レンタルとか個人、会社で契約している場合には選挙運動用自動車として使用され

た日に支払うべき金額が１万５,８００円を限度として支払うことができるという

ものでございます。 

イといたしまして、選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合でご

ざいますけれども、当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金、

１日当たり７,５６０円を当該候補者からの申請に基づき支払うものとするという

ものでございます。 

続きまして、ウでございますけれども、選挙運動用自動車の運転手の雇用に関す

る契約である場合につきましては、選挙運動用自動車の運転業務に従事した日に支

払うべき報酬の額、１日、１万２,５００円を限度として支払うということでござ

います。 

第５条として、選挙運動用自動車の使用の契約の指定ということで同条第１号、

第２号に定める契約をいずれも締結された場合は、候補者の指定する片方を適用す

るというものでございます。 

第６条が選挙運動用ビラの作成の公営でございます。候補者は、１枚当たりの作

成単価の限度額に選挙運動用ビラの作成枚数を乗じて得た金額の範囲内で選挙運動

用ビラを無料で作成することができるというものでございます。 

第７条が選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出、前条の規定でございます。前

条の規定の適用を受けようとする者は、選挙運動用のビラの作成に関し有償契約を

締結し、その旨を選挙管理運営委員会に届け出なければならないと。 

第８条といたしまして、選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び手続でございま

す。選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価は、７円５１銭に当該選挙運動用ビラ

の作成枚数、ビラの枚数でございますけれども、議員の方々につきましては１,６

００枚、町長につきましては５,０００枚となっておりますので、７円５１銭を掛

けた金額になっております。 

第９条でございます。選挙運動用ポスターの作成の公営でございます。１枚当た

りの作成単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数（作成枚数は町内の掲示場

の数４８枚でございます）を乗じて得た金額の範囲内で選挙運動用ポスターを無料
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で作成することができると。 

第１０条で選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出ということで、前条の適

用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者と有償契約をして、その旨

を選挙管理委員会に届け出るということになっております。 

第１１条に選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続でございますけ

れども、選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単価５２５円６銭に当該選挙運動

用ポスター掲示場の数４８を乗じて得た金額に３１万５００円を加えた金額を当該

選挙のポスター掲示場の数で除した金額が対象となります。当該ポスターの作成を

業とする者からの請求に基づき、作成を業とするものに対して直接選挙管理委員会

から支払うものとなっております。 

附則でございますけれども、この条例は、公布の日から施行する。適用区分とし

て、この条例の規定は、この条例の公布の日以後、その期日を告示される選挙につ

いて適用するということでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） 本案の質疑を行います。質疑はありませんか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようでありますので、これより討論に入ります。本

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。討論はないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第６１号、南小国町議会議員及び南小国町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の制定についての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第６２号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（平野昭夫君） 日程第６、議案第６２号、職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
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本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第６２号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、総務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第６２号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について。 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

提案理由。国家公務員の措置に準じ、育児等と仕事の両立を支援することを目的

として、育児休業の取得に係る要件や育児参加のための休暇の対象期間等について

所要の改正を行うため、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議

決を経る必要がある。これがこの議案を提出する理由である。 

次のページをお願いいたします。改め文です。職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例。 

職員の育児休業等に関する条例（平成４年南小国町条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

ということで、３枚めくっていただきますと、新旧対照表がございます。この新

旧対照表で説明しても非常に分かりづらいので、新旧対照表でなくて、こちらで改

正内容を申し上げます。 

まず、第２条第３号（ア）の改正でございます。これは、会計年度任用職員の子

の出生後５７日間以内の育児休業の取得条件を緩和するものでございます。取得条

件の一つとして、子の出生の日から１歳６か月までの間に任期が満了し、再度の任

用をしないことが明らかである場合には育児休業を取得できませんでしたが、子の

出生の日から５７日以内に育児休業を取得しようとする場合には子の出生の日から

５７日間と６月が経過する日までの間に任期が満了し、再度の任用をしないことが

明らかである場合とすることにより、残任期間の条件を緩和するものでございます。 

次に、第２条の３及び第２条の４の改正でございます。これで、会計年度任用職

員の子の１歳到達日以降の育児休業の取得を柔軟化するものでございます。育児休

業の対象期間の上限を子が１歳６か月到達日とする要件について、１歳以上、１歳

６か月未満の期間における育児休業の開始日は１歳到達日の翌日に限られていまし

たが、配偶者の育児休業期間の末日の翌日以前の日とすることにより、１歳到達日

以降も柔軟に配偶者と育児休業の交代を可能とするものでございます。 

第３条５の削除でございます。育児休業等計画書を廃止するということで、育児
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休業法の改正により、原則２回まで育児休業を取得することができるようになるた

め、あらかじめ計画を申し出る必要がなくなったため、廃止するものでございます。 

第３条第７号の改正でございますけれども、これは３度目以降の育児休業の取得

に係る特別の事情に任期の更新があった場合の規定を整備するものでございます。

３度目以降の育児休業の取得には特別の事情に該当する必要があり、その特別の事

情に任期の末日と育児休業期間の末日が同じ場合であって、その任期が更新された

ことに伴い、任期の翌日から再度の育児休業を取得しようとする場合を追加し、任

期更新後も育児休業の取得を可能とするものでございます。 

新旧対照表の前のページをお開きください。附則でございます。この条例は、令

和４年１０月１日から施行する。経過措置といたしまして、この条例の施行の日前

に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第３条（第５

号に係る部分に限る。）及び第１０条（第６号に係る部分に限る。）の規定の適用

については、なお従前の例によるということでございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） １点、お尋ねをいたします。現状、育児休暇を取得されている

職員さん、男女別で取得されている人数が分かれば教えていただきたいのと、今後、

育児休暇の取得率、男性、女性ともに目標を何％と上げていらっしゃるのであれば

教えていただきたいです。お願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 育児休暇中の職員は今２人で育児休暇だったんですけれど

も、次の子供さんの出産に当たって産前産後休暇を取っている職員が２名おります。 

今後の目標でございますけれども、目標数値等は設定しておりませんけれども、

育児休業の取扱いについては、男性・女性職員に対して積極的に推進するというこ

とになっておりますので、そのようにやっていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ありがとうございます。 

育児休暇に関しましては、女性の職員さんはほぼ高い確率で取得をされているか

と思いますけれども、ぜひ男性の職員さんの取得率も高めていただけたらと思って

おります。１００％になったらいいなと思っております。最長で取るわけではなく

て、１週間だけでもまずは全職員さんが取っていけるような体制づくりをしていた

だけたらなと思っております。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。 

はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 配偶者が出産した場合については、ぜひ本人も育児休暇を

取るように指導していきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑はありませんか。ないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようでありますので、これより討論に入ります。本

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第６２号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いての原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

本日は、これにて延会といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

延会 午後３時１９分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） おはようございます。 

本日の出席議員は１０名でございます。定足数に達していますので、これより令

和４年第３回南小国町議会定例会の第２回目の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（平野昭夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、１番、穴井則之議

員、２番、佐藤毅議員を指名といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ２ 議案第６３号 令和３年度南小国町一般会計歳入歳出決算書 

日程第 ３ 議案第６４号 令和３年度南小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

書 

日程第 ４ 議案第６５号 令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算書 

日程第 ５ 議案第６６号 令和３年度南小国町介護保険特別会計歳入歳出決算書 

日程第 ６ 議案第６７号 令和３年度南小国町水道事業特別会計歳入歳出決算書 

日程第 ７ 議案第６８号 令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算書 

日程第 ８ 議案第６９号 令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算書 

日程第 ９ 議案第７０号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算書 

日程第１０ 報告第 ３号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２、議案第６３号を議題といたしますが、先の議会運営

委員会において議案第６３号から報告第３号までの９件を一括議題とすることにな

っておりますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、異議なしと認め、議案第６３号、令和３年度南小国

町一般会計歳入歳出決算書、議案第６４号、令和３年度南小国町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算書、議案第６５号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書、議案第６６号、令和３年度南小国町介護保険特別会計歳入歳出決
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算書、議案第６７号、令和３年度南小国町水道事業特別会計歳入歳出決算書、議案

第６８号、令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書、議案第

６９号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算書、

議案第７０号、令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書、報告

第３号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告については、一括議題といたしま

す。 

本日は、代表監査委員においでいただいておりますので、出席をお願いしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、それでは代表監査委員、石橋正寿氏は出席を

お願いいたします。 

［石橋正寿氏 入場］ 

○議長（平野昭夫君） 代表監査委員に入場いただきましたので、本案について、提案

理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第６３号、令和３年度南小国町一般会計歳入歳出決算書に

ついては総務課長より、議案第６４号、令和３年度南小国町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書、議案第６５号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算書については町民課長より、議案第６６号、令和３年度南小国町介護保険

特別会計歳入歳出決算書については福祉課長より、議案第６７号、令和３年度南小

国町水道事業特別会計歳入歳出決算書、議案第６８号、令和３年度南小国町農業集

落排水事業特別会計歳入歳出決算書、議案第６９号、令和３年度南小国町特定地域

生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算書、議案第７０号、令和３年度南小国町公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算書については建設課長より、報告第３号、健全

化判断比率及び資金不足比率の報告については総務課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第６３号、令和３年度南小国町一般会計歳入歳出決算

書。 

８ページ、９ページをお願いいたします。一番下の歳入合計でございます。８ペ

ージの調定額６５億９,５９４万１７円、前年比２億５,９１２万５,２６０円の増

額、次に９ページ、収入済額６５億８,２００万９,１５４円、前年比２億６,０１

４万８,６２１円の増額、右隣の不納欠損額６万２,６９６円、前年比４４万５８２

円の減額、それから収入未済額でございます。１,３８６万８,１６７円、前年比５

８万２,７７９円の減額となっております。 
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次に、収入済額の増減の主なものについて御説明いたします。 

２３ページ、下から１行目、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別

交付金４,９９４万７,０００円の増。 

続きまして、２５ページ、５行目、地方交付税２億３,０７９万９,０００円の増。 

３３ページ、下から４行目、公共土木災害復旧負担金４,７８３万６,０００円の

増。 

同じく、下から２行目、公共土木災害復旧負担金（繰越明許分）でございます。

１億６,３５４万７,０００円の増。 

４９ページをお願いいたします。７行目、農林水産施設災害復旧補助金１億５９

６万８,２１０円の増。 

続きまして、６３ページ、下から２行目、公共施設等適正管理推進事業債４,３

８０万円の増でございます。 

マイナス要因といたしましては、１７ページ、９行目、固定資産税５,７１７万

２,０５６円の減。 

３９ページ、下から３行目、コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億

１,３３６万４,０００円の減。 

以上が収入済額の増減の主なものとなります。 

続きまして、収入未済額について説明をいたします。 

１７ページ、１行目、右側、収入未済額７７０万１,１３３円については、それ

ぞれ町税の合計額です。 

２５ページ、下から５行目、収入未済額２１万３,２００円については、保育料

の過年度分でございます。 

２７ページ、下から１行目、収入未済額４万９,２０４円、町立学校児童生徒給

食費分でございます。 

２９ページ、２行目、収入未済額４９１万８,６３０円については、ケーブルテ

レビインターネット使用料過年度分１３０万９,３７０円、３１ページ、４行目、

公営住宅使用料３６０万９,２６０円です。 

５５ページ、下から３行目、収入未済額については９８万６,０００円、奨学金

貸付収入過年度分でございます。 

続きまして、１４ページをお願いいたします。一番下の歳出合計でございます。

１４ページの右端、支出済額５９億３,７２４万９,０２８円、前年比３億７５８万

６,４７１円の増額となります。 

次に、１５ページ、翌年度繰越額７億２,６３２万９,０００円、前年比７,５５

６万２,０００円の増額となります。右の不用額３億７,５６１万６,９７２円、前
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年比１億６６３万３,５２９円の増額となります。 

次に、支出済額の増減の主なものについて御説明いたします。 

増分といたしまして、７５ページ、３行目、工事請負費１億３,７３８万８８２

円の増、庁舎別館建設工事。 

続きまして、５行目、公有財産購入費８,５１２万９,０００円の増、農協跡地購

入費。 

７７ページ、下から４行目、財政調整基金積立金２億５,６７３万３,４３０円の

増でございます。 

１０３ページの１行目、負担金補助及び交付金５,２１０万円の増、住民税非課

税世帯等臨時特別給付金でございます。 

１１１ページ、下から１行目、負担金補助及び交付金、子育て世帯への臨時特別

給付金４,６８４万円の増。 

１８９ページ、下から５行目、公共土木災害復旧費、工事請負費９,６９７万７,

４４４円の増。 

同じく、下から１行目、公共土木災害復旧費１億８,８０３万８,２４４円の増。 

マイナスの要因といたしましては、令和２年度におきましては、戸籍住民基本台

帳費の特別定額給付金１人当たりの１０万円に伴う３億９,６７０万円の減、それ

と農業振興費の水稲災害見舞金５,２８４万６,０００円の減、観光費の休業支援給

付金８,６５７万円等がありましたので、その分が減となっております。 

以上が歳出の主なものでございます。 

続きまして、１５ページをお願いいたします。歳入歳出差引残額６億４,４７６

万１２６円。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

続きまして、１９２ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でござい

ます。歳入総額６５億８,２００万９,１５４円、歳出総額５９億３,７２４万９,０

２８円、歳入歳出差引額６億４,４７６万１２６円、翌年度へ繰り越すべき財源、

繰越明許費繰越額１億７,８４１万６,０００円、事故繰越繰越額７８１万３,００

０円、合計１億８,６２２万９,０００円、実質収支額４億５,８５３万１,１２６円、

前年比８,６８９万７,８５０円の減でございます。 

一般会計歳入歳出決算書の説明は以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 議案第６４号、令和３年度南小国町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書。 

２ページ、３ページをお願いします。歳入ですが、調定額合計６億３,２３１万
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６,２４７円に対しまして、収入済額合計６億２,４３５万９,８３７円、不納欠損

額１８万３,８２３円、収入未済額合計７７７万２,５８７円となっております。 

続きまして、６ページ、７ページをお願いいたします。歳出でございます。支出

済額合計６億１,０４７万７,１９９円、翌年度繰越額０円、不用額合計１,１５３

万７,８０１円となっております。歳入歳出差引残額１,３８８万２,６３８円。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

次に、２６ページ、実質収支に関する調書でございます。歳入総額６億２,４３

５万９,８３７円、歳出総額６億１,０４７万７,１９９円、翌年度へ繰り越すべき

財源はございません。したがいまして、実質収支額は１,３８８万２,６３８円、対

前年度比３７４万９,１５４円の増額となっております。 

続きまして、議案第６５号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算書でございます。 

２ページ、３ページをお願いいたします。歳入です。調定額合計６,２５７万４,

４９３円に対しまして、収入済額合計６,２３０万４６３円、不納欠損額４万７,９

００円、収入未済額２２万６,１３０円となっております。 

続きまして、４ページ、５ページをお願いいたします。歳出でございます。支出

済額合計６,１９７万５,０４３円、翌年度繰越額０円、不用額合計２４８万５,９

５７円となっております。歳入歳出差引残額３２万５,４２０円。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

次に、１６ページ、実質収支に関する調書でございます。歳入総額６,２３０万

４６３円、歳出総額６,１９７万５,０４３円、翌年度へ繰り越すべき財源はござい

ません。したがいまして、実質収支額は３２万５,４２０円、対前年度比２１万８,

３４０円の減額となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 議案第６６号、令和３年度南小国町介護保険特別会計歳入

歳出決算書。 

４ページ、５ページをお願いいたします。歳入でございます。調定額合計６億５,

１８５万７,６３１円に対しまして、収入済額合計６億５,０４７万５,４６２円、

不納欠損額１４万２,８２０円、収入未済額合計１２３万９,３４９円となっており

ます。 

続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。歳出でございます。支出

済額合計６億３,１４６万８,７４４円、翌年度繰越額０円、不用額合計２,００６

万７,２５６円となっております。歳入歳出差引残額１,９００万６,７１８円。 
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令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

最後のページ、３８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でござい

ます。歳入総額６億５,０４７万５,４６２円、歳出総額６億３,１４６万８,７４４

円、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。したがいまして、実質収支額は１,

９００万６,７１８円、対前年比８９６万４,９４４円の増額となっております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 議案第６７号、令和３年度南小国町水道事業特別会計歳

入歳出決算書。 

２、３ページになります。歳入です。調定額合計１億６,２０５万７,３５１円、

収入済額１億５,９６６万９,３０１円、不納欠損額０円、収入未済額２３８万８,

０５０円となっております。 

４、５ページになります。歳出です。支出済額合計１億５,２５４万１６４円、

翌年度繰越額０円、不用額６７４万７,８３６円であり、歳入歳出差引残額７１２

万９,１３７円。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

２０ページになります。最後のページです。実質収支に関する調書です。歳入総

額１億５,９６６万９,３０１円、歳出総額１億５,２５４万１６４円、翌年度へ繰

り越すべき財源０円、実質収支額７１２万９,１３７円、前年度比５５７万７,２６

５円の減となっております。 

以上です。 

続きまして、議案第６８号、令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算書。 

２、３ページになります。調定額合計３,１９１万７,１７２円、収入済額３,１

７８万６,０８２円、不納欠損額０円、収入未済額１３万１,０９０円となっており

ます。 

４、５ページです。歳出です。支出済額合計２,９４１万５,９９５円、翌年度繰

越額０円、不用額２０４万２,００５円、歳入歳出差引残額２３７万８７円。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１４ページになります。実質収支に関する調書です。歳入総額３,１７８万６,０

８２円、歳出総額２,９４１万５,９９５円、翌年度へ繰り越すべき財源０円、実質

収支額２３７万８７円、前年度比１２４万６,５４２円の減となっております。 

以上です。 

続いて、議案第６９号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計
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歳入歳出決算書。 

２、３ページになります。調定額合計２,０８７万９,９０３円、収入済額２,０

８５万７,２５３円、不納欠損額０円、収入未済額２万２,６５０円。 

４、５ページになります。歳出です。支出済額合計１,９８０万４,４７４円、翌

年度繰越額０円、不用額１９５万８,５２６円、歳入歳出差引残額１０５万２,７７

９円。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１６ページになります。歳入総額２,０８５万７,２５３円、歳出総額１,９８０

万４,４７４円、翌年度へ繰り越すべき財源０円、実質収支額１０５万２,７７９円、

前年度比４４万９,１０１円の減となっております。 

以上です。 

続きまして、議案第７０号、令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算書。 

２、３ページになります。調定額合計１億４,５１７万２,６２４円、収入済額１

億４,３７７万１,００４円、不納欠損額０円、収入未済額１４０万１,６２０円。 

続いて、４、５ページです。歳出です。支出済額合計１億３,８１２万２,６８６

円、翌年度繰越額０円、不用額５４６万７,３１４円、歳入歳出差引残額５６４万

８,３１８円。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１８ページになります。歳入総額１億４,３７７万１,００４円、歳出総額１億３,

８１２万２,６８６円、翌年度へ繰り越すべき財源０円、実質収支額５６４万８,３

１８円、前年度比４２４万８,４７３円の減となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 報告第３号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定により、令和３年度健全化判断比率及び資金不足比率を別紙のとおり報告する。 

令和４年９月１３日、南小国町長、髙橋周二。 

次のページをお願いいたします。総括表１、健全化判断比率の状況です。 

上の表ですが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、昨年同様、赤字額がなく、

良好な状態です。実質公債費比率は５.７％になっております。昨年度が６.４％で

したので、０.７ポイント減少しております。次に、将来負担比率についてはゼロ

になっております。昨年度から、さらに２４.３％改善されております。これは、
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ふるさと納税により基金増となったことにより、充当可能財源が増えたためでござ

います。 

下の表には早期健全化基準とありますが、実質赤字比率１５％、連結実質赤字比

率２０％、実質公債費比率２５％、将来負担比率３５０％となっており、本町はそ

れぞれが下回っており、健全であることがうかがえます。 

それから、下の行の財政再生基準でございますが、実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率とも、本町は早期健全化基準を下回っておりますので、問題

はありません。 

続いて、Ａ３の横書きを御覧ください。資金不足比率の公表です。中段の法非適

用企業になります。特別会計の中で、水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会

計、特定地域生活排水処理事業特別会計、公共下水道事業特別会計におきまして、

この表、右側の（９）資金不足比率の欄ですけれど、ここに数字が上がっておりま

せんので、資金不足額はないということで報告をさせていただきます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 代表監査報告 

○議長（平野昭夫君） 日程第１１、代表監査報告、石橋代表監査に監査の報告をして

いただきます。 

石橋代表監査。 

○代表監査（石橋正寿君） それでは、提出しました令和３年度南小国町一般会計及び

特別会計決算等審査意見書について簡単に御説明をいたします。 

１ページより、第１、審査の基準から第９、決算の概要となっており、第７、審

査の結果を申しますと、計数は正確であり、各会計の予算執行も適正に行われてい

ると認めます。また、３８ページの基金の状況についても誤りなく処理されており

ます。４０ページより、むすびとして全体の要約が記載してあります。まとめとし

て、４４ページに５点あげてありますので、読み上げたいと思います。 

１、財政健全化審査については、おおむね良好な数字になっている。経常収支比

率、実質公債費比率とも減少している。将来負担比率については、２年連続比率が

ゼロとなった。しかし、令和３年度は、前年度に引き続き新型コロナウイルス感染

症や令和２年７月豪雨災害に対する様々な対策や施策が取られてきた。これは、令

和４年度においても同様になると思われる。一般財源である財政調整基金の今後の

推移も気になるところである。国の財政支援や昨年度、今年度と約１０億円の実績

となったふるさと納税も先行き不透明な部分もある。今後も、個々の要因を分析し、

抑制に向けた適正な財政管理を行っていただきたい。 
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２、税と保険料、使用料及び負担金等の徴収については、昨年度に引き続き滞納

額がなかった費目がある。これは、担当職員の日頃の努力はもとより、担当課局間

の横の連携がうまく図られているものと評価する。悪質な滞納者については、引き

続きこれまでのような法的措置を取るなど、徴収業務のさらなる強化をお願いした

い。中には支払い能力がないわけではない少額滞納者も存在しており、そのような

滞納者には、滞納額が増える前に、口座振替制度などを積極的に推進してもらいた

い。また、コロナ禍による収入減や経営状況の悪化、減免額の増加などにより、費

目によっては収納額、収納率の低下が見られる。そのためにも、今まで以上の担当

課局間の連携に期待する。 

３、歳出に多額の不用額が発生している科目が見受けられる。限られた財源の中、

新型コロナウイルス感染症対策などに有効活用するためにも、繰越明許などやむを

得ないものもあると思うが、実施困難となったものなど早めの対応が可能なものは、

年度途中の減額補正など適切な財政処理を望む。 

４、職員の不適切な事務処理により、町の財政に影響を与えた事案が発生した。

このことを踏まえ、引き続き指導監督の徹底をお願いしたい。伝票監査において、

納品書、請求書等の不備や決裁印の漏れが見受けられた。確認体制の強化を徹底し、

事務処理ミスの防止に努めてもらいたい。併せて、債権者への指導もお願いしたい。 

５、令和２年７月豪雨災害の対応に加え、新型コロナウイルス感染症対策の様々

な事業も継続され、職員の負担も増加しているように思われる。今後も、専門職員

の確保など職員の業務負担に対する対策を講じていただきながら、一日も早い復

旧・復興、新型コロナウイルス感染症の終息を願うものであります。 

以上、監査報告を終わらせていただきます。 

○議長（平野昭夫君） ありがとうございました。 

はい、３番、井野監査委員、よろしくお願いします。 

○３番（井野和哉君） すみません、数字の確認をお願いしたいのですが、決算監査の

際と本日の報告の部分で数字の相違がありましたので、確認をお願いします。 

まず、国民健康保険の２ページの調定額が私たちの決算の際では６億３,２２９

万８,８４７円となっております。今日、先ほど聞いた数字と相違があるかと思い

ますが、調定額が違うのではないかと思いますので、その点が１点。 

もう１点、特別会計の生活排水処理事業の調定額が監査の際では２,０８８万９

０３円となっております。収入未済額が２万２,６５０円、この金額で決算の監査

を行ったと思いますが、そちらの数字の違いの部分の確認をお願いできればと思い

ます。 

○議長（平野昭夫君） ちょっと待ってください。１０分ほど休憩します。１０時５５
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分まで休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４２分 

再開 午前１０時５５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

修正事項がありますので、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 議案第６４号の８ページ、９ページをお開きください。款

のほうで２番、使用料及び手数料の部分なんですが、調定額６万７,４００円の部

分の調定額につきまして、決算審査の際に１万７,４００円の調定漏れを指摘され

ておりまして、修正したものが今回の議案になっております。したがいまして、正

しい数字が６万７,４００円になります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 議案第６９号、特定地域生活排水処理事業の歳入決算書

ですけれども、６ページ、７ページにございます中段、使用料及び手数料の使用料

におきます使用料過年度下段から７行目になります使用料過年度の予算現額１,０

００円が計上されており、決算当時、調定額１,０００円が記載をされておりまし

た。その際にも申し上げたんですけれども、結果的に決算監査後に調定額を落とし

まして、結果、お手元に修正された資料が届かなかったという形で御迷惑をおかけ

いたしました。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（北里能蔵君） それに伴いまして、意見書の数字の訂正がございます。

大変申し訳ございませんが、歳入歳出決算書意見書の２９ページになります。（２）

歳入の調定額、国民健康保険６億３,２２９万８,８４７円とあるのが、６億３,２

３１万６,２４７円となります。 

続きまして、３４ページ、特定地域生活排水処理事業特別会計、（２）歳入です。

こちらも調定額の欄２,０８８万９０３円とあるのが、２,０８７万９,９０３円の

誤りです。大変申し訳ございません。 

○議長（平野昭夫君） ただいま修正事項も終了いたしました。 

それで、代表監査委員からの報告も終わりました。 

報告が終わりましたので、本案の質疑に入りたいと思います。決算書についての

質疑はありませんか。 
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はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 歳入の部分で一般会計及び各特別会計において収入未済額がか

なりの金額上がっております。 

まず、町税に関して、これに関する延滞税を含めて総額幾らになるのか教えてい

ただきたいと思います。 

それと、不納欠損額が各科目で幾らか上がっていると思いますけれど、その理由

を教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） 税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） ただいまの質問にお答えいたします。 

一般会計の決算書１６ページ、１７ページを御覧いただけたらと思います。１７

ページの一番右に収入未済額が記載されております。まず、町税が２４１万６,７

７０円、こちらに対しまして延滞金、それから督促手数料、合計しますと６６７万

３,０００円、６６７３千円でございます。 

続きまして、１７ページ、中段です。固定資産税の収入未済額４６２万６,２１

７円、こちらが督促手数料、それから延滞金を合わせますと１,１０４万７,０００

円、１１０４７千円でございます。 

続きまして、１７ページの下から４段目、軽自動車税でございます。収入未済額

が６５万８,１４６円、こちらに督促手数料と延滞金を合わせまして９９万５,００

０円、９９５千円となります。 

それから、もう１点、国民健康保険税も滞納がございますので、併せて御説明申

し上げたいと思います。国民健康保険税の歳入歳出決算書８ページ、９ページをお

願いいたします。９ページの国民健康保険税の収入未済額が７７７万２,５８７円、

こちらに督促手数料、それから延滞金を合計しますと２,３３８万５,０００円、２

３３８５千円。 

以上が滞納額となります。 

それから、不納欠損額について御説明を申し上げます。不納欠損額というのは、

調定に上げましたけれども、当該年度どうしても徴収ができなかったものになりま

して、主な理由としては、まず差押え等をする財産がない、それと主なのは滞納者

がお亡くなりになって、相続人もいないと、もしくは相続人が相続放棄をされて、

滞納額を支払う方がいなくなったと、それから国民健康保険税で多いのが、外国人

の方が滞納のまま国外に退出と、そういったものを不納欠損額として計上しており

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 
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○２番（佐藤 毅君） 町税に関しては今分かりましたけれども、住宅の使用料に関し

ても、本年度１２０万円弱ぐらい、令和３年度が１７０万円、令和２年度の前が１

１０万円ぐらいあって、増加の傾向にあるかと思います。監査報告にありましたコ

ロナの状況によって収入の減少だとか、そういうこととは思いますけれども、納税

とか使用料というのは、いわゆる納税者の義務の部分ですから、どうしても支払い

をいただかないかん部分だと思いますけれども、こういう徴収ができていない部分、

今、私がざっと計算すると、今の延滞金まで含めると５,０００万円ぐらいになる

かと思います。下水道から生活排水だとか農業集落だとか水道料も含めて、後期高

齢、介護も結構上がっていましたので。ただ、これをやっぱりどうにかして収入に

結びつける動きというものは絶対必要だと思いますけれども、その辺について、各

課取組を行っている部分があればそこも教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 滞納に関しては、先の議会におきましても同様の御質問

等をいただいたと思います。現在、決算時期という形になっておりまして、現状で

は各特別会計の滞納額がトータルでいきまして大体１００万円程度の減にはなって

おりますが、まだまだ残っているという状況です。代表監査の報告書の中にもござ

いましたけれども、債権管理条例等を利用しながら各課体制、やはり１つの滞納が

発生しますと、横の関係で大体滞納が発生するという状況が見受けられます。一番

強い権限を持つ税務課の権限を利用させていただきながら、当然額が多い分野のほ

うにまずは入れ、もしくは延滞金が発生する部分に収納し、そのほかの一回の督促

手数料が発生する部分においては若干後回しもしながら、各課で実際今日も大分の

ほうに行っている職員もおります。そういったところで、できるだけ対応していき

ながら、かつ、先ほど税務課長からもお話がありました時効、そういったところが

不納欠損額にもつながってくるわけなんですけれども、当然のことながら行方不明

者とか、そういった部分は発生しますので、債権管理条例を踏まえ、各課の審議を

踏まえた上で適切な対応をしていきたいとは思っております。ただ、非常に使用料

というのが少しでも発生すれば増える一方という形になっておりますので、できる

限り１月単位での対応というのを心がけていきたいと思っております。 

すみません、答えになるかどうか分かりませんけれども。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） 税務課としての取組でございますけれども、まず滞納が発

生した際には督促を行いまして、それでも納入がない場合は催告、それでも納入が

ない場合は差押えだったり、自宅を訪問したりという取組を行っております。ただ、

滞納の状況を見てみますと、一度には払えないので、毎月少しずつとか、不定期で
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お支払いいただく方が多いんですけれども、どうしても滞納の元本といいますか、

本税に充当を先にしていきますものですから、延滞金がずっと残っているという方

もいらっしゃいます。ですので、お金があって払わない人につきましては断固たる

措置を取ってまいりますけれども、中には払いたくても払えないという方もいらっ

しゃいますので、税務課としては柔軟に対応していっているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 介護保険も１５０万円ほどで大体２０名以内ぐらいの方で

同じような方が未納になっていくという形で、税務課と協力しながら、早めに少し

ずつでも徴収をしたいと思っております。時間がかかりますと、今現在でも２０人

以内の中で生活保護に変わっていく方、それと隣の小国町とかいろんなところに移

動して、その町村で生活保護になる方とかいらっしゃいますので、なるべく早めに

徴収をしていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 後期高齢者医療につきましても、不納欠損額、収入未済額

が発生しております。こちらにつきましては、税務課に相談をしながら、税務課の

職員さんとうちの職員で一体となって、お一人お一人にお話を聞いたり、御相談を

受けたりしているのが現状でございます。中には生活困窮の方もいらっしゃいます

ので、社協さんも交えて生活困窮者への支援も含めた形で、今、滞納の整理を行っ

ている現状でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） 給食費と奨学金が本委員会の滞納の状況になり

ますが、現在は給食費が少額かもしれませんが、過年度分を合わせまして５万３,

０００円弱となっております。奨学金が１００万円弱の金額となっております。 

現状としましては、給食費はその都度といいますか、毎月ごとに督促の発送を行

いながら、あと連絡が取れない方とかはいないので、各家庭とお話をしながら分納

の協議を行っている状況です。奨学金につきましても同様で、御家庭と連絡、協議、

打合せをしながら分納を継続的に続けていただいております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 各課とも滞納の部分に関して取組はされておりますし、各課連

携を取りながら、税務課を中心としてやられているということで、いかんせん滞納
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が発生したときの初期段階で早期に対応を進めて、回収できる額のときに手を打た

ないと、今後どんどん増えていく可能性というのは皆さんお分かりのところだろう

と思いますので、滞納が発生した初期の段階、新規の住民の方に対して早期に対応

しながら、滞納額、未納額がないように、減額できるように、ぜひ取り組んでいた

だきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑のある方はいませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 質問ございませんか。 

では、すみません、基金の部分で、本年度、土地開発基金がＪＡの跡地を購入し

た部分で使われて、０円になっていると思います。ただ、町として、今、借地借上

げ料を年間３９０万円、４００万円弱いろんな施設の部分でお支払いをされており

ますし、これを今後継続していくのか、それとも買取りをぜひ進めていくような形

にしたほうが今後の財政的にもいいんじゃないかと思いますので、土地開発基金を

ゼロにするのではなく、幾らか残すことというのは考えておられないのか。非常に

使い勝手としては、土地開発だとか、そういう部分になるかもしれませんけれど、

今後、ＪＡの跡地開発とか、そういう部分も出てきますので、充てられたらどうか

と思いますけれど、総務課長、どうですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 今までありました土地開発基金は、議員がおっしゃるとお

り、ＪＡ跡地の購入のときに使ってしまったわけでございます。私たちとしては、

当面買い上げる目的の土地というのがないような状態でございますので、基金は今

のところ積立てをやっていないというところで、それでよろしいでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） いつもその話になる物産館なんかの土地借上げ料を毎年２２０

万円ほど払っています。これが一番、町として大きいのかな。あと、観光農園とか

でも毎年１００万円支払いをしていますけれど、昨日、私、一般質問でりんどう荘

を含めたところのあの辺の再開発というか、福祉拠点づくりをする部分において、

この借地料がずっと残るよりも、やっぱり町として購入して所有するほうが後々何

かしようとするときにはスムーズに流れるんじゃないかなと思うんですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） スムーズに流れるかもしれませんけれど、土地の購入につ

いては相手がいらっしゃるので、今まで交渉したのに対してもなかなかうまくいっ

てないというところがありますが、長い目で考えたら基金を造成しておいたほうが
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いいのかなとは思いますけれど、やはり財政的にも負担がかかってくる。基金にす

れば、その基金の目的に沿った運用しかできないということもございますので、そ

こらあたりも考えますと、今すぐすぐ基金に積み立てるとかいうのはどうかなと思

います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 今、基金、ふるさと納税も毎年１０億円いただいて、今現在６

億２,０００万円ぐらいですか、財政にも１４億円ありますし、僕は高額に積み立

てろという話ではなく、２,０００～３,０００万円でも、いつ何時そういう話にな

るか分からないので、そういうときのために分けておいたほうがいいのではないで

すかという御提案ですので、今後、町がそういう、ただ、使用料を払い続けるのも

いかがかなと思いますので、どこかではやっぱりまた土地の購入ということを検討

するべき部分というのは何か所かあると思いますので、ぜひそこはもう一度検討し

ていただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） そうですね、長い目で見たらということになれば基金の造

成をしておいたほうがいいのかなと思いますので、そこらあたりはまた話をしなが

ら検討していきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。ないですね。 

はい、７番、児玉秀次郎議員。 

○７番（児玉秀次郎君） １５４ページ、１５５ページ、これは決算ですので、今まで

審議してきたものでございますので、そんなに追求ということじゃないけれど、数

字が決算じゃないと分からない部分もありますので、質問させていただきます。 

道路維持費、項目の２ですね、それに対して、一番下になります。生コンほか４

３４万６,４３０円、１１７万５,５７０円の不用額ということでございます。この

部分につきましては、当然自治会から要望があって、それに対して、今、１２立米

支給があっているという状況でございまして、不用額が生じたというのは、そうい

う自治会からの要望がなかったから不用額が生じたのか。１２立米の配布につきま

して、どのような形で、多分要望は結構あるんじゃなかろうかと、自治会で道路維

持をするためにはですね。ただ、周知してないから要望がなかったのか。全部使い

切るのがいいとは言いませんけれども、要望している自治会は多いと思いますので、

せっかくの予算ですので、ここのところの周知の仕方につきましてお尋ねしたいと、

よろしくお願いします。 
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○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） まず、原材料費の支出の内訳としまして、生コン代４３

４万６,４３０円とございますけれども、現実的には町のほうで行いますアスファ

ルト合材、常温合材ですね、その購入費、約４９万２,０００円、それと除雪用の

塩カリ代２０万５,０００円程度、残り３６５万円弱が原材料費の支給額という形

になっております。 

先ほど話しました生コンの１２立米分の費用に対して、生コンもしくは砕石、グ

リ石等を支給して、労力を自治会のほうで提供していただくという形の中で、令和

３年度は１５路線の支給を行っております。不用額が出たということは、結果的に

申込みがなかったという形で考えておりますが、現状、周知というのは多分やって

ないのかなと思っています。 

ただ、今年度（令和４年度）に関しましては、非常に申込みが多いような状況で、

当初予算の執行内部の予算査定も受けるんですけれども、今年度増額はしないとい

う内部方針がございますので、ほぼ満額に近いという状況になっております。そう

いった観点から、周知したくても今年度はできないという形になりますので、予算

的な余裕が今後発生した場合にはそういった周知等は行っていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですか。ほかに質疑ありませんか。ありませんね。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） すみません、ほかの方がないので、幾つも質問して申し訳ござ

いませんけれど、ＳＭＯ南小国に対する補助金のところで、まず１点目、１３１ペ

ージになります。移動販売の事業補助金が１２２万４,０００円出ております。昨

年は９０万８,０００円でございました。ＳＭＯの部門別の決算数字を見させても

らうと、売上げ自体は、昨年度が４３７万９,０００円、今年度４６９万２,０００

円、増加されております。当然コロナ禍の影響なのか、外出を控えた方たちの購入

が増えているとは思います。赤字補填だったと思うんですけれども、補填額を決定

するときの基準というのは、どういう状況のとき、どの時期で決められているのか、

まず教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（河本孝博君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

まず、当初にＳＭＯから年間の計画を出していただきまして、その後１２月頃に

途中経過、それから最終的には３月に締めて、その収入とかかった経費との差額を

補填するという流れになっております。 

昨年度につきましては、昨年度の途中から２路線に増やしたことによりまして、
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その経費が増えたことによる増となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 経費が増えるのは分かったんですけれど、ＳＭＯの決算書の中

で見させてもらうと、移動販売が少額とは少額で１８万９,０００円の黒字になっ

ているんです。ですから、昨年は赤字幅がほぼほぼ少なかったんじゃないかなと思

うんですけれど、１８万９,０００円ほど出ているということであれば減額、補助

額としてもう少し削ることも可能ではあったのではないかと思いますけれども、３

月時点での数字と私の手元にある決算額というのはそう変わりはないと思いますけ

れども、その辺はどうだったんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（河本孝博君） 町の予算は、出納整理期間は５月までございますけれども、

３月末で締めて支払う必要があると。一方で、ＳＭＯの決算は５月決算となってお

りますので、そこで３月の見込みといいますか、３月時点での見込みと５月の実績

とで差が出たものと思われます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） では、本年度（令和４年度）も予算では１９２万円補助として

上がっていますけれども、時期によって町が執行した部分の後、ＳＭＯの決算にお

いてはプラスになる可能性もあるし、逆に言うと、マイナスが発生する可能性もあ

るという解釈でよろしいですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（河本孝博君） 基本的な考えはそのようでいいと思いますけれども、２か

月でそんなに差はないと思いますけれども、あまりにも大きい差が発生した場合と

か、そういったときには考えないといけないかもしれませんけれども、これは始め

て数年たっておりますけれども、今のところはそういった調整はやっておりません

ので、今までどおりでいいのかなと思っております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 分かりました。どのくらいが範囲かというのは、またそのとき

で決めていただければいいと思います。 

もう１点、１５３ページでＤＭＯ地域活性化事業補助金１,２００万円をＳＭＯ

の補助金としてお出しされています。監査においても事業はきちんと行われている

ということでいいんですけれど、これもまた実際事業をＳＭＯ自体で行ったのか、
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決算書類から見ると委託業務費として約８３０万円ほど計上されているので、これ

が外部に委託されているのであれば、補助事業として外部に委託する部分というの

は再委託という形になるかと思いますけれど、それは町としても認めているのかと

いうところをお尋ねしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

ＤＭＯを中核とした海外からの人流受入態勢強化事業という形でのＳＭＯに対す

る補助事業でございますけれども、この補助事業の中で委託料として出ていってい

ると。実際内訳を申し上げますと、ＤＨＥ株式会社への委託という形で支出はある

ものの、これは実際ＤＨＥの社員でありますワル・マックスがＳＭＯに入って、い

ろいろな海外からの人流受入れの情報発信であるとか、また外国人労働者の定着に

向けた取組であるとか、そういった部分の事業を行っておりますので、そういった

部分での委託料、並びにこれに関わっておりました前田さんも外部からの人材でご

ざいますので、そういったところでこちらの方が担っておられた仕事に対する委託

料という形で支出がございました。なおかつ、ユーチューブの作成代とか、そうい

ったところでの一部の外部委託による費用がございますけれども、実質活動してお

りましたのはＳＭＯを事務所としてワル・マックスが南小国町で活動していた部分

に対する委託料としての支出となっておりますので、補助はＳＭＯが受けておりま

すけれども、ＳＭＯを主体として取り組んだ中での費用的には委託料となっており

ますが、事業を展開するためにはそういった部分での人材活用というところで行っ

ているものでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 説明、ありがとうございます。 

もう１点聞かないといけないのは、ワル・マックスさんはＳＭＯの社員ではない

んですか。そこが１点。 

それと、もう１点、ＤＨＥ株式会社というマックスさんが代表を務める会社であ

るならば、逆にＳＭＯを通さずして、ここと直接委託事業をするという考え方もあ

るんじゃないかと思うんですけれど、いかがでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ＤＨＥ株式会社の代表は柳原さんという方で、その

社員という形でワル・マックスがおられて、その中でこちらに派遣されているとい

う状況でございます。 

直接ワル・マックスに委託するという方法もあるかと思いますけれども、今のと
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ころはＤＨＥ株式会社を通した形での委託という形で動いていただいているところ

でございます。業務委託でのそういった形でＳＭＯに入っていただいているという

状況でございますので、そういったところで外国人の人材受入れに関する事業を行

っていただいているというところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ＤＨＥ、この会社自体の所在地というのは、南小国町には当然

本店はないですね。支店登記とかもされているわけでもない。そうですか。なるほ

ど。分かりました。 

町としては、ＳＭＯに出した補助金がそういうＳＭＯから外部委託、また再委託

されることに関しては、別段問題はない。その部分も認識は十分されているという

ことでよろしいですか。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） この事業を始める当初からそういった形での運用を

するというところでございましたので、そういった部分を含めて補助の交付決定を

行っているものでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑はないですね。 

はい、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） ございませんか。 

では、すみません、１７５ページ、教育関係でお尋ねをさせてください。ＧＩＧ

Ａスクール構想において子供たち一人一人にパソコン１台配付して、ＩＣＴ導入に

いろいろな費用をかけながら準備して、今、授業とか学校生活が展開されていると

思いますけれども、新聞等を見ると、結果的にＩＣＴの導入によって先生たちの事

務負担だとか授業効率化という部分においては、実際その負担軽減にはなかなかつ

ながっていないんじゃないかと指摘する部分もございます。不慣れな先生がパソコ

ンを使わないといけないだとか、こういう話を聞きますと、実際、南小国町として

ＧＩＧＡスクール構想を進めた結果として、今どういうふうに感じられているのか、

教育長にお尋ねをしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育長。 

○教育長（岩切昭宏君） 御質問、ありがとうございます。 

南小国町のＧＩＧＡスクール構想としての取組は、１人１台の端末を子供たちが

今有効に活用している状況です。ＩＣＴの推進の部分で市原小学校と中原小学校が

推進校として中心にやっているところなんですが、全部で中学校も合わせて４校で
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すから、そこは２校だけということじゃなくて、４校足並みそろえてやっていこう

というところで今取り組んでいるところです。 

職員の負担感というのは、この前、何か働き方改革の部分ではそういう文言もあ

りましたけれども、町の情報教育の担当者会とか、そういった中で年間の研修計画

を立てながらＩＣＴの支援員さんと連携を組みながら進めておりまして、特に今Ｉ

ＣＴを使うことによって職員の負担感がえらく増しているという状況じゃないよう

に思います。学習にどういうふうに活用していくかというところでは、今それぞれ

の先生たちでＩＣＴ支援員さんの力を借りながら授業改善に生かしていこうという

ふうにしております。 

６月頃に市原小学校の１年生の授業を見ましたときに、国語の教材で段落同士の

関係を１年生がやる中で、タブレットを利用しながら文章のつながり具合というか、

段落同士のつながり具合を教師がばらばらにしていく中で、接続詞とか、そういっ

たものを見ながら子供たちがタブレットで文章を動かしていくと。そして、理由を

接続詞の部分とか、はじめとか、まとめの部分とか、そういう言葉に注目しながら

文章の構成を説明していくというところで、１年生の段階でもそういうタブレット

を使いながら進めているという状況ですので、負担感という部分はそれほどという

か、あまり感じてないように私は思っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 私は、こちらの町内で仕事をされている教員の方じゃない方と

少し話をさせてもらったときに、いかんせんやっぱり世代間があるよねと。昨日の

一般質問でもありましたが、不慣れな機械を操作する部分において、やっぱり負担

はゼロじゃないよねという話を聞いたところなんです。実際、南小国町においては

支援員さんのフォローもしながらやられているとは思いますけれども、今、月に何

回ですか、そこも逆に教えてもらいたいんですけれども、もっと教員の負担軽減に

つながるような支援の活動もしていかなければいけないのかなというところもあり

ますので、今現在、支援員さんの活動がどうなっているのか、また今後どういう見

込みなのかも教えていただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） 過去の状況でございます。支援員につきまして

は、昨年度（令和３年度）、すみません、何月か忘れましたが、補正で上げさせて

いただきまして、回数を増やした形で、現在、平均的になりますが、月、各校２回

は最低入っていただいております。その部分で中心的に回数を増やしたい学校があ

れば、そこも相談の上で回数を増やすこともできますし、ヘルプデスクも補正で昨
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年度（令和３年度）上げさせていただいて、まだ今現在継続しております。こちら

のヘルプデスクも、支援員はもちろん、先生方からも直接確認、相談等ができるよ

うな体制は取っております。それから、あと各校の中で得意な先生がやはりいらっ

しゃいまして、そういう方をリーダー的に各校配置してもらって、授業参観とかも

私たちも訪問させてもらったときとかも、その先生が中心でほかの先生方も教えて

いただいたりといったところで、各校、教育長もおっしゃったように、負担はそこ

まで感じられないなと私も感じているところです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 月２回が多いか少ないかは分かりませんけれども、増やして、

もっと推進的にできるような、町としても取組ができるような形ができると、もっ

と先生たちの負担も軽減されて、また町の教育環境のアピールにもなるのかなと思

いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

もう一つ、スポーツ関係で中学校の部活動の社会体育化という話が出ております

けれども、これについて、教育長、今お考えがある部分が２０２５年度とか２０２

６年度とかいう形で言われてはおりますけれども、実際そういう形で本町の中学校

の部活動もそう進んでいくのか、その辺のお話もいただければと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育長。 

○教育長（岩切昭宏君） ありがとうございます。 

なかなか頭が痛いところで、教育長会の中でも社会体育移行に向けての委員会あ

たりもそれぞれの市町村あたりで立ててはおりますけれども、なかなかそういう情

報等がしっかり上からもきちんと伝わらない状況で、なかなか進めにくいような、

そういう状況にあります。 

この前、南小国中学校の学校訪問の際に体育担当者との面談をしたときに、そう

いう社会体育移行について学校の先生はどう考えているのかという話をしたときに、

確かに働き方改革の部分ではかなりありがたいことにはなるかもしれないけれども、

子供たちにとって、例えば地域のスポーツ環境としていろいろなスポーツができる

環境であればその辺は非常にありがたいんですけれども、なかなか指導者の部分で

子供が希望するスポーツに子供が活動できないとかいう部分も、ひょっとしたら社

会体育になったときにうまく子供たちが選択できないかもしれないと。学校であれ

ば今そういう生徒数に対して多くの部活動の数でやっておりますので、その辺の確

保ができればありがたいんですけれどという話でしたので、働き方改革の部分だっ

たり、子供がどれだけやっぱりスポーツに慣れ親しんでいくかというところを考え

たときに、より検討していく必要があるということで、まだまだそういう状況で進
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んではいないというのが現状です。さらにその辺は情報を集めながら進めたいと思

っています。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんね。 

はい、４番、井上則臣議員。 

○４番（井上則臣君） 細かいことでございますけれど、将来に関わるかと思いますの

で教えていただきたいと思います。急速充電設備装置の保守点検ということで出て

おりますけれど、現在、何か所あって、その売上げはどういう管理状態かをお聞き

したいと思います。今後やはりＥＶ車が増えてきますので、このあたりまた増設と

かいろいろかかるかと思いますけれど、現状の体制だけ説明をお願いいたします。

１５１ページの急速充電器保安委託料が１１０万円ちょっと出ておりますので、そ

の件でございます。御説明をお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ただいまの質問にお答えいたします。 

町内の電気自動車の急速充電器でございますが、設置しているのが３か所ござい

ます。こちらに係る保守点検委託料という形で支出がございますが、一方で、５９

ページを御覧ください。こちらは歳入の雑入でございますが、こちらに電気自動車

用急速充電器維持費用という形で１９４万５,７４２円収入がございます。こうい

った形で設置された業者さんに維持管理費用を払っておりますが、その分こちらの

費目の中に光熱水費でまた電気代も支払っておりますが、電気代等を含めて、こち

らに歳入が上がってきておりますので、そういった形で歳入歳出という形で決算で

費用が上がっておりますので、そういったところで御理解いただければと思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） いいですね。ほかに質疑はないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑がないようでありますので、これより討論に入りま

す。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の

方からお願いをいたします。討論はないですね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、これより決算についての採決に移りますが、

代表監査委員におかれましては、長い期間の監査、大変お疲れさまでございました。
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今後も監査を続けていかれるわけでございますが、より一層の深い監査をぜひとも

お願いしたいと思っております。どうもありがとうございました。 

［石橋正寿氏 退場］ 

○議長（平野昭夫君） これより決算の採決を行います。 

議案第６３号、令和３年度南小国町一般会計歳入歳出決算書を認定することに賛

成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、議案第６３号につきましては、

認定することに決定しました。 

続きまして、議案第６４号、令和３年度南小国町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算書につきまして認定することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、議案第６４号につきましては、

認定することに決定しました。 

続きまして、議案第６５号、令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算書につきまして認定することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、議案第６５号につきましては、

認定することに決定しました。 

続きまして、議案第６６号、令和３年度南小国町介護保険特別会計歳入歳出決算

書につきまして認定することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、議案第６６号につきましては、

認定することに決定をしました。 

続きまして、議案第６７号、令和３年度南小国町水道事業特別会計歳入歳出決算

書につきまして認定することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、議案第６７号につきましては、

認定することに決定しました。 

続きまして、議案第６８号、令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算書につきまして認定することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、議案第６８号につきましては、

認定することに決定しました。 
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続きまして、議案第６９号、令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計歳入歳出決算書につきまして認定することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、議案第６９号につきましては、

認定することに決定しました。 

続きまして、議案第７０号、令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算書につきまして認定することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、議案第７０号につきましては、

認定することに決定しました。 

続きまして、報告第３号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてにつ

きましては報告案件ですので、これで終了をいたします。 

１時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第７１号 令和４年度南小国町一般会計補正予算書（第４号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１２、議案第７１号、令和４年度南小国町一般会計補正

予算書（第４号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第７１号、令和４年度南小国町一般会計補正予算書（第４

号）について、歳入につきましては総務課長、歳出につきましては各課長より説明

させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、総務課長。 

○総務課長（佐藤 徹君） 議案第７１号、令和４年度南小国町一般会計補正予算書

（第４号）。 

次のページをお願いいたします。令和４年度南小国町の一般会計補正予算（第４

号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億８,６５４万１,００

０円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５８億４,３６６万９,０００円とす
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る。 

第２条、債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為補正。追加、事項、新型コ

ロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成補助金。期間、令和５年度から令和

１４年度。限度額、県が実施する新型コロナウイルス対策農業経営安定資金活用に

よる緊急支援資金借入れに係る保証料の額（新型コロナウイルス対策農業経営安定

資金保証料助成費補助金交付要項に定める利率以内）。 

続きまして、変更でございます。事項、新型コロナウイルス対策農業経営安定資

金利子補給補助金。変更前、限度額２７万６,０００円、変更後、限度額、県が実

施する新型コロナウイルス対策農業経営安定資金活用によるセーフティネット資金

及び緊急支援資金に対し、町が行う利子補給金の額（新型コロナウイルス対策農業

経営安定資金融通措置要項に定める利率以内）とするものでございます。 

次のページをお願いいたします。第３表、地方債補正。起債の目的、災害復旧事

業債、今回３１０万円を増額し、１億５８０万円とするものです。現在の利率は０.

２％です。 

臨時財政対策債、今回１億３,２１３万１,０００円を減額し、２,３１２万２,０

００円とするものです。現在の利率は０.６％です。 

１０ページをお願いいたします。歳入でございます。 

地方特例交付金、地方特例交付金、地方特例交付金、今回１４３万７,０００円

を減額し、８１万５,０００円とするものでございます。内容といたしましては、

軽自動車税減収補填交付金及び自動車税減収補填交付金廃止に伴う減でございます。 

次のページをお願いいたします。地方交付税、地方交付税、地方交付税、今回１

億６,８００万円を増額し、２０億４,４００万円とするものでございます。普通交

付税の額確定によるものでございます。 

次のページ、国庫支出金、国庫負担金、衛生費国庫負担金、今回１,６１７万円

を増額し、３,６２２万２,０００円とするものでございます。内容といたしまして

は、新型コロナワクチン接種対策費負担金５回目接種分でございます。 

次のページをお願いいたします。国庫補助金、民生費国庫補助金、今回３２万５,

０００円を追加し、２,６０７万１,０００円とするものでございます。保育対策総

合支援事業費補助金でございます。 

続きまして、衛生費国庫補助金、今回３０８万９,０００円を追加し、１,０１８

万８,０００円とするものでございます。内容といたしましては、新型コロナウイ
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ルスワクチン接種体制確保事業費補助金でございます。 

続きまして、教育費国庫補助金、今回５３万９,０００円を追加し、２５１万２,

０００円とするものでございます。公立学校情報機器整備費補助金でございます。 

次のページをお願いいたします。県支出金、県補助金、総務費補助金、今回２万

５,０００円を追加し、１,５４５万８,０００円とするものでございます。内容と

いたしましては、地籍調査費補助金５２万５,０００円、地域づくりチャレンジ推

進補助金１５０万円と地域活性化センター助成金の２００万円の減となっておりま

す。 

次のページをお願いいたします。委託金、総務費委託金、今回３９万７,０００

円を追加し、５６９万８,０００円とするものでございます。権限移譲事務委託金

といたしまして、旅券電子申請用交付端末分でございます。 

次のページをお願いいたします。繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金、今

回１億９,１１７万７,０００円を減額し、６,４５４万円とするものでございます。

予算ベースの基金残高でございます。１５億９,６８２万３,３５８円。数字で申し

上げます。１５９６８２３３５８でございます。 

次のページをお願いいたします。特別会計繰入金、後期高齢者医療特別会計繰入

金、今回３２万５,０００円を追加し、３２万６,０００円とするものです。後期高

齢者医療特別会計繰入金として前年度繰越金分を繰り入れるものでございます。 

次のページ、繰越金、繰越金、繰越金、今回４億１,８５３万１,０００円を追加

し、４億５,８５３万１,０００円とするものでございます。前年度繰越金でござい

ます。 

次のページをお願いいたします。諸収入、雑入、雑入、今回７８万５,０００円

を追加し、３,８９５万１,０００円とするものでございます。主なものといたしま

しては、子どものための教育・保育給付費国庫負担金過年度分２８万１,０００円、

低所得者保険料軽減国庫負担金精算分１９万５,０００円等となっております。 

次のページをお願いいたします。町債、町債、災害復旧事業債、今回３１０万円

を追加し、１億５８０万円とするものです。一般単独災害復旧事業債です。 

続きまして、臨時財政対策債、今回１億３,２１３万１,０００円を減額し、２,

３１２万２,０００円とするものでございます。臨時財政対策債でございます。 

次のページをお願いいたします。歳出です。 

総務費、総務管理費、一般管理費、今回４３万７,０００円を追加し、２億１,０

６８万８,０００円とするものでございます。人件費で職員の異動によるものでご

ざいます。 

続きまして、財産管理費、今回２５０万円を追加し、４,９１４万円とするもの
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でございます。内容といたしましては、光熱水費で庁舎と庁舎別館の高圧割引が１

０月よりなくなるため、増額をさせていただくものでございます。 

続きまして、財政調整基金費、今回２億９２６万６,０００円を追加し、２億２,

９３６万６,０００円とするものです。財政調整基金積立金でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 続きまして、企画費です。今回８２４万円を増額し、

１億９,４０３万９,０００円とするものです。内容としましては、需用費の８２４

万円の増額、払下げによります購入手続を進めている県営下杉田教職員住宅に係る

修繕料、並びに多目的集会施設（通称べっちん館）の空調設備に係る修繕料の増額

です。 

続きまして、情報電算管理費です。今回４４万円を増額し、８,２８４万７,００

０円とするものです。内容としましては、委託料４４万円の増額、県内市町村が利

用している県が設置している自治体情報セキュリティクラウドシステムの更新に伴

います本町におけるシステム対応に係るセキュリティ強化対策の業務委託料の増額

となります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、税務課長。 

○税務課長（松岡 洋君） ２２ページをお願いします。総務費、徴税費、税務総務費

です。今回５６万６,０００円を増額し、６,０４２万９,０００円とするものです。

職員手当等３２万円につきましては、支給対象者が増えたことによる増額です。共

済費２４万６,０００円につきましては、標準報酬額決定に伴う増額となっており

ます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ２３ページをお願いします。総務費、戸籍住民基本台帳費、

戸籍住民基本台帳費です。今回４９万５,０００円を増額し、７,３３１万１,００

０円とするものです。内容としましては、共済費として標準報酬定時決定による市

町村職員共済組合負担金の増額９万８,０００円、備品購入費として旅券電子申請

用交付端末の費用３９万７,０００円の増額になります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 次のページをお願いいたします。民生費、社会福祉費、老

人福祉費です。今回５万７,０００円を増額し、４,１４９万１,０００円とするも
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のです。内容としましては、老人クラブ活動推進事業補助金返還金としまして、新

型コロナウイルスの影響もあり、老人スポーツ大会等が行われなかったための返還

金でございます。 

続きまして、障害者福祉費です。今回５１６万３,０００円を増額し、１億９,４

００万１,０００円とするものです。内容としましては、障害者自立支援給付費負

担金返還金から一番下の障害児自立支援給付費県費負担金返還金まで実績に伴う返

還金でございます。 

２５ページをお願いいたします。民生費、児童福祉費、児童措置費です。今回１

３万円を増額し、２億２,５７２万７,０００円とするものです。内容としましては、

子育てのための施設等利用給付費負担金返還金につきましては、幼稚園への負担金

及び一時預かりの実績に伴う返還金でございます。２行、３行目の低所得の子育て

世帯生活支援特別給付金事業費及び事務費補助金の返還金につきましても、実績に

伴う返還金でございます。 

続きまして、児童福祉施設費です。今回３９０万３,０００円を増額し、１億８,

８２６万６,０００円とするものです。内容としましては、報酬及び職員手当等に

つきましては、昨年、県の監査を受け、朝一番に登園される園児及び最後に帰る園

児の見守りについて、園児１名であっても保育士を２名配置するように助言がござ

いましたので、時間外の増額を計上しております。需用費の消耗品費につきまして

は、新型コロナ対策分としてマスクやパーティションの追加、光熱水費につきまし

ては、黒川保育園の建て替え後、九電より電気代を４割ほど割り引きしていただい

ておりましたが、ウクライナ情勢等の影響により標準料金に戻す旨の通知が届き、

増額としております。修繕料につきましては、新型コロナ対策として水道の蛇口を

手を触れずに水が出る自動の蛇口に取り替えるための増額、備品購入費につきまし

ては、新型コロナ対策として園児たちが密集しないように不足しているテーブルの

購入費を計上しております。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ２６ページをお願いします。衛生費、保健衛生費、保健衛

生総務費です。今回５３万６,０００円を増額し、３億４８３万８,０００円とする

ものです。内容としましては、職員手当等３,０００円の減額は人事異動に伴うも

のです。共済費５万４,０００円の増額は、市町村職員共済組合負担金分になりま

す。償還金利子及び割引料４９万９,０００円につきましては、一番上の健康増進

事業費補助金返還金から一番下の市町村等自殺対策推進事業補助金返還金まで令和

３年度の実績に伴う返還金となります。繰出金の１万４,０００円は、介護保険特
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別会計繰出金分です。 

続きまして、予防費です。今回２,２４５万６,０００円を増額し、６,５０８万

９,０００円とするものです。内容としましては、需用費として消耗品費が１５万

９,０００円、オミクロン型対応ワクチン、新ワクチンの接種に伴う消耗品費でご

ざいます。続きまして、役務費が７８万円、こちらは通知に関する費用やコールセ

ンターの電話代等の通信運搬費が５０万４,０００円、国保連合会の支払手数料や

ワクチンの管理手数料分の手数料が２７万６,０００円となります。続きまして、

委託料なんですが、こちらが１,８３２万２,０００円増額になっておりまして、内

容としましては予防接種に関する接種の委託料分が１,６１７万円と、コールセン

ターの委託が９月までしか予算計上しておりませんでしたので、１０月以降の分と

して新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業対応業務委託料分で２１５万２,

０００円、それにシステム改修費も入っております。次のページをお願いします。

償還金利子及び割引料でございます。３１９万５,０００円でありまして、こちら

の内容としましては、令和３年度分の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事

業費国庫補助金の返還金分になります。 

続きまして、環境衛生費です。今回６４３万７,０００円を減額し、２億５,００

４万１,０００円とするものです。内容としましては、繰出金の減額で、それぞれ

水道特別会計繰出金が３３６万８,０００円の減額、特定地域生活排水処理特別会

計繰出金が６６万１,０００円の減額、公共下水道特別会計繰出金が２４０万８,０

００円の減額になります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（河本孝博君） ２８ページをお願いいたします。農林水産業費、農業費、

農業総務費、今回７２万２,０００円を減額し、８,９４５万８,０００円とするも

のです。共済費、市町村職員共済組合負担金１１万２,０００円の増、標準報酬改

定に伴う増額です。繰出金８３万４,０００円の減、農業集落排水事業特別会計繰

出金、前年度決算によります繰越金の増額に伴う繰出金の減額です。 

続きまして、農業振興費です。今回５００万円を増額し、１億７,５７０万３,０

００円とするものです。負担金補助及び交付金、補助金５００万円の増、農地農業

用施設災害復旧工事事業補助金です。こちらは、現在、町が行っております白川地

区の河川改修工事において隣接農地の所有者からの申請が今後予想されるため、補

正するものです。 

続きまして、畜産振興費です。今回１０万４,０００円を増額し、７７２万６,０

００円とするものです。負担金補助及び交付金、補助金１０万４,０００円の増、
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鳥インフルエンザ等防疫用消耗品配布補助金です。こちらは、昨今、高病原性鳥イ

ンフルエンザの発生率が急激に増加しており、昨年度も県内、南関町で１事例発生

しております。約６万７,０００羽が殺処分されております。こういった状況を勘

案し、実際に鳥インフルエンザが発生した場合には養鶏場の全殺処分はもちろんの

こと、県内の鳥肉、卵の購入意欲の減少、それから近隣の旅館、飲食店の利用者減

少といった風評被害にもつながるおそれがあります。今回は、消石灰の配布を用い

まして高病原性鳥インフルエンザに対する防疫対策をさらに強固にし、発生を防ぐ

ための予算措置でございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 土地改良事業費、今回３５０万円を増額し、４,６０１

万６,０００円とするものです。委託料、測量設計委託になりますけれども、先の

議会でもございました四分一頭首工、中原小学校下の頭首工になりますけれども、

該当施設の更新または上流に位置する頭首工を含めた、今後の維持管理を含めた可

能性を含め、構想設計業務委託を発注し、概算工事を含めた検討を行い、地元と協

議を進めていくとしております。次年度以降には、改めて決まったことに対する詳

細設計を発注することとなります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、農林課長。 

○農林課長（河本孝博君） ２９ページをお開きください。林業費、林業総務費、今回

３０万円を増額し、８３２万６,０００円とするものです。職員手当等、児童手当

３０万円の増額です。こちらにつきましては、当初の予算入力漏れに伴います不足

分の増額でございます。大変申し訳ございませんでした。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ３０ページをお願いします。商工費、商工費、商工

総務費です。今回４万５,０００円を増額し、１,４３１万円とするものです。内容

としましては、職員手当等の４万５,０００円、扶養手当、児童手当の不足分の増

額です。 

続きまして、商工振興費です。今回１,０３１万９,０００円を増額し、１億５４

０万５,０００円とするものです。内容としましては、負担金補助及び交付金の１,

０３１万９,０００円の増額、額の確定に伴います新型コロナウイルス感染症に係

る飲食店への営業時間短縮要請協力金の一部負担金の増額となります。申請要望の

増加に伴います住宅リフォーム助成事業補助金の増額が５０万円と、町民向け倍返

し飲食券発行事業実施に伴います補助金の増額で９４３万円、この町民向け倍返し
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商品券発行事業につきましては、前回実施した事業と同様、３,０００円の飲食券

プラス３,０００円のプレミアム付きの飲食券を販売し、新型コロナウイルス感染

の影響がまだ残ります町内飲食業の活性化を図るものです。 

続きまして、観光費です。今回１,２６０万円を増額し、７,２０５万９,０００

円とするものです。内容としましては、負担金補助及び交付金の１,２６０万円の

増額。観光振興プレミアム付商品券発行事業実施に伴います補助金の増額です。前

回実施した事業でありますプレミアム分の３,０００円に加えまして、１,０００円

分の農産物や加工品をプレミアム分として追加し販売を計画しておりまして、今な

お新型コロナウイルス感染症やその他の影響を受けた町内観光業の活性を図るとと

もに、少しでも農産物等の需要拡大につながるよう取組を図るものです。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 続きまして、土木費、道路橋梁費、道路維持費、今回５

０万円を増額し、６,１５０万８,０００円とするものです。使用料及び賃借料にな

りますけれども、通常の町道の維持管理における見込経費の増という形になります。 

続きまして、橋梁維持費、今回２８０万円を増額し、２,２８０万円とするもの

です。既に発注しております道路メンテナンス事業委託料の増が今後見込まれ、ま

た既に発注しておりますボーリング調査の土質の状況、それと橋梁点検の経費の増、

それと今後発注を行います橋梁の補修及び架け替えの設計委託の経費の増が見込ま

れるためでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） ３２ページをお願いいたします。教育費、教育

総務費、事務局費です。今回補正による増減はございません。予算額１億３４２万

円のうち、５３万９,０００円の財源組替となっております。 

次のページをお願いいたします。教育費、小学校費、学校管理費です。今回補正

額２２０万円を増額し、６,５８０万９,０００円とするものです。内容につきまし

ては、需用費２２０万円の増額、修繕料の増額となっております。りんどうヶ丘小

学校におきまして消防設備機器が落雷によりまして故障しております。修繕が必要

となったものであります。 

次のページをお願いいたします。３４ページです。教育費、中学校費、学校管理

費です。今回補正額１４万円を増額し、４,７１９万４,０００円とするものです。

内容につきましては、需用費１４万円の増額、修繕料の増額となっております。南

小国中学校の機械室におきまして照明器具及び電気配線が老朽化によりまして修繕
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が必要となっているものでございます。 

次のページをお願いいたします。３５ページです。教育費、保健体育費、学校給

食費です。今回補正額３,０００円を増額しまして、４,１８８万７,０００円とす

るものです。内容につきましては、役務費３,０００円の増額でございます。手数

料の増額で、給食センターの給食栄養管理システムの更新手数料となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、農業用施設災害

復旧費、今回５０万円を増額し、５,８９４万９,０００円とするものです。機器使

用料になりますけれども、南小国西部農免農道（通称ミステリーロード）の維持管

理における今後の見込経費の増と考えております。 

続きまして、林道災害復旧費、今回５０万円を増額し、１８１万５,０００円と

するものです。先ほどと同様、林道部分におきます今後の見込みの機器使用料の増

です。 

次のページになります。公共土木災害復旧費、応急災害復旧費、今回１００万円

を増額し、３００万円とするものです。災害時における公共土木施設の維持に必要

な見込み機器使用料の増額ということで考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） まず、１点質問させていただきます。３０ページの観光商品券

についてです。こちらの商品券は、非常に宿泊施設さんからもですし、また利用者

の方からも大変喜ばれている事業かと思います。実際に宿泊予約をされた方の中に

もこの券があったから南小国町を選びましたという御意見もあると多々伺っており

ます。 

そこで、１点質問ですが、前回が現金１万円で１万３,０００円分の商品券の購

入だったと思います。今回は、さらに１,０００円分の農産品が追加となっており

ます。農産品の普及とかを考えてもいいのかなと思うんですけれども、３,０００

円にプラスした理由というのが、さらにお得にした背景などがあれば教えていただ

きたいです。また、いつから使えるのかも併せてお知らせください。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 時期に関しましては、後ほどまちづくり課長から説明をさせて

いただきます。 

今回観光商品券に対しまして、プラス農産物を上乗せさせていただいております。
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これは、もちろん農業関係も今非常にいろいろなものが、資材、肥料、そういった

ものが値上がりして厳しい状況にもございますので、そういったところで少しでも

そこのバックアップができればなというのが１点まずありますし、また地元の農産

品を少しでも食べていただいて、またそのリピーターにつなげていくだとか、また

もしくはふるさと納税の返礼品として今後寄附していただいて、返礼品でもらって

いただくきっかけになればなと考えているところでございます。 

今回、町のインターンで町長秘書で中学生の方が来られたんですけれども、その

方と一緒に課題解決をしていこうという中で、観光も厳しい状況にあるけれども、

農業も厳しい状況にあるといったところでアイデア出しをしながら、どういったも

のがいいのかを考えていたところで出たきたアイデアということでございます。 

時期が冬場にずれ込みますので、米だったりとか、あと加工品、そういったもの

が中心になろうかと考えております。どうしてもバスで来られる方もいらっしゃい

ますし、すぐには自宅には帰られないという方もいらっしゃいますので、最初は夏

場とかだったら、葉物野菜とか、そういったところももちろん考えられたのは考え

られたんですけれども、そういったところを考えると、やっぱり米が一番いいんじ

ゃないかといったところで、米プラスの何かとか、そういったところで今現在は考

えているところでございます。 

私からは以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 販売時期についてですけれども、こちらは実際は観

光協会と十分な打合せをしてからとなりますけれども、準備としては１１月１日ぐ

らいから販売ができるような体制は整えたいと考えております。しかしながら、１

１月が行楽シーズンの中でございますので、そういった効果を考えますと、観光協

会と十分打合せをした上で販売時期はどこから売ったほうがいいのかというのは協

議の上、決定したいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ありがとうございます。 

まず、中学生のアイデアから生まれたというのはとてもすばらしいなというのを

感じています。また、予算に対してのＰＲ効果ですとか、それこそそれがふるさと

納税につながるとか、様々な効果を考慮しますと費用対効果としても十分すばらし

いものがあるのではないかと思っていますが、なぜ３,０００円の中で、例えば２,

０００円分の商品券と１,０００円のお米とかにならなかったのかなというのはあ

ります。さらにお得になるというのが、１万円で１万３,０００円分、十分に３割
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なので、県内の自治体で見ても割りかしお得な商品券だったんじゃないかなと思っ

ていますので、なぜ上乗せをしたのかというのを伺えたらなというのと、本町で今

様々な商品券が発行されております。町民向け、またこういう観光商品券のような

ものがありまして、そういったものの検証というのもとても大切になってくると思

いますが、そういうのもなされているのかというのも併せてお尋ねいたします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） ありがとうございます。 

そちらは本当中学生とのアイデア出しの中で一緒に出したところではあるんです

けれども、基本的に３,０００円の上乗せ分に関しましては旅館でも使えるところ

が、取りあえず２,０００円分あり、そのうちの１,０００円分が旅館以外で使うと

いうところの商品券の構成になっております。そこに、またさらに１,０００円の

農産物が加わることによって、やはり選択肢として南小国町を選んでいただくきっ

かけになるのではないかと思いますので、そういった意味合いでというところを理

解していただければと思います。 

私からは以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 分析に関しましては、まだまだコロナ禍で事業を始

めてから数年たったところでございます。この商品券を発行したからといって、な

かなか全てが経済効果が上がったかと言われると、新型コロナの影響でまだまだ影

響を払拭したというところまではいってないのかなと考えております。しかしなが

ら、販売実績とか、そういったところを見ますと、それぞれがやはり売行きも順調

にきていたものもございますので、そういったところを考えますと、ある一定の効

果は上がっているかと思っております。ただ、まだ詳細な分析等は行っておりませ

んので、そういった検証と、さらに今現在の販売している部分も併せて分析をしな

がら、今後につなげていける部分があると思いますので、そこのところはしっかり

とやっていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） ありがとうございます。 

商品券は、非常に町民の方も利用された方もよかったと、助かったという声がた

くさん上がっております。私もとてもポジティブに捉えているものです。ただ、一

方で検証が必要になることもあるのも事実だと思っています。商工会でも数年前か

ら換金されたところを全てリスト化されております。全てそれぞれの商品券ごとに

パーセンテージも出されておりますので、最近あまり役場の方は換金を見られてい
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るかなという声もあったものですから、そういったものも十分に使わせていただい

て、よりよいものに進めていただけたらと思っております。よろしくお願いします。 

○議長（平野昭夫君） はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 補足をさせていただきます。どうしても今回はくらし応援券を

私も拝見させていただいたんですけれども、やはりある程度大手のチェーン店のと

ころにお金が流れているようなところがございました。できれば本当町内各地に全

般的に全体的に満遍なく回るのが一番理想だと思うんですけれども、あと顕著なと

ころでは農協さんも結構な換金率があったと思いますので、そういった意味では、

今回、農協さんを使えるようにしたということには一つのメリットはあったのかな

と感じております。そういったところは、今、議員がおっしゃったように、そうい

ったどこの換金が多かったのかというパーセンテージは全部商工会とか、そういっ

たところが出していただいておりますので、そういったところを見ながら、今後の

商品券の在り方だったりとか、そういったところも検証していく必要があろうかと

私も認識しているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） ２６ページ、衛生費、予防費で新型コロナワクチンの委託料な

どございますが、これは５回目の接種かと思いますが、町内においてのこれまでの

接種の状況を教えていただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） ただいまの質問にお答えします。 

９月１２日現在で２回目の接種を終えている方が８６.８％、３回目接種を終え

ている方が７３.５％、４回目接種を終えている方が３６.１％です。これは、令和

３年１月１日時点の全人口３,９２７人をベースにしていますので、多少接種率は

下がったように見えるかもしれません。また、４回目につきましては、６０歳以上、

基礎疾患のある方と、あと医療従事者、施設従事者に限られておりますので、パー

センテージが２回目、３回目よりは下がっております。 

現在、新ワクチンと言われておりますものの準備をしておりまして、４回目接種

が終わった方につきましては、今度の新しいワクチンが５回目接種という形になり

ます。今回の予算につきましては、今２回目までが終わっている方が約３,４００

人ちょっとですので、そちらに新規の方や、あと小児も３回目が始まることになり

ましたので、そういった部分を含めまして、今回は３,５００人で見積りをさせて

いただいております。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、１番、穴井則之議員。 

○１番（穴井則之君） 今回５回目からはＢＡ.５対応ワクチンということですか。 

それから、ここ１か月近くで町内も相当感染者が増加したわけですけれど、接種

をされた方と感染者の関係は町では分からないんですか。保健所でないと分からな

い状況なんですか。 

○議長（平野昭夫君） 町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 現在、新ワクチンとされているものにつきましては、ＢＡ.

５ではなく、オミクロンの対応のワクチンとなっております。ＢＡ.５対応につき

ましては、今、薬事承認の申請中とお聞きしております。 

ワクチンを接種した方と実際に感染された方の現状なんですが、感染された方の

現状を把握されているのが保健所さんになりますので、町では、すみませんが、そ

の点の把握はできません。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 関連してコールセンターの委託料がありますけれども、１０月

からいつまでの事業委託をされるのか。 

それと、先ほどの観光プレミアム商品券の中で農産品の商品券が１,０００円分

ということで聞いていますけれども、この使用できる場所というのはどちらででき

るのか、この２点を追加でお尋ねします。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） コールセンターの委託に関してなんですが、国でのワクチ

ンの接種に関する今後の方針がまだしっかり定まっておりませんので、一応残り６

か月分で前の予算を基本としてコールセンターの委託料は計上させていただいてお

ります。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） ちょっと私の説明が不足する点があったので、御理

解いただけない部分があったかと思います。申し訳ございません。観光プレミアム

商品券の１万３,０００円分につきましては、プレミアム分の３,０００円の２,０

００円分が宿泊施設でも使える、１,０００円は宿泊施設以外の施設で使っていた

だく。使える施設につきましては、以前と同様の施設を考えております。１,００

０円分のプレミアムで農産物を付ける部分は、ＳＭＯで準備をしまして、観光協会

に券を購入しに来たときにその場でお渡しするという形をとっております。 
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以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） 分かりました。 

別の質問で、２１ページの企画費の修繕料でお願いします。下杉田の教員住宅の

改修ということですけれど、あそこは４戸ありますけれど、改修の内容を教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 今、県のほうに購入についての手続を進めている途

中で、その中で内部を見せていただけることができるということで内部を確認しま

して、その際に業者さんにも立ち会っていただきまして、中を確認させていただき

ました。４棟ある中でそれぞれ若干程度は違いますものの状況が悪い部分で、修繕

が必要な部分で畳とかは老朽化が進んでおりますので、交換の必要があるというと

ころと、現代の住居様式に合わせて、畳敷きはなかなか若い人たちにも受け入れら

れない部分がありますので、フローリング化をしたほうがいいんじゃないかという

ところで考えております。壁紙等の老朽化した部分のやり替えとか、水回り部分も

一部台所とか、老朽化が激しいところがありますので、そういったところの修繕で

大体１棟当たり２００万円を見込んでおりまして、それプラス４棟で８００万円と

いうところで費用は考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、２番、佐藤毅議員。 

○２番（佐藤 毅君） この住宅は移住定住用ですよね。そうなってきたときに、使用

料というのは、今いろいろな農林課住宅だとか、まちづくり住宅だとかあると思う

んですけれど、大体同等の費用で住まえるということでしょうか。何を言いたいか

というと、移住定住というのは仮にお試し体験とか、そういう感じであるならば非

常に長期的に住まわれるということもなかなか難しいかと思うんですけれども、そ

の辺の敷金だとか、そういうこともほかの目的住宅と同じように考えているのかと

いうところをお尋ねします。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 詳細な部分はまだ決めてない部分もあるんですけれ

ども、家賃につきましては今の町営単独住宅の家賃をもとに算定はしたいと考えて

おります。また、公営住宅の家賃であるとか近傍の家賃とかを勘案した上で、移住

定住者が負担にならないというか、過度の負担にならないような形での家賃設定は

考慮したいと考えております。また、敷金、礼金の設定につきましても同様に考え
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ているところでございます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、３番、井野和哉議員。 

○３番（井野和哉君） ３３ページの小学校費の修繕料、こちらはりんどうヶ丘小学校

の消防設備の修繕ということで聞いたんですが、これは緊急性を要するような状況

ではないんですか。特別子供たちに支障が出るような状況ではないということでよ

ろしいんでしょうか。 

○議長（平野昭夫君） はい、教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（穴井康治君） そうです。８月の点検の際に判明した分になっ

ております。故障内容につきましては、自動受信機の部分で不安定であるというと

ころが一番主だったと思います。発報しないとか、そういった部分ではなかったと

聞いております。ですので、不具合が今後起こる前に交換、修繕ということを考え

ております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑はありませんか。 

はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） １点、２５ページに児童福祉費が上がっておりましたので、関

連して１点お尋ねをしたいと思います。現在、保育園で土曜保育を行っていただい

ております。本町の産業構造を考えますと特に観光業になりますけれども、土曜日

は特に人手が一番必要になる日ですので、そこで保育園を運営していただけている

のはとてもありがたいですし、存在がとても大きいと思います。さらに職員の先生

方も限られた人員で回していただいているという状況もあるかと思いますが、一方、

やはり預けたくても預けられないといいますか、お断りをされるケースもあると聞

いております。特にアレルギーがある子になると預けられない。親は観光業なのに

土曜日は働けないという状況も一部ですが起きていると聞いております。ここに対

して何か今後どうしていくのかとか、方向性などありましたらお知らせください。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） ただいまの御質問にお答えをいたします。 

土曜保育でアレルギーでお断りをしたというところ、私もその部分は聞いていな

いんですけれども、もしそれがあれば給食の先生方の割当ての分でできないときが

もしかしたらあったのかなというところもあります。そのあたりは確認して、そう

いう預け入れができない場面ができないような形と、そして、先ほど補正で話をし

ましたけれども、朝と夕方は非常に２人ずつつけなければいけなくて、職員も相当
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大変なところが出ておりますので、そのあたりも一緒に話しながら確認をしたいと

思います。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、９番、森永一美議員。 

○９番（森永一美君） 一利用者の保護者でも私もありますが、大変本当限られた人数

で、とてもとてもとてもよく愛情をたっぷり注いで保育をしていただいております

が、保育園は本来ですとやはり保護者が労働などで子供を保育できないときに安心

して預けられる場所、預かっていただける場所だと思っておりますので、そのあた

り多分職員さんの人員というところが一番大きいのかとは思いますが、ぜひよろし

くお願いをしたいと思います。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんか。 

はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） 歳入のところの１４ページで県補助金といたしまして地域づく

りチャレンジ推進補助金というのが１５０万円で上がっております。これは、歳出

では見つけられないんですけれど、どこで見ればいいのかということをお尋ねした

いと思います。 

○議長（平野昭夫君） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 地域づくりチャレンジ推進事業補助金につきまして

は、今回事業というよりも、当初予算で上げておりました移住定住の体験プログラ

ム等に係る費用を地域活性化センター助成金で実施しようと考えておりました。し

かしながら、地域活性化センター助成金の申請を行いましたけれども、結果、採用

がされずに、県の地域づくりチャレンジ推進事業補助金に切り替えたため、こちら

は財源の組替えといいますか、補助金の交換という形での計上となっております。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） はい、８番、穴井千秋議員。 

○８番（穴井千秋君） そうすれば、その補助金というのは全然ないというわけですね。 

○議長（平野昭夫君） はい、まちづくり課長。 

○まちづくり課長（宮﨑智博君） 当初予算に計上しておりました事業へこの補助金を

充てるというところで、これに関しまして今回補正による増額の支出はございませ

ん。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑ありませんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） ほかに質疑がないようでありますので、これより討論に入りま
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す。本案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の

方からお願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第７１号、令和４年度南小国町一般会計補正予算書（第４号）の原案に賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

２時１５分まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時００分 

再開 午後２時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第７２号 令和４年度南小国町国民健康保険特別会計補正予算書

（第１号） 

日程第１４ 議案第７３号 令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予算書

（第２号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１３、議案第７２号、令和４年度南小国町国民健康保険

特別会計補正予算書（第１号）を議題といたしますが、議案第７２号と議案第７３

号は議会運営委員会で一括議題とすることになっておりますが、御異議ございませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、異議なしと認め、議案第７２号、令和４年度南小国

町国民健康保険特別会計補正予算書（第１号）、議案第７３号、令和４年度南小国

町後期高齢者医療特別会計補正予算書（第２号）は、一括議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第７２号、令和４年度南小国町国民健康保険特別会計補正
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予算書（第１号）、議案第７３号、令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計補

正予算書（第２号）については、町民課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、町民課長。 

○町民課長（河津頼子君） 議案第７２号、令和４年度南小国町国民健康保険特別会計

補正予算書（第１号）。 

１ページをお願いします。令和４年度南小国町の国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２９万２,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億７,０９４万１,０００円とする。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いします。歳入でございます。 

県支出金、県負担金、保険給付費等交付金です。今回２２万円を増額し、４億１,

０６６万６,０００円とするものです。内容としましては、保険給付費等交付金

（特別交付金）の増額でございます。 

７ページをお願いします。繰入金、基金繰入金、療養給付費支払基金繰入金です。

今回１８１万円を減額し、１,００３万３,０００円とするものです。内容としまし

ては、療養給付費支払基金繰入金の減額です。 

次のページをお願いします。繰越金、繰越金、繰越金です。今回３８８万２,０

００円を増額し、１,３８８万２,０００円とするものです。内容としましては、前

年度の剰余金でございます。 

９ページをお願いします。歳出でございます。 

総務費、総務管理費、一般管理費です。今回２２万円を増額し、３２９万６,０

００円とするものです。内容としましては、法改正等に伴うコクホ・ライン／調交

システム改修分が１６万５,０００円、既存自庁システムの改修分が５万５,０００

円となっております。 

次のページをお願いします。保険給付費、葬祭諸費、葬祭費です。今回１２万円

を増額し、３２万円とするものです。内容としましては、葬祭費の増額でございま

す。 

次のページをお願いします。基金積立金、基金積立金、準備基金積立金です。今

回１９４万２,０００円を増額し、６９５万２,０００円とするものです。内容とし

ましては、国民健康保険療養給付費支払基金積立金でございまして、これにより、

予算ベースでの基金残高は７,４２２万２,９３０円でございます。数字で申します

と、７４２２２９３０でございます。 

次のページをお願いします。諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金です。今
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回１万円を増額いたします。内容としましては、国民健康保険療養給付費等返還金

の１万円でございます。 

以上でございます。 

続きまして、議案第７３号、令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予

算書（第２号）。 

１ページをお願いします。令和４年度南小国町の後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６,９６０万４,０００円とする。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いします。歳入でございます。 

繰越金です。今回３２万５,０００円を増額し、３２万６,０００円とするもので

す。内容としましては、前年度繰越金でございます。 

７ページをお願いします。歳出でございます。 

諸支出金、繰出金、他会計繰出金です。今回３２万５,０００円を増額し、３２

万６,０００円とするものです。内容としましては、一般会計への繰出金でござい

ます。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑はありませんか。ない

ですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。本案に反

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

をいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第７２号、令和４年度南小国町国民健康保険特別会計補正予算書（第１号）

の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 
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続きまして、議案第７３号、令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計補正予

算書（第２号）の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第７４号 令和４年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第２

号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１５、議案第７４号、令和４年度南小国町介護保険特別

会計補正予算書（第２号）を議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第７４号、令和４年度南小国町介護保険特別会計補正予算

書（第２号）については、福祉課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） はい、福祉課長。 

○福祉課長（朝日康博君） 議案第７４号、令和４年度南小国町介護保険特別会計補正

予算書（第２号）。 

１ページをお願いいたします。令和４年度南小国町の介護保険特別会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８９５万円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億７,８２４万７,０００円とする。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。歳入でございます。 

県支出金、県補助金、介護保険低所得者対策事業費補助金です。今回４万２,０

００円を減額し、７万５,０００円とするものです。内容としましては、介護保険

低所得者対策事業費補助金の減額でございます。 

７ページをお願いいたします。繰入金、一般会計繰入金、その他一般会計繰入金

です。今回１万４,０００円を減額し、６８０万２,０００円とするものです。事務

費繰入金の減額でございます。 

次のページをお願いいたします。繰越金、繰越金、繰越金です。今回１,９００

万６,０００円を増額し、１,９００万７,０００円とするものです。前年度の繰越

金分でございます。 

９ページをお願いいたします。歳出でございます。 

総務費、総務管理費、一般管理費です。今回５万６,０００円を減額し、２１３
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万２,０００円とするものです。内容としましては、介護保険低所得者対策補助金

の利用見込者数減に伴う減額でございます。 

次のページをお願いいたします。基金積立金、基金積立金、介護給付費準備基金

積立金です。今回１,１４０万８,０００円を増額し、１,１４０万９,０００円とす

るものです。内容としましては、前年度剰余金から返還金等を差し引いた分を積み

立てるものでございます。 

１１ページをお願いいたします。諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金です。

今回７５９万８,０００円を増額し、７７９万８,０００円とするものです。内容と

しましては、介護給付費負担金等返還金でございます。 

以上でございます。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。ありま

せんね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようでありますので、これより討論に入ります。本

案に反対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方から

お願いをいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第７４号、令和４年度南小国町介護保険特別会計補正予算書（第２号）の原

案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第７５号 令和４年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第２

号） 

日程第１７ 議案第７６号 令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正予算

書（第１号） 

日程第１８ 議案第７７号 令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別会計

補正予算書（第１号） 

日程第１９ 議案第７８号 令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書
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（第２号） 

○議長（平野昭夫君） 日程第１６、議案第７５号、令和４年度南小国町水道事業特別

会計補正予算書（第２号）を議題といたしますが、議案第７５号から議案第７８号

は議会運営委員会で一括議題とすることになっておりますが、御異議ございません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、異議なしと認め、議案第７５号、令和４年度南小国

町水道事業特別会計補正予算書（第２号）、議案第７６号、令和４年度南小国町農

業集落排水事業特別会計補正予算書（第１号）、議案第７７号、令和４年度南小国

町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算書（第１号）、議案第７８号、令和

４年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予算書（第２号）は、一括議題といた

します。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第７５号、令和４年度南小国町水道事業特別会計補正予算

書（第２号）、議案第７６号、令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正

予算書（第１号）、議案第７７号、令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業

特別会計補正予算書（第１号）、議案第７８号、令和４年度南小国町公共下水道事

業特別会計補正予算書（第２号）については、建設課長より説明させます。 

○議長（平野昭夫君） 建設課長。 

○建設課長（本田圭一郎君） 議案第７５号、令和４年度南小国町水道事業特別会計補

正予算書（第２号）。 

令和４年度南小国町の水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７６万円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ１億６,４８５万円とする。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。歳入です。 

繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回３３６万８,０００円を減額し、

６,９０８万９,０００円とするものです。一般会計繰入金の減です。 

次に、繰越金、繰越金、繰越金、今回７１２万８,０００円を増額し、７１２万

９,０００円とするものです。令和３年度の決算による前年度繰越金の確定による

ものでございます。 

続きまして、歳出です。 
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水道費、水道管理費、水道総務費、今回３８０万９,０００円を増額し、２,２８

７万８,０００円とするものです。主なものとしまして、報酬、職員手当につきま

しては、建設課職員の水道住宅係の４名、それと会計年度任用職員１名で平日の１

日４時間の３日から５日分の時間外手当として、現在発注しております水道事業の

基本計画の見直しに伴う資料収集のデータの集計等における時間外報酬手当となり

ます。積立金３５６万５,０００円につきましては、繰越金における２分の１以上

を積み立てるとしておりますので、計上を行っております。 

続きまして、水道維持費、今回２０万円を減額し、６,２４０万２,０００円とす

るものです。需用費の修繕料の見込みの減としております。 

続きまして、公債費、公債費、利子、今回１５万１,０００円を増額し、６６０

万２,０００円とするものです。地方債償還金利子の確定による増です。 

以上です。 

続きまして、議案第７６号、令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正

予算書（第１号）。 

令和４年度南小国町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５０万３,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３,２７４万５,０００円とする。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。歳入です。 

繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回８３万４,０００円を減額し、１,

６３９万３,０００円とするものです。一般会計繰入金の減額でございます。 

続きまして、繰越金、繰越金、繰越金、今回２３６万９,０００円を増額し、２

３７万円とするものです。令和３年度決算による前年度繰越金の計上でございます。 

諸収入、雑入、雑入、今回９６万８,０００円を増額し、９６万８,０００円とす

るものです。雑入の災害共済金となりますが、当初予算におきまして修繕をマンホ

ールポンプ１基に対して行っておりますが、この被災原因が落雷によるものでござ

いまして、その修繕費に対しての全額同額を保険として見込んでおります。ただし、

今後の審査、申請等になりますので、多少減額となる可能性もございます。 

続きまして、歳出です。 

集落排水費、集落排水管理費、集落排水総務費、今回１１８万６,０００円を増

額し、５４５万８,０００円とするものです。積立金になりますけれども、先ほど

の繰越金の２分の１以上を積み立てるとしております。 

集落排水維持費、今回１３０万円を増額し、８４４万４,０００円とするもので
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す。需用費、修繕料になりますけれども、先ほどとは異なるマンホールポンプ１基

が老朽化等による故障により８２万５,０００円が必要となっております。また、

通常の維持管理の費用におきまして約４７万５,０００円程度、トータル１３０万

円程度の経費を見込んでおります。 

続きまして、公債費、公債費、利子、今回１万７,０００円を増額し、１５８万

９,０００円としております。地方債償還金利子の確定によるものです。 

以上です。 

続きまして、議案第７７号、令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計補正予算書（第１号）。 

令和４年度南小国町の特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２,２３９万６,０００円とする。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページをお願いいたします。歳入です。 

県支出金、県補助金、特定地域生活排水処理事業県補助金、今回１５万５,００

０円を増額し、１５万５,０００円とするものでございます。この県の補助金は、

令和３年度の補助対象事業になりますけれども、６.５％が県の補助金として翌年

度に交付をされます。使途としては、職員の人件費等に対するものでございます。 

続きまして、繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回６６万１,０００円

を減額し、５６９万８,０００円とするものです。一般会計繰入金の減でございま

す。 

続きまして、繰越金、繰越金、繰越金、今回１０５万１,０００円を増額し、１

０５万２,０００円とするものです。令和３年度の決算におきます繰越金でござい

ます。 

歳出です。 

生活排水処理費、生活排水処理費、生活排水処理総務費、今回５２万７,０００

円を増額し、１,８８０万４,０００円とするものです。歳入にございます繰越金の

２分の１以上としております。 

続きまして、公債費、公債費、元金、補正はございません。財源組替のみでござ

います。 

利子、今回１万８,０００円を増額し、４８万４,０００円とするものです。地方

債償還金利子の確定によるものでございます。 

以上です。 
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続きまして、議案第７８号、令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予

算書（第２号）。 

令和４年度南小国町の公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２３万９,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４,３１１万８,０００円とする。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

６ページになります。歳入です。 

繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金、今回２４０万８,０００円を減額し、

４,６７４万８,０００円とするものです。 

続きまして、繰越金、繰越金、繰越金、今回５６４万７,０００円を増額し、５

６４万８,０００円とするものです。令和３年度決算による繰越金の計上でござい

ます。 

歳出です。 

下水道費、下水道費、下水道総務費、今回２９３万８,０００円を増額し、１,６

６３万３,０００円とするものです。主なものとしまして、積立金２８２万５,００

０円、前年度繰越金の２分の１の計上でございます。 

続きまして、公債費、公債費、利子、今回３０万１,０００円を増額し、１,１５

４万７,０００円とするものです。地方債償還金利子の確定によるものでございま

す。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。ないで

すね。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。本案に反

対の方または賛成の方の意見を求めます。意見がある場合は、反対の方からお願い

をいたします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、これより採決に移りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、本案の採決に移ります。 

議案第７５号、令和４年度南小国町水道事業特別会計補正予算書（第２号）の原

案に賛成の方の起立を求めます。 
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［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

続きまして、議案第７６号、令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会計補正

予算書（第１号）の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

続きまして、議案第７７号、令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事業特別

会計補正予算書（第１号）の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

続きまして、議案第７８号、令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計補正予

算書（第２号）の原案に賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（平野昭夫君） 起立全員であります。よって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

３時まで休憩といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時４５分 

再開 午後３時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（平野昭夫君） 休憩前に引き続き会議を行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第７９号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２０、議案第７９号、固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題といたします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

はい、髙橋町長。 

○町長（髙橋周二君） 議案第７９号、固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、同意を求める。 

令和４年９月１３日提出、南小国町長、髙橋周二。 

１、住所、熊本県阿蘇郡南小国町大字中原４６５番地。 
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２、氏名、佐藤亨。 

３、生年月日、昭和２９年９月１１日。 

提案理由。固定資産評価審査委員会委員を選任するに当たり、地方税法第４２３

条第３項の規定により、議会の同意を得る必要がある。これがこの議案を提出する

理由である。 

佐藤亨氏に関しましては、皆さんも御承知のとおりかと思いますが、前消防団長

を務められておりました。そういった意味では、人格的にも全く問題ございません

し、信頼も厚い方であると考えております。現在１期目を務められておりまして、

今回選任されれば２期目ということになります。公平公正な判断ができる方である

と思いますので、皆様方の慎重なる御審議をよろしくお願いいたします。 

○議長（平野昭夫君） 提案理由の説明が終わりました。 

それでは、本案の質疑を行います。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 質疑がないようですので、これより討論に入ります。本案に反

対の方または賛成の方の意見を求めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 討論はないようですので、終了をいたします。 

人事案件の選任方法については、申合せ事項において無記名による投票となって

おりますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） それでは、投票といたします。 

会場の出入口を閉鎖します。 

［議場閉鎖］ 

○議長（平野昭夫君） 開票立会人を指名します。会議規則第３２条第１項及び第２項

の規定によって、７番、児玉秀次郎議員、８番、穴井千秋議員を指名といたします。 

ただいまから事務局より投票用紙を配ります。 

［投票用紙配付］ 

○議長（平野昭夫君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。ないですね。 

配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（平野昭夫君） 異常なしと認めます。 

固定資産評価審査委員会委員の選任に同意される方は◯、されない方は×をお願

いいたします。また、会議規則第８４条の規定により、白票は否とみなします。 
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ただいまから投票を行います。１番議員から順番に投票をお願いします。 

［投票］ 

○議長（平野昭夫君） 投票漏れはありませんか。 

投票漏れなしと認め、投票を終わります。 

これより開票を行います。 

開票立会人は前にお願いをいたします。 

［開票］ 

○議長（平野昭夫君） 投票の結果を事務局長に報告させます。 

はい、議会事務局長。 

○議会事務局長（北里能蔵君） 投票結果を読み上げます。投票総数９票、有効票９票、

無効票０票です。有効投票中、◯が９票、×が０票。 

以上です。 

○議長（平野昭夫君） それでは、開票の結果、原案どおり同意することに決定をいた

します。 

議場の出入口を開放します。 

［議場開鎖］ 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 陳情第７号 中国共産党による臓器収奪の即時停止ならびに人権状況の

改善を求める意見書の提出に関する陳情 

○議長（平野昭夫君） 日程第２１、陳情第７号、中国共産党による臓器収奪の即時停

止並びに人権状況の改善を求める意見書の提出に関する陳情を議題といたしますが、

議会運営委員会において配付のみと決定されております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 議員派遣報告について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２２、議員派遣報告についてを議題といたします。 

閉会中に許可いたしました議員派遣につきましては、別紙のとおりですので、報

告をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２３ 議員派遣の件について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２３、議員派遣の件についてを議題といたします。 

閉会中に議員派遣の必要がありますので、別紙のとおり許可をしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認め、議員派遣につきましては、許可することに決
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定をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２４ 閉会中の継続審査について 

○議長（平野昭夫君） 日程第２４、閉会中の継続審査についてを議題といたします。 

ただいまお手元に配付のように、総務文教、経済建設の両常任委員会、また議会

広報調査対策、環境問題調査の２特別委員会及び議会運営委員会から継続審査の申

出書が提出されておりますので、閉会中の継続審査を許可することにしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認めます。したがって、閉会中の継続審査を許可す

ることに決定をしました。 

お諮りします。会議規則第４５条の規定により、本定例会において議決された事

件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認めます。したがって、この事案につきましては、

議長に委任することに決定をしました。 

お諮りします。本定例会に付された事件は全て終了しました。 

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日で閉会したいと思いますが、

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（平野昭夫君） 異議なしと認めます。よって、本定例会は、本日で閉会するこ

とに決定しました。 

これで、令和４年第３回南小国町議会定例会を閉会します。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後３時１１分 
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本会議の顛末に相違なきことを認め、ここに署名します。 
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会議録調製者  北 里 能 蔵 
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会 議 顛 末 

 

議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

議案第60号 南小国町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関

する条例の制定について 

９月13日 原案可決 

議案第61号 南小国町議会議員及び南小国町長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例の制定

について 

９月13日 原案可決 

議案第62号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

９月13日 原案可決 

議案第63号 令和３年度南小国町一般会計歳入歳出決算書 ９月14日 認  定 

議案第64号 令和３年度南小国町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算書 

９月14日 認  定 

議案第65号 令和３年度南小国町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書 

９月14日 認  定 

議案第66号 令和３年度南小国町介護保険特別会計歳入歳

出決算書 

９月14日 認  定 

議案第67号 令和３年度南小国町水道事業特別会計歳入歳

出決算書 

９月14日 認  定 

議案第68号 令和３年度南小国町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算書 

９月14日 認  定 

議案第69号 令和３年度南小国町特定地域生活排水処理事

業特別会計歳入歳出決算書 

９月14日 認  定 

議案第70号 令和３年度南小国町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算書 

９月14日 認  定 

報告第３号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いて 

９月14日 報告済み 

議案第71号 令和４年度南小国町一般会計補正予算書（第

４号） 

９月14日 原案可決 

議案第72号 令和４年度南小国町国民健康保険特別会計補

正予算書（第１号） 

９月14日 原案可決 
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議案番号 件            名 議決年月日 審議結果 

議案第73号 令和４年度南小国町後期高齢者医療特別会計

補正予算書（第２号） 

９月14日 原案可決 

議案第74号 令和４年度南小国町介護保険特別会計補正予

算書（第２号） 

９月14日 原案可決 

議案第75号 令和４年度南小国町水道事業特別会計補正予

算書（第２号） 

９月14日 原案可決 

議案第76号 令和４年度南小国町農業集落排水事業特別会

計補正予算書（第１号） 

９月14日 原案可決 

議案第77号 令和４年度南小国町特定地域生活排水処理事

業特別会計補正予算書（第１号） 

９月14日 原案可決 

議案第78号 令和４年度南小国町公共下水道事業特別会計

補正予算書（第２号） 

９月14日 原案可決 

議案第79号 固定資産評価審査委員会委員の選任について ９月14日 同  意 

陳情第７号 中国共産党による臓器収奪の即時停止ならび

に人権状況の改善を求める意見書の提出に関

する陳情 

９月14日 配付のみ 

 議員派遣報告について ９月14日 承  認 

 議員派遣の件について ９月14日 承  認 

 閉会中の継続審査について（総務文教常任委

員会／経済建設常任委員会／議会広報調査対

策特別委員会／環境問題調査特別委員会／議

会運営委員会） 

９月14日 各委員会 

継続審査 

決  定 
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